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平成30年第２回嬉野市議会定例会議事日程 

平成30年６月15日（金）  

本会議第５日目     

午前10時 開 議     

日程第１  議案質疑 

      議案第43号 専決処分（第３号）の承認を求めることについて（嬉野市税条例

            の一部を改正する条例について） 

      議案第44号 専決処分（第４号）の承認を求めることについて（嬉野市国民健

            康保険税条例の一部を改正する条例について） 

      議案第45号 専決処分（第５号）の承認を求めることについて（平成29年度嬉

            野市一般会計補正予算（第７号）） 

      議案第46号 嬉野市ふるさと応援寄附金子育て夢基金条例について 

      議案第47号 嬉野市史編纂委員会条例について 

      議案第48号 嬉野市史編集委員会条例について 

      議案第49号 嬉野市災害被害者に対する市税等の減免に関する条例の一部を改

            正する条例について 

      議案第50号 嬉野市要保護児童対策地域協議会条例の一部を改正する条例につ 

            いて 

      議案第51号 嬉野市うれしの茶交流館条例の一部を改正する条例について 

      議案第52号 第２次嬉野市総合計画について 

      議案第53号 佐賀県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び

            同組合規約の変更について 

      議案第54号 平成30年度嬉野市一般会計補正予算（第１号） 

      議案第55号 平成30年度嬉野市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

      議案第56号 平成30年度嬉野市農業集落排水特別会計補正予算（第１号） 

      議案第57号 平成30年度嬉野市嬉野都市計画事業嬉野温泉駅周辺土地区画整理

            事業費特別会計補正予算（第１号） 

      議案第58号 平成30年度嬉野市水道事業会計補正予算（第１号） 

      議案第59号 嬉野市農業委員会の委員の認定農業者過半要件の例外規定適用に 

            ついて 

      議案第60号 嬉野市農業委員会の委員の任命について 

      議案第61号 嬉野市農業委員会の委員の任命について 

      議案第62号 嬉野市農業委員会の委員の任命について 

      議案第63号 嬉野市農業委員会の委員の任命について 
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      議案第64号 嬉野市農業委員会の委員の任命について 

      議案第65号 嬉野市農業委員会の委員の任命について 

      議案第66号 嬉野市農業委員会の委員の任命について 

      議案第67号 嬉野市農業委員会の委員の任命について 

      議案第68号 嬉野市農業委員会の委員の任命について 

      議案第69号 嬉野市農業委員会の委員の任命について 

      議案第70号 嬉野市農業委員会の委員の任命について 

      議案第71号 嬉野市農業委員会の委員の任命について 

      議案第72号 嬉野市農業委員会の委員の任命について 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前10時 開議 

○議長（田中政司君） 

 皆さんおはようございます。本日は全員出席であります。定足数に達しておりますので、

直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。 

 日程第１．議案質疑を行います。 

 今議会の議案質疑につきましては、通告制といたします。質疑につきましては、嬉野市議

会会議規則第55条の規定によりまして、同一議題について３回を超えることができない旨、

規定しておりますので、御注意をいただきたいというふうに思います。 

 それでは、議案第43号 専決処分（第３号）の承認を求めることについて（嬉野市税条例

の一部を改正する条例について）の質疑を行います。 

 質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 

 次に、議案第44号 専決処分（第４号）の承認を求めることについて（嬉野市国民健康保

険税条例の一部を改正する条例について）の質疑を行います。 

 質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 

 次に、議案第45号 専決処分（第５号）の承認を求めることについて（平成29年度嬉野市

一般会計補正予算（第７号））についての質疑を行います。 

 質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 

 次に、議案第46号 嬉野市ふるさと応援寄附金子育て夢基金条例についての質疑を行いま

す。 

 質疑の通告がありますので、順次発言を許可いたします。まず初めに、諸上栄大議員。 

○２番（諸上栄大君） 

 おはようございます。それでは、質問要旨のほうをしたいと思います。 
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 議案第46号 嬉野市ふるさと応援寄附金子育て夢基金条例に関してなんですけれども、全

般的にということで挙げさせていただいております。 

 現在、嬉野市においてはふるさと応援寄附金基金条例がある中で、改めてこの子育て夢基

金をつくらなければならなかった背景が何なのかということが１点。 

 それと、基金を創設することによって有利な点があるのかということをお聞かせ願いたい

という点。 

 また、今後、子育て夢基金の利用や展開、これをどのような考えをお持ちなのかという、

この３点に関してまず１回目お聞きしたいと思います。 

○議長（田中政司君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 

 ふるさと応援寄附金に関しましては、御存じのように、昨年４月に国のほうから見直しの

指示、これは通知が全国自治体に送られてきております。その後に野田総務大臣から９月に

全国の自治体の長宛てにふるさと納税のさらなる活用についてという通知がありまして、そ

の中で言われているのが、ふるさと納税の使い道を地域の実情に応じて工夫し、ふるさと納

税を活用する事業の趣旨や内容、成果をできる限り明確にすることという内容になっており

ます。その中で具体的に事例として出されているのが、子育て支援などの基金を条例で設置

し、ふるさと納税を重点的に活用する取り組みが行われているということを挙げられており

ます。これについては、ふるさと納税を行う方の裾野を拡大し、寄附文化を醸成する上でも

有効ですという見解を野田大臣のほうが示されております。要するに昨年４月に見直し云々

の指示がありましたけれども、自治体はその使い道、そこに工夫をしてくださいよという文

書であったと思います。 

 そういうところから、嬉野市におきましても今回、子育て夢基金の条例、これを設置した

ものであります。この設置によって国の方針にも合致しているんじゃないかと思っておりま

す。 

 それから、有利な点でございますけれども、現在、ふるさと応援寄附金、これにつきまし

ては経費を除いた額をふるさと応援寄附金基金に積み立てて翌年度の事業に充当をしており

ます。 

 今回、この基金を設置することによりまして、ふるさと応援寄附金の一部を子育て支援に

特化して活用できるようになります。具体的に言いますと、数年後に建設予定の子育て支援

センターの整備、それと、緊急的、突発的な子育て支援に関する事業、このあたりに使って

いきたいと思っております。現在、この子育て支援に関しましては多くの自治体でいろんな

施策をとられておりますけれども、そういう全国の他の自治体に負けないように即応してい
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きたいと、迅速に対応していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 諸上議員。 

○２番（諸上栄大君） 

 ありがとうございました。 

 すみません、新人でわからないので教えていただきたいのが２回目ですけれども、万が一

このふるさと応援寄附金というのがなくなった場合というのは、今後基金とか、そういうの

はどういうふうな形になっていくのかというところを教えていただきたいと思います。 

○議長（田中政司君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 

 この基金がいつまで続くのかはわかりません。もし、これがなくなったときは当然消滅を

するということで思っております。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 諸上議員。 

○２番（諸上栄大君） 

 わかりました。ありがとうございました。以上で終わりたいと思います。 

○議長（田中政司君） 

 次に、増田朝子議員。すみません、確認ですけれども、第５条と書いてあるばってん、こ

れは全体としてということでよろしいですか。（発言する者あり）増田朝子議員。 

○８番（増田朝子君） 

 同じく子育て夢基金条例について質問させていただきます。 

 先ほど諸上議員の質問に対して回答いただきましたけれども、私はこの積み立ての──も

う一度、すみませんけど、目的と、先ほど用途は言われたんですけれども、緊急な場合とい

うのがありましたけれども、緊急なときというのがどういうときを指すのかをお尋ねします。 

 それと、この基金というのは積み立てが一般会計歳入歳出予算で定めるとありますけれど

も、ではふるさと応援寄附金が積み立てで、別にまた夢基金として積み立てられるので、そ

の金額とか、毎年絶対積み立てなければならないのかということと、あと、目標額、そこは

設定されていらっしゃるんでしょうかということと、あと５条では（繰替運用）とあります

けれども、繰りかえ運用とはどういうことでしょうかということと、その中で、歳計現金、

このことについてお尋ねします。どういうことなのかということ。 
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○議長（田中政司君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 

 目的につきましては先ほど答弁をしたように、ふるさと応援寄附金、これを子育て支援に

特化して使うというところでございます。緊急的というところですけれども、今、子育て支

援に関しましては国のほうも力を入れております。いろんな子育て支援、メニューがござい

ます。新しいこと、嬉野市でも特別によその自治体に負けないようなことを考えていくもの

が当然出てくるんじゃなかろうかと思っております。具体的な事例、どういうものかとかは

その時々で考えて判断をしていきたいと思っております。 

 それから、一般会計で定める額ということで毎年積み立てるというところですけれども、

これは目標額は定めておりません。といいますのは、ふるさと応援寄附金、これは寄附金で

すので、あくまでも相手さんがいらっしゃることで毎年度、寄附額が変わってきます。それ

から、先ほど諸上議員の質問に答弁しましたように、いつまで続くのかも不透明でございま

す。積み立てた寄附額と次年度になすべき事業、そういうのをバランスよく見ながら充当す

る事業、それから、子育て夢基金に積み立てる額、その辺は見きわめていきたいと思ってお

ります。 

 それから、第５条の（繰替運用）ですけれども、これについては、繰りかえ運用そのもの

は有効に交付金の活用をする手段でございます。これは全ての基金条例の中に盛り込んでお

ります。基金等は歳計現金に不足が生じる場合に効率性を考慮した上で歳計現金への繰りか

え運用を行うというところでございます。 

 最後に御質問されました歳計現金につきましては、会計管理者のほうで答弁をいたします。 

○議長（田中政司君） 

 会計管理者。 

○会計管理者（染川健志君） 

 お答えいたします。 

 歳計現金とは何かということですけれども、市の歳入歳出に属する現金、これを歳計現金

と言います。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 増田議員。 

○８番（増田朝子君） 

 今回は、ふるさと応援寄附金の明確な特化した使い道ということをしてほしいと国から

あったということなんですけれども、本当にここ何年か皆さんからいただいているわけなん
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ですけれども、毎回事業の一部としてふるさと応援寄附金を盛り込まれているなと思ったん

ですけど、今まで一般質問で結構あったんですけれども、やっぱり特化して何かを、皆さん

からいただいた寄附金を目に見えるような使い道をしてほしいということをずっと言われて

きたので、今回、子育て夢基金の条例というのはいいことだなと私も思っております。でも、

そのほかに、例えば今回は子育て夢基金とありますけれども、ふるさと応援寄附金について

ですけれども、ほかの、例えば基金を新しく設置するというお考えはないでしょうか。 

○議長（田中政司君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 

 今考えているのは、子育てのほうに力を入れていきたい。というのは、市長公約の中でも

子育て日本一を目指していくというものを掲げられておりますので、まず第一歩になろうか

と思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 増田議員。 

○８番（増田朝子君） 

 ありがとうございます。 

 今回は積立額が700万円ですかね。その700万円というのが今後、それを基準にされるのか、

上限があるのかというのは、歳入歳出であるんですけれども、担当課のあれではどのくらい

の基準を考えていらっしゃるんでしょうか、最後にお尋ねします。 

○議長（田中政司君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 

 先ほど答弁いたしましたように、この寄附金は、ちょっと額が読めないというものがござ

います。そういう中で、ふるさと応援寄附金の積立金と翌年度の事業、この辺をよく吟味し

ながら子育て夢基金のほうに積み立てていきたいと思っております。定率、定額のほうでは

考えておりません。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 続いて、辻浩一議員。 

○10番（辻 浩一君） 

 出していることに関しましては理解しましたけれども、まず、意地悪な質問ですけど、こ
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の通達のメニューに沿って今回というような話がありましたけれども、これは積極的にやっ

たのか、通達があったからなのか、まずそこをお尋ねします。 

○議長（田中政司君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 

 もともと使い道の工夫は考えておりました。これは議会の中でも常任委員会のほうでも、

私、御意見を議員のほうからもいただいていたという記憶がございます。そういう中でどう

いうものを考えていこうかという中で、子育てというのが出てきて、それから、総務大臣の

通知にもあったというタイミングでございます。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 辻議員。 

○10番（辻 浩一君） 

 子育て支援センター等、そう遠くない将来にという設定だというふうに私は理解している

んですけれども、であるならば、金額は無理としても、ふるさと応援寄附金の何％ぐらいは

積極的に積み立てていくというふうな考えはとれないのかどうか。 

○議長（田中政司君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 

 先ほど答弁をいたしましたように、額がはっきり見えてこないというところがまずありま

す。それと、ほかの事業にも充当をしていくというのがあります。これにつきましては、寄

附者の御希望をとっています。今、４つのメニューを用意して、その中から寄附者がこうい

うのに使ってくださいというのを考えて充当しているものでございます。そういうものを考

えながらバランスよく積立金を充当していくという考えでおりますので、確かに子育て支援

センターの整備が恐らくそんなに遠くない時期だと思います。ただいかんせん、先ほど言い

ましたように、じゃ、ここに手当を多く積み立てるというところは今のところ考えておりま

せん。これはしっかりその年度その年度でほかの事業等も見ながら考えていきたいと思って

おります。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 辻議員。 

○10番（辻 浩一君） 
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 子育て支援センター設置は肝入りだと思います、市長。であるならば、額の設定は難しい

と思うんですけれども、ふるさと応援寄附金の何％は子育て夢基金に積み立てるというパー

セント、額ぐらい設定できるんじゃないかなと思うんですけど、市長の考え、いかがですか。 

○議長（田中政司君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 確かに、私の肝入りの施策にしたいというふうに考えておるところでありますが、やはり

その年度年度で配分をしなくてはいけないものもありますので、基本的には、そういった今

即応しなければいけないことに対応するものに使いながら、ただ、最大限積み立てると。な

かなか先に目標とか目標額とか目標の割合を決めてしまうと、そういったところでみずから

手足を縛ることにもなりかねない部分もございますので、その辺は臨機応変に、しかしなが

ら、最大限積み立てるように努力をするというようなところで考えております。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 次に、山口虎太郎議員。 

○４番（山口虎太郎君） 

 私は、この夢基金の「基金は、子育て支援に要する経費に充当する場合に限り、処分する

ことができる。」とあります。ここが今説明があったんですが、子育てのほうに限るという

ことで学校給食費の無料化とか、そういうところでの子育てというものも考えておられるの

か、お尋ねします。 

○議長（田中政司君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 

 学校給食費の軽減、無料化に使うことは考えておりません。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 山口虎太郎議員。 

○４番（山口虎太郎君） 

 それでは、金額的には、今700万円ということで、その金額も毎年どう変動するかわから

ないという点でありますが、私も辻議員が言われるように、多少多かっても少なかっても、

ふるさと応援基金は、その数％は必ず保留すべきだという点で同意見です。ここを私もそう

いう点で市長のほうにもお願いしたいと思います。市長、どうでしょうか。 
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○議長（田中政司君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 その辺は提案としては承りたいとは思いますけれども、やはり柔軟性を持った事業を展開

する上ではあらかじめそういった比率、額は固定しないほうが今後の事業展開もやりやすい

んではないかというふうに考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 山口虎太郎議員。 

○４番（山口虎太郎君） 

 市長の言われるのもわかります。しかし、ほかの市町においてはその一部を子どものため

にやるという形できちっととられておるところもありますので、ぜひ我が嬉野市においても

そういうところは数％、ちゃんと決めてやってほしいと思います。 

 以上、質問を終わります。 

○議長（田中政司君） 

 答弁は。（「すみません、市長お願いします」と呼ぶ者あり）市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをします。 

 当然、最大限というところは先ほども答弁で申し上げたところで、その気持ちには変わり

はございません。そういう意味では、今後の見通しもしっかりわかれば、そういったところ

も明示するということも考えていいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 続いて、宮﨑良平議員。 

○６番（宮﨑良平君） 

 おはようございます。もうほぼほぼ、何となく理解はしたんですど、数点ちょっとお伺い

します。 

 これは使途と範囲という感じですね。設置理由の使途と範囲ということで、大体こういう

ものに使いたいという、何となく課長が考えていらっしゃる、また市長が考えていらっしゃ

ること、ここをちょっとお伺いしたいんですけれども。 

○議長（田中政司君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 
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 お答えをいたします。 

 恐らく緊急的、突発的な事業の部分を指して質問されているのかなと思いますけど、ざっ

くり言うと、ソフト事業面で考えております。具体的にこういう事業なんだよというのは、

すみません、ここでは答弁できませんので申しわけございません。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えを申し上げたいと思います。 

 どのようなことを想定しているのか、本議会にも学童保育の部屋を６部屋ふやすというよ

うな予算を提案させていただいていますけど、それも、国、県の補助金が平成32年度までと

いうことで年限が区切ってあるようなものもあったりとか、今、交付金、補助金についても

募集開始から締め切りまでが非常に短いものが多いです。今の自治体、これは子育てに限っ

たことじゃないんですけれども、やはり国や世の中の動静をある程度見きわめながら、やる

べきことを準備してその補助金が出たときにすぐ飛び乗れる、そういうような形で運営をし

ていかなければ、有利な補助金を活用したまちづくりというのが非常に難しい時代になって

おります。そういう意味では、子育てに関しては、今、国が幼児教育の無償化から次世代の

人づくりという中で、人生100年構想の中でも次世代の人づくりにどういうふうに投資をし

たらいいかというのを考えておるところですので、国のこんなことをやりたいというときに、

私どもの方向性と合致したときには飛び乗れるように、そのときに財源がないということに

なれば非常に子どもたちにも申しわけないことになりますので、突発事案というのはそうい

うものを私は想定をしております。ですので、具体的にどうというわけではないんですけれ

ども、その辺のですね、来たバスに飛び乗る、そのための準備と思っていただければいいと

思います。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 宮﨑良平議員。 

○６番（宮﨑良平君） 

 ちょっと最後、確認だけなんですけど、額は読めないにしろ、大体これぐらいの積み立て

をしてこれをやりたいという目的というよりも、よしここだというときに緊急的に飛び乗れ

るような予算ということでよろしいんでしょうかね。──基金か、ごめんなさい。 

○議長（田中政司君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 
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 お答えします。 

 議員御発言のとおり、そのとおりというふうに御理解いただいて結構と思います。 

 以上でございます。（「はい、結構です」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中政司君） 

 これで議案第46号の質疑を終わります。 

 次に、議案第47号 嬉野市史編纂委員会条例についての質疑を行います。 

 質疑の通告がありますので、発言を許可いたします。宮﨑良平議員。 

○６番（宮﨑良平君） 

 私は嬉野市史編纂委員会条例についてなんですけど、これは委員会の組織について詳しく

お答えいただいてよろしいでしょうか。 

○議長（田中政司君） 

 宮﨑良平議員、これは３条、７条とありますけれども、３条で３回、７条で３回というこ

とで。（「はい、そうです」と呼ぶ者あり）ですね。 

 市民協働推進課長。 

○市民協働推進課長（筒井八重美君） 

 委員会の組織についてということですけれども、委員会の組織は、編纂委員会条例の第３

条において「委員12人以内をもって組織する。」ということと、あと委員のほうは、「学識

経験者」「市職員」「前２号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者」ということで条例

のほうでうたっております。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 宮﨑良平議員。 

○６番（宮﨑良平君） 

 これはすごく専門的なものが必要だと思うんですけど、仮に市民公募とかということは考

えられなかったのか。 

○議長（田中政司君） 

 市民協働推進課長。 

○市民協働推進課長（筒井八重美君） 

 市民公募について考えられなかったかということですけれども、先ほど議員のほうからも

言われましたように、この分野については、特殊性、専門性というのは必要な部分になって

くるかと思いますので、公募等は今回の市史編纂委員会の委員さんについては考えておりま

せん。そのかわり、第３条の第２項の第３号で記述をしているんですけれども、「市長が必

要と認める者」ということで、市民の方、地域の方の意見等も必要かと思いますので、団体

等の代表の方からというようなことも考えて予定をしたいなというふうに考えております。 
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 以上です。（「この分は結構です」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中政司君） 

 引き続き、宮﨑良平議員。 

○６番（宮﨑良平君） 

 ここの第７条（守秘義務）についてですが、「第７条 委員は、職務上知り得た秘密を漏

らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。」とございますけど、これは想定さ

れる職務上知り得た秘密というものがどういうものなのか、また、秘密を漏らすことにより

市に与える影響というのをどういうふうに想定されているのか、お伺いします。 

○議長（田中政司君） 

 市民協働推進課長。 

○市民協働推進課長（筒井八重美君） 

 第７条の（守秘義務）というのを設けた理由としましては、市史編纂においては各地域と

か個人宅等への現地調査とかも考えられます。その場合において、収集や聞き取り調査にお

いて個人情報や不用意に広げてはならない情報というのも考えられるということで想定をい

たしました。そういったときに、例えば先祖代々からので、本当はこの部分についてはずっ

と出したらだめと言われたんだけれども、今回の市史編纂に関してはいいですよというよう

なものがあるんじゃないかなということも想定して、それで今回、この第７条で（守秘義

務）ということで、そういうところの縛りを設けさせていただいております。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 宮﨑良平議員。 

○６番（宮﨑良平君） 

 これは仮に、個人情報とか市に莫大な影響を与えるような秘密を漏らした場合を考えた場

合、罰則規定とか、そういったことを設けることはないんでしょうかね。 

○議長（田中政司君） 

 市民協働推進課長。 

○市民協働推進課長（筒井八重美君） 

 罰則規定については、この委員会の委員とかになっていただく方に一番初めに委嘱状交付

とかをいたしますので、罰則規定までは設けずに、そこまで悪いことをしようとかいう方は

いらっしゃらないんじゃないかなと思っておりますので、一番初めにそこら辺のところをき

ちんと御説明をさせていただいて、お互いの理解をしておくということでとどめております。

罰則規定までは設けなくていいというふうに考えております。良心的にしていただけるもの

と考えております。 

 以上です。（「結構です」と呼ぶ者あり） 
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○議長（田中政司君） 

 これで議案第47号の質疑を終わります。 

 次に、議案第48号 嬉野市史編集委員会条例についての質疑を行います。 

 質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 

 次に、議案第49号 嬉野市災害被害者に対する市税等の減免に関する条例の一部を改正す

る条例についての質疑を行います。 

 質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 

 次に、議案第50号 嬉野市要保護児童対策地域協議会条例の一部を改正する条例について

の質疑を行います。 

 質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 

 次に、議案第51号 嬉野市うれしの茶交流館条例の一部を改正する条例についての質疑を

行います。 

 質疑の通告がありますので、順次発言を許可いたします。初めに、山下芳郎議員。 

○12番（山下芳郎君） 

 じゃ、議案第51号、通しでお尋ねをいたします。 

 質問が３回まででありますので、１回目に出しています分を通しで質問いたします。御回

答についても、通しでお願いしたいと思います。 

 １点目が、開業して２カ月の短い期間で入館料を無料とした要因は。 

 ２点目が、ゴールデンウイーク期間中の入館料を無料としたその効果はあったのか。 

 ３点目、来客への営業努力はされたのか。 

 ４点目、入館料の収入見込みは体験等で補うと聞くが、見込みはあるのか、また、その対

策はどうなのか。 

 ５点目、投資額５億円とランニングコストを補うためには入館料は、私は必要と思う。入

館料を下げることを審議しなかったのか。また、入館の体験等、料金アップでなくバリエー

ションの充実を図ることは考えられなかったのか。 

 以上、５点質問いたします。 

○議長（田中政司君） 

 うれしの茶振興課長。 

○うれしの茶振興課長（宮田誠吾君） 

 お答えいたします。 

 まず１点目の、開業して２カ月の短い期間で入館料を無料とした要因ということでござい

ますけれども、交流館につきましては４月１日にオープンをいたしまして、４月１日のオー

プンのとき茶ミットと同時開催ということもありましたけれども、約2,000名の方に御来館

をしていただきました。あと、５月にうれしの温泉観光課のほうで実施されます秋のツアー
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客誘致に向けた商談会の折、入館料の免除はできないかということの協議を行いました。そ

れは嬉野市全体の集客につながるという判断で、免除の方向で商談会に臨んだところでござ

いますけれども、このような状況もありまして、交流館につきましてはゴールデンウイーク

期間中、入館料を無料としたところ、多くの方に御来館をいただきました。このことから、

まず多くの方に来館していただき、交流館での体験を楽しんでいただくために入館料を無料

といたしたところでございます。 

 次に、２点目ですけれども、ゴールデンウイーク期間中の入館料を無料とした効果はあっ

たのかということでございますけれども、ゴールデンウイーク期間中は日平均120人の方に

御来館をいただきました。このため、効果としては十分あったと考えております。 

 ３点目、来客への営業活動を行ったかということでございますけれども、関係機関ですね、

うれしの温泉観光課、観光協会などと協力をいたしまして、市内のホテル等への営業活動及

び関西、広島、岡山等への旅行会社の営業活動を行っております。 

 また、旅行代理店等のエージェントを交流館にお招きしまして、チャオシルのよさを知っ

ていただき、団体客の誘致活動も行っているところでございます。 

 続きまして、４点目ですけれども、入館料の収入見込みは体験料等で補うと聞くが、見込

みはあるのか、また、その対策はということでございますけれども、入館料を無料とするこ

とで来館者もふえ、体験をしていただく方もふえると考えております。各種体験及び喫茶

ルームの充実をさせ、多くの方に来客していただきまして集客力アップにつなげていきたい

と考えております。 

 次、５点目ですけれども、入館料を下げることはしないのか、したのか、館内の体験料

アップでなくバリエーションの充実を図ることは考えられないかということでございますけ

れども、入館料については協議を重ねましたが、ゴールデンウイーク期間中の無料にしたこ

とで来館者が多かったことを踏まえまして、まず気軽に入館していただくことを考え、無料

としているところでございます。また、中身の充実につきましては、喫茶ルームで出してい

るお茶の種類、またお茶を使ったデザート等を充実させて、より多くの方に来客していただ

くようにと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 山下議員。 

○12番（山下芳郎君） 

 それぞれの項目でお答えをいただきました。 

 私は無料にした理由の中で一番ひっかかることはそのことであります。４月１日開業して、

そのとき茶ミットもありました、ゴールデンウイークもありましたと言いながらも、２カ月

足らずの中で早々の無料にしたことが──今、されることで提案があっていますが、非常に
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気になっております。顧みますと、３年ほど前からですか、このことにつきましては開業に

向けてお互いに議会でかんかんがくがくの議論をしてまいりまして、その段階でも無料の提

案があったわけであります。そういったことでありながらも、一応総意ということで、４月

１日に向けて一斉に傾注しながら、集客を、またその中の内容充実、人気を博すためにそれ

ぞれの立場で努力をしていただいていると思っておりましたけれども、今回の議案書を見て、

もっとびっくりしたわけでありますけれども、これは執行部、市長を含めての判断というこ

とで審議をいたしましたということです。せめてこの分については、ある面では評価を相対

的に見るためには１年ぐらいを見て、その中で相対的に判断するべきじゃなかったのかなと

思うんですが、そこら辺の御回答もお願いしたいと思っております。 

 また、幹部会議で十分議論しましたということですけれども、それでは、それまで開業前

にあんだけ議論したのは何だったのかなと。もちろん、いい意味で変更することはいいです

よ。もちろん、あしたが見えない、わからない時代でありますけれども、そこら辺の判断の

中で拙速じゃなかろうかなと。言葉はあれですけれども、私なりに思っております。 

 無料を補うために今回、議案が上がっておりますけれども、果たしてその分で入館料をカ

バーできるのかなと。はっきり言って、単なる料金アップじゃないんだろうかと私は思うわ

けです。お尋ねは前回の３月議会でも言いましたように、あの施設は文化、歴史という部分

はありますけれども、大きな意味では観光施設なんですね。やっぱりたくさんの方に来てい

ただいて、いろんな幅広い方が親しんで、そこにお金を理解しながら落としていただかない

かんと。この分が本当にイベントじゃなしに、やっぱり50年続いていくわけですね。その一

番大きな出ばなです。だから、大きな判断であったと思います。これはいいのかどうかは今

後のやり方でありますけれども、そこら辺については、一番原資であるところの入場料、入

館料を無料にするということは、今後、逆に有料にするということは多分できないですよ。

そういったことで、大きな判断を今回下されたと思っておりますので、そこら辺のことを、

どういった形で持っていくのかということでまた議論をしていきたいと思いますが、その中

で、今回、また変更の年間の収支計画を出していただいております。それを見てみますと、

1,000万円の赤字であります。ランニングコストを収入から引いた分で、若干赤字がふえて

おりますけれども、これは内容を高めるという意味もあるんでしょうけれども、うちのラン

ニングコストのこともありはしますけれども、あくまでも、収支ということを見たときに、

この事業計画で大丈夫なのか、１回目をまた変更して、多分幹部会議で市長を交えた分で出

された、これが果たして本当に慎重に吟味した収支計画であるのかどうか。 

 もう一つは、これに当然収支計画があるならば、事業計画というのが伴ってくるわけです。

これは、今、議会中でありますけれども、多分今後と言われるでしょうけれども、事業計画

の案でもあったのか、それと、関東地方もずっとエージェントを回りましたということです

けれども、そのためにどういったツール、素材を持っていかれたのか、そういったものの営
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業用ツールですね、チラシ、素材、そういったのが足りるのか、お客様が納得できる素材で

あるのかどうかを確認したいと思っています。 

 あと、ホームページ等々も今からでしょうけれども、今ありませんので、どうされるのか。 

 それと、入館料を無料にしたときに、あくまでも、誰でもそうでしょうけれども、１つの

目標を定めるわけですね。目標がゼロということはなくなるわけですよ。だから、やっぱり

お客様を集めていくためにはお互いに努力していかにゃいかんと。それがなくなることに

よって、言い方は不遜かもわかりませんけれども、そこで目標がないといったら、お互いに

なれ合いにならないかということが気になっております。 

 それともう一つは、私も長年、観光業におりました。当時とは今状況は違うと言いながら

も、旅行エージェントも非常に大事なわけです。特に団体を案内するときには、原資である

ところの入館料もしくは昼食代とか、その料金によって何％というのを設定されるんですね。

無料の場合はそれができません。だから、エージェントの収入にならないわけですね。そう

いったところも含めて勘案されたのか、確認をしたいと思っています。 

 以上、質問も多いんですけれども、またこれも通して回答をお願いします。 

○議長（田中政司君） 

 うれしの茶振興課長。 

○うれしの茶振興課長（宮田誠吾君） 

 お答えいたします。 

 まず、収支の変更の計画書の件ですけれども、一応当初よりも市の収入が若干減っており

ます、提出分よりですね。どうしても入館料が減っておりますので、その分は響いたと思い

ますけど、ただ、今後、やはり入館料無料にしたことにより来館者数もふえてくると考えて

います。そういうことで、多くの方に来館していただきまして体験をしていただき、その分

を見込んで収益に上げていって、今後できるだけもとの収支に近づきたいと考えております。 

 無料にするのを決めるのが早かったのではないかということですけれども、このことにつ

いては、うちの部内を含めまして大変協議を行いました。どうしてもやはりゴールデンウ

イーク前の来館者が少なかったということと、ゴールデンウイーク期間中に多くの方に御来

館をしていただけたということを協議の中で含めまして、やはりまずは多くの方に来館して

いただきまして、体験をしていただき進めていくということで、一応今回無料とすることと

決めております。（「ＰＲ」と呼ぶ者あり） 

 お客様が納得できる素材ということでございますけれども、先ほども答弁しましたとおり、

いろいろなところにＰＲを行っております。観光課を含めまして、関西等へもＰＲを行って

いますし、各エージェントをこちらに呼んで集客を行っているところでございます。 

○議長（田中政司君） 

 暫時休憩します。 
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午前10時45分 休憩 

午前10時47分 再開 

○議長（田中政司君） 

 再開します。 

 うれしの茶振興課長。 

○うれしの茶振興課長（宮田誠吾君） 

 お答えいたします。 

 まず、旅行エージェントの収入にはならないということでございますけど、そこらあたり

について、ちょっと今のところ私のほうでは把握しておりません。 

 あと、事業計画ということでございますけれども、まず事業計画につきましては一番当初

行いましたイベント等の事業計画を今現在考えております。 

 あと、全体入場者数の把握ということでございますけれども、無料になっても、やはり手

づくりのチケットをおのおの全部配るようにしておりますので、その分については来館者の

数は把握できると考えております。 

 以上です。（「チラシとか」と呼ぶ者あり） 

 すみません、あと営業ツールということでございますけれども、営業ツールにつきまして

はチラシ、あとパンフレット、そういうものを有効に活用しまして営業活動を行っていきた

いと考えております。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 山下議員。 

○12番（山下芳郎君） 

 市長お尋ねいたします。 

 これも非常に失礼な言い方かわかりませんけれども、事業収支計画、また事業計画、また

実際のことを含めて、非常にこれは私は甘いと思っています。これだけの投資額と経費をか

けながら、観光施設として黒字を出せとは決して言いません。今まで、これがずっと50年継

続した中で、本年度、来年度、やっぱりリピーターだとか、また人気がある施設にするため

には、やっぱり内容なんですよ。中身です。これをしないと、料金を無料にしてもなかなか

来られんということでありますので、そのためには内容が変わることは私もやぶさかじゃあ

りません。ぜひそういった方向で御指導をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 答弁は。 

○12番（山下芳郎君）続 
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 答弁お願いします。（「質問は」と呼ぶ者あり）施設の内容の充実に向けて努力をしてい

ただきたいと。計画もしっかりとつくっていただきたいと思っております。 

○議長（田中政司君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをいたします。 

 事業の今後の内容をどのようにしていくかというお尋ねだというふうに理解をいたします。 

 議員御発言のとおり、やはり入場料収入がなくなるということであれば、もっともっと多

くの方に来館をしていただいて、そして体験であったり、喫茶スペースでお金を落としてい

ただく仕掛けが必要になるということになろうかというふうに思います。今の時期であれば、

この前もチャオシルマーケットでも提供いただきましたけど、冷茶のサービスという形で、

いろんな形で消費バリエーションを喫茶スペースもふやしながら、今後は夏場になっていき

ますので、例えば、フローズンドリンクであったりとか、これは新採の職員がそういうアイ

デアで言われていたので、そういったものも、いろいろ喫茶スペースの商品開発も進めてい

かなければいけないと思いますし、一般質問の中で増田議員からもいただきました市民講義

向けの講座であったり、私どもとしても今後のチャオシルマーケットであったり、ワーク

ショップを、またいろいろできることを一つ一つやっていく中で、とにかく人が集まる、そ

こにまずは力点を置いていきたいというふうに考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 それでは、次、諸上栄大議員。 

○２番（諸上栄大君） 

 それでは、私もうれしの茶交流館条例一部改正の件でお尋ねをします。 

 あらかた先ほどの質問、答弁で理解はさせていただきましたが、要は、来館者数をいかに

ふやして体験につなげていくかということが一番のミッションだと思います。 

 そこで、４月から直近までの来館者数が月々何名あって、体験者数の合計数が大体何名程

度あったのかというのをまずはちょっとお聞きしたいと思いますが。 

○議長（田中政司君） 

 うれしの茶振興課長。 

○うれしの茶振興課長（宮田誠吾君） 

 お答えいたします。 

 まず、４月の来館者数が2,670人です。５月が1,478人、合計が4,148人となっております。 

 あと体験の数ですけれども、淹れ方教室が４月が126名、５月が243名です。あと、茶染め

体験が４月が48名、５月が59名です。あと、茶摘み体験が４月が10名、５月が186名。釜炒
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り体験が４月が６名、５月が195名で、４月の体験者の合計が190名、５月が683名となって

おります。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 諸上議員。 

○２番（諸上栄大君） 

 ありがとうございました。約4,200人の５月までの来館者数があって、体験者数に至って

は大きく見積もって合計で約900人弱あったという答弁でしたが、先ほども山下議員のほう

から収支計画表のほうでありまして、私も拝見してちょっとお尋ねしたいところがあるんで

すけれども、体験料をいかにふやしていくかというのは先ほど私も話して、今後のミッショ

ンになると思うんですけれども、単純に使用料（体験料）のところを見ますと、すみません、

７月以降の収支計画表なんですけれども、釜炒り茶体験で約1,910名ほどの予定を立てられ

ています。それと、お茶摘み体験、これが1,800人の予定を立てられております。 

 ただ、今後、７月以降にお茶摘み体験ができるのかどうか、その辺に関してのお考えを聞

きたいということと、もう一つは、それがもしできないとなった場合の何か代替的な体験利

用のことを考えて、また、それに対しての料金設定をされているのかということをちょっと

お聞きしたいと思います。 

○議長（田中政司君） 

 うれしの茶振興課長。 

○うれしの茶振興課長（宮田誠吾君） 

 お答えいたします。 

 まず、手摘みの体験ですけれども、お茶摘みにつきましては一番茶から最後の秋冬番まで

ございます。10月ぐらいまで秋冬番がございますので、その間、できる限り手摘み体験を進

めていきたいと考えております。 

 あとまた、手もみにつきましても、摘んだお茶を１回、殺青をかけまして、冷凍保存して

おけば、また手もみの体験として利用できますので、そういうことも含めまして体験の数を

ふやしていきたいと考えています。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 諸上議員。 

○２番（諸上栄大君） 

 わかりました。ありがとうございます。 

 それと、先ほどの答弁の中でありました、６月３日にもチャオシルマーケットがあったと

いうことで、また所管の課長のほうからも、イベントを重視して、来館者数をふやして体験
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につなげていきたいというビジョンを持たれているということでお話があっているようです

が、このイベントに関して、チャオシルマーケット、これも私も結構多いということも拝見

させていただきましたが、どうしても委託料の集客促進業務というところの収支がかなり大

きいと思っているんですけれども、ここをもう少し地域でイベントが開催できるような方向

性で集客を持っていけるようなシステムと申しますか、そういうお考えというのは課の中で

お考えであるかということを最後にちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（田中政司君） 

 うれしの茶振興課長。 

○うれしの茶振興課長（宮田誠吾君） 

 お答えいたします。 

 まず、地域の中でのイベントの開催ということでございますけれども、今現在いろいろな

関係機関の方からあの広場を使ってイベントを行っていきたいというお話があっております。

そういうことがあっておりますので、今後、いろんな方にお話をさせていただきまして、あ

の広場を利用していただき、イベントを開催していきたいと考えております。 

○議長（田中政司君） 

 次に、増田朝子議員。 

○８番（増田朝子君） 

 同じく、うれしの茶交流館条例の一部を改正する条例について質問させていただきます。 

 山下議員、諸上議員の質問に対して、大体は条例改正に至る経緯とかは理解できましたけ

れども、まず、この条例を、山下議員も申されましたけれども、開館２カ月で条例を改正す

るということが本当にこれまでの計画の甘さを感じました。やはり市民の皆様も今回の開館

に際して、チャオシルは大丈夫だろうかとかいうお声を本当にたくさんお聞きします。先日

の一般質問でもさせていただきましたけれども、４月から５月、連休前とか５月いっぱいま

での入館者が少なかったということですけれども、やっぱり準備段階から、計画の段階から

本当に真剣に取り組んでいただいたのかというのが今回の問題じゃないかなと思って、まず

質問させていただきます。 

 今回の６月３日、チャオシルマーケット、来館者800人ということをお聞きしていますけ

れども、そのときの体験者数、先ほど全体は、何月というのはいただきましたが、そういっ

たイベントのときの通しの体験者数をお尋ねしたいことと、あと資料にもありますけれども、

体験料値上げが記されております。茶染めが現状は1,200円なんですけれども、改正で1,500

円となっております。これは、たしか嬉茶楽館では体験料1,000円だったと思いますけれど

も、どうしてこれだけの1,500円という体験料に値上げされるのかということ。特に茶染め

体験が1,500円ということも、私も個人で行ったらちょっとどうかなというところ、また家

族連れ、４人とか行ってどうかなということも思いました。それが１点と、それとまた、入
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館料を無料にしたからといって本当に収支を賄えるかというのがちょっと疑問に思います。

まず、その点をお尋ねします。 

○議長（田中政司君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えを申し上げたいと思います。 

 ２カ月が拙速ではないかという御批判もいただいています。それは批判は甘んじて受け入

れたいというふうに思います。しかしながら、議員も御発言のとおり、やはりちょっと利用

者数が低迷をしておると。そういった中で、それを放置することのリスクは私も考えました。

ゴールデンウイーク期間中にある意味では無料開放して、その喫茶スペースを市民の方にも

いろいろ御利用いただいて、ああ、よかやんねという声もやっぱり聞いたわけでございます。

まずは、うれしの茶交流館でございますから、人の交流を促す施設としての活用、博物館と

は違うんだということを私は考えましたので、政治決断において今回の議案を提出させてい

ただいておるところでございます。 

 今後の収支についても、その利用料についてもいろいろありますけれども、まず、お茶染

め体験というのは、議員も体験されたことあると思いますが、嬉野温泉の源泉でお茶を１時

間ぐらい煮出すというような、非常に準備等も、人的、そして、いろんな受け入れ態勢の準

備期間も時間もかかる、人的、時間的コストが非常にかかるものでもございます。そういう

意味では各種体験というのは、私の感覚では逆に、お茶摘みもそうなんですけれども、安過

ぎる価格設定ではなかったかなというふうに思っております。そういう意味では適正にコス

トの分をいただくということはしながらも、来るハードルは下げるという中で、全体のバラ

ンスをとろうという中で私も考えさせていただきましたし、それに当たっては担当課、そし

て、現場の意見もかなりゴールデンウイークの前後に集中して討議をした背景がございます。 

 そういうことですので、今回、議案として提出をさせていただいています。採決までいろ

いろとまだやりとりの機会はありますので、しっかりその辺を議論していきたいというふう

に考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 うれしの茶振興課長。 

○うれしの茶振興課長（宮田誠吾君） 

 お答えいたします。 

 チャオシルマーケットのときの体験者の数ということでございますけれども、すみません、

今、手元に資料を持ってきておりません。後でお知らせしたいと思います。 

 以上です。 
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○議長（田中政司君） 

 増田議員。 

○８番（増田朝子君） 

 私も６月３日のチャオシルマーケット、出向いていきました。確かにお客さんは来られて

いましたけれども、体験者数は、イベントのときは初めてだったので限定していますという

ことで、そんなにはたくさん体験されていなかったと思います。そこの中で、７月以降の収

支を見せていただいても、先ほど山下議員も申されましたけど、この計画書は本当に甘いん

じゃないかなと私も見て思いました。本当にこれだけの収益が上がるのかということを思い

ました。ここに1,000万円のマイナスということで、これが今後、財源として、一般財源と

か、いろんな財源から補塡されると思いますけれども、これ以上にならないようにしていた

だきたいと思います。 

 今回、チャオシル、うれしの茶交流館、皆さんが合併のときからの念願であった箱物なん

ですけれども、全庁舎挙げての思いが本当は詰まらなきゃいけなかったと思いますけれども、

起工式においても、お茶に関しての建物の起工式なんですけど、ちょっと違う、市販のペッ

トボトルが出たということもありますし、最近では業務において本当にうれしの茶に関して

の意識が皆さんあるのかなというのをちょっと感じました。 

 今回のことを思って、本当はうれしの茶は市民の方に親しんでもらいたいということで発

信していきたいと思うなら、やっぱり足元からしっかり気持ちを一つにしていかなきゃいけ

ないと思います。市長が一体感とか言われていますけれども、今後、チャオシルに向けての

覚悟というか、そういうのをもう一度、担当課長、市長お伺いします。 

○議長（田中政司君） 

 うれしの茶振興課長。 

○うれしの茶振興課長（宮田誠吾君） 

 お答えいたします。 

 うれしの茶交流館というのは、今からうれしの茶の情報発信、ＰＲの基礎となっていく施

設だと考えております。そういうことを踏まえまして、今後、やはり多くの方にうれしの茶

のことを知っていただくためにも、多くの方に来館していただき体験いただくように、今後、

そういうことを含めて進めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えを申し上げたいと思います。 

 今後のチャオシルの活用について覚悟をということでございます。 
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 私自身もチャオシル、うれしの茶交流館、やはり嬉野のお茶が市民の誇りそのものである

ということを申し上げているわけでございますので、この施設が市民の誇りを醸成する場所

でなければいけないというふうに考えております。そういう意味では多くの方に来ていただ

いて、そして、そこで語らい、そして、うれしの茶を誇りに思っていただくという教育、そ

して、市民の皆様への利活用を含めて、しっかりやっていきたいと思いますし、当然、観光

客の方にも嬉野が誇るお茶の妙味を体験いただけるように、さまざま工夫をしていかなけれ

ばならないと思います。議員の皆様においても、ぜひその利活用についても御協力をいただ

きたいと思いますし、こうした厳しい批判もしっかり受けとめた上で、それを形にして、と

もにいいものをつくっていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 続いて、山口忠孝議員。 

○11番（山口忠孝君） 

 今、お三方がいろいろ質問されました。答弁もお聞きしておりました。 

 まず、私も今回、６月議会にこの条例改正を出して、７月から入館料無料にするという新

聞記事を見まして、私も大変驚き、また厳しいものがあるなと正直感じたところでございま

す。今まで入館料が少ないというあれでというのは、これがうれしの茶に限らず、緑茶を取

り巻く現実だと私は感じております。それをもう少し真剣に受けとめて、ただ、理想だけ

じゃなくて、そういうものをやっていただきたいと思いまして、今回、ちょっと余りにも拙

速な判断ではなかったかと私も感じているところでございます。 

 そこで質問なんですけど、今回、そういう入館料を無料にするという理由と目的について

は先ほどからお話があっておりますけど、その話が４月開館して、いつごろからそういう方

向になったのか。また、そういう意見があったところに、ほかには、いやいや、まだもう少

し頑張らんといかんばいとか、そういう意見とか、そういうふうに無料にするだけではそう

簡単にはいかないといういろんな思いがあったと思うんですけど、その辺のところの動きが

何かあれば状況をちょっと教えてほしいんですけど、いかがでしょうか。 

○議長（田中政司君） 

 うれしの茶振興課長。 

○うれしの茶振興課長（宮田誠吾君） 

 お答えいたします。 

 まず、条例改正についていつごろ検討したのかということでございますけれども、当初、

入館者が少なかったということで、ゴールデンウイーク期間中は来館者が多かったというこ

とでございますので、ゴールデンウイークの後に、やはり少し検討したほうがいいのじゃな
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いかということで関係者とともに検討をしたところでございます。 

 あと、検討した内容ということでございますけれども、その中で検討していることは、ま

ずはどうして来館者が少なかったのかということ、それとあと、そのためにどういうふうな

ＰＲの方法をしてきたのかということとか、今後、入館料を無料にしたときの収支の計画等

について一応検討を行ったところでございます。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 山口忠孝議員。 

○11番（山口忠孝君） 

 連休明けにそういうふうに利用者が少ないということで今回検討を始めたということです

けど、私は入館料を無料にしただけで来館者がふえるというふうに結びつくとは考えており

ません。やはりここの建物自体が持つ魅力、内容ですよね。先ほど市長は博物館ではなく、

交流館という位置づけという発言をされました。そこのところが私は一つひっかかるんです

よね。やはり何かここに魅力がなければ、なかなか人は来ないと思います。 

 先日、チャオシルマーケット、外のほうでイベントをされたと思いますけど、それはイベ

ントのときだけだと思うんですよ。そのときは皆さん足を運ぶでしょう。でも、日ごろそう

いうところに足を運ぶようなものを、もう少し内容の充実、そういうものを目指してもらい

たいと私は思うんですけど、今回、ほかの議員の方もいろいろ申されておりますけど、入館

料が無料ということは、やはりそこは私も一つ問題ではないかなと。最初から何もかもうま

くいくような、そんな甘いものじゃないというのは私も考えております。厳しいは厳しいな

りに、もう少しどうしようかとやって、苦労してやっていただきたいなと思うんですけど、

先ほど増田議員のほうも覚悟とかどうのと意見がありましたけど、今後、もう少し内容のほ

うを充実させる、それは変更されてもいいでしょうけど、いろんな形でそういう魅力のある

建物、会館にしていただきたいと私は思うんですけど、その辺のところはいかがでしょうか。 

○議長（田中政司君） 

 うれしの茶振興課長。 

○うれしの茶振興課長（宮田誠吾君） 

 お答えいたします。 

 議員おっしゃるとおり、やはり交流館はお茶の施設でございますので、お茶の歴史とか、

そういうものを知っていただくためにも中身の充実は確かに必要だと思います。 

 今後、お茶の歴史に関しても、今現在、明治初期までの歴史を、ストーリーとか、そうい

うものがございますけど、それ以降のものについて今のところ資料等がございませんので、

そういうことを含めて、資料等も含めて充実を図ってみたいと考えております。 

 また、喫茶ルームにおきましても、今現在お茶をしておりますけど、今度、夏バージョン
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とか、お茶のスイーツとか、そういうものを含めまして、またいろいろなバリエーションを

考えていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 私も本条例を提出したわけでございますけれども、無料化をすれば全てが解決というふう

に考えているわけではございません。当然、議員御発言のとおり、中身の充実を図っていく

必要があるというふうに考えております。 

 そういう意味では、展示、先ほど課長も答弁をいたしました。1970年代以降の西九州茶連

ができた後のうれしの茶の歴史については展示の中で言及がないということも、これはもう

少しうれしの茶の今を知ってもらう仕掛けを、企画展なりなんなり、そういったところでも

考えていかなくてはいけないというふうにも私も考えておりますし、今度、肥前さが幕末維

新博、県のイベントでやっておりますけれども、嬉野の中でイベントをするときにも、そう

いったお茶を一つのキーワードにして、いかに嬉野が日本の夜明けにお茶を通じて貢献して

いったかということを読み解けるような展示内容というのをしっかり考えていくつもりでご

ざいますので、今後、そこは皆さんとともにいいものをつくっていくというような、まず、

ここはスタート地点だというふうに認識をしていただければ結構かと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 山口忠孝議員。 

○11番（山口忠孝君） 

 以前、一般質問の中で、大阪府堺市の千利休の資料館に見学に行かれたと市長が答弁なさ

れたと思いますけど、ああいうところはそういう歴史的文化があるんですよね。京都にして

も、宇治にしてもそうです。砂糖と結びついた文化があるんですよ。だから、皆さん行かれ

ると思うんですよ。 

 ただ、お茶だけでは厳しいと思います。嬉野には、お茶に限らず、焼き物、いろんなそう

いうほかの文化もありますので、そういういろんなものを入れ込んで、ただ、正直お茶だけ

では私は本当に厳しいんじゃないかなと。私もお茶に携わっておりますけど、そういうとこ

ろは常日ごろ感じているところでございますので、ぜひこの逆境をプラスのほうに転じてい

かれるように努力をお願いして、私の質疑を終わります。市長に一言よかですか。 

○議長（田中政司君） 

 市長。 
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○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 議員の御指摘のとおり、さまざま充実を図っていく必要があろうと思っております。それ

で、利晶の杜ですね。大阪府堺市の千利休のミュージアムにも行ってきましたけど、その辺

はやはり歴史、文化の文化財の保存というところに力点を置いた施設でもありましたので、

その辺の重厚感というのは大いに私も感じたところでございます。 

 また、同時期にオープンをいたしました、３月ぐらいにオープンをしております静岡県島

田市のふじのくに茶の都ミュージアムというものも、私もホームページ等でどういうものを

やっているのかというような確認をして、今後、トップセールスを静岡県にしていくときに

少し視察をしようかなというふうに考えておるところではございますけれども、やはりお茶

の産地ごとの味の違いであったり、もう少しお茶の深いところを知るような工夫が必要だろ

うというふうに私自身も感じておるところでございます。ぜひともその辺、茶業関係者の皆

様、いろんな方の御意見を頂戴しながらその辺の充実を図ってみたいと思いますし、やはり

歴史、焼き物、そういった地域資源を組み合わせることも大事だと思いますし、うれしの茶

の何よりの強みというのが、600年近い栽培の歴史があるという重厚な歴史に裏打ちされた

ものでございますので、３月議会にも山口忠孝議員から御提案をいただきました古陶磁とか、

そういったものの展示と組み合わせるなど、さまざまやはり考えていく必要はあろうかとい

うふうに認識をしておりますので、またいろんな機会に御提案をいただければというふうに

思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 これで議案第51号の質疑を終わります。 

 次に、議案第52号 第２次嬉野市総合計画についての質疑を行います。 

 質疑の通告がありますので、順次発言を許可いたします。 

 発言の前に確認をしておきます。山下議員、第１部から第２部、第４部というふうにあり

ますけど、第１部から第２部について３回、第４部で３回ということでよろしいですか。

（「はい」と呼ぶ者あり）それでは、山下芳郎議員。 

○12番（山下芳郎君） 

 じゃ、議案第52号の１部、２部を通しで質問させていただきます。 

 こちらにつきましては、我々議会としても提言書といたしまして、全体につきましての中

で、「市長の任期にあわせた４年の基本計画であるならば、もっと市長の公約を計画として

反映すべきではないのか。」と指摘をいたしております。市長におかれましては選挙のとき

に、選挙公約としまして１番目に挙げられました雇用の創出、また、子育て支援ということ

が挙がっておりました。 
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 今回の総合計画の中に子育て支援は入っておりますけれども、雇用の創出、企業誘致が

入っていないわけであります。この分を指摘したつもりでありますけれども、いかがでしょ

うか。 

○議長（田中政司君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 

 総合計画策定に当たりましては、市長へのヒアリングを実施いたしまして、市長の政策的

な事業は盛り込んでおります。幾つか挙げますと、農福連携の推進であったりとか、三世代

同居住宅の推進、それから、男性の家事・育児参加の推進とか、そういうものを掲げており

ます。 

 今御質問がありました雇用の創出、企業誘致でございますけれども、こちらにつきまして

は、うれしの創生プロジェクトというところの24ページ、25ページの中に、「“安定して働

ける仕事”を創出します」というところに示しておりますし、分野別政策の商工業、77、78

ページの中にも盛り込んでおります。恐らく議員の御質問、御指摘は、雇用の創出、企業誘

致を表題に示していない、タイトル的に示していないということを御指摘されていると思い

ますけれども、分野横断別のプロジェクトの中に明記しておりますように、この分について

は嬉野市が重点的に取り組むプロジェクトと位置づけをしております。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 山下議員。 

○12番（山下芳郎君） 

 今、担当課長の説明にありますけれども、それはそれであるんでしょうけれども、これは

総合計画というのは市民に対して開示するわけですね。市民の方にも見ていただいて、いろ

んな面で今後５年間をどうしていくんだということの導きになりますので、そういう点では

一つのインデックスと申しましょうか、手引きの中で、第１次総合計画にもありましたけれ

ども、後期基本計画にもありました。前と比較するわけじゃありませんけれども、大きな柱

として、できたかどうかは別にしながら、あったわけですね。 

 ですので、今回それが見えなかったので指摘したつもりでおりますけれども、ここにある

じゃないかと言われたらそこまででしょうけれども、そこの市長の非常に強い思いを形とし

ながらインデックスに載せていただきたかったというのが思いであります。再度答弁をお願

いします。 

○議長（田中政司君） 

 企画政策課長。 
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○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 

 同じような答弁になりますけれども、タイトルとしては出していないものの、分野横断別

のプロジェクトの中に盛り込んでいるというところで、嬉野市としては重要な位置づけをし

ているということで御理解いただければと思います。 

 以上でございます。（「以上です」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中政司君） 

 よろしいですか。（「はい。あとは４部で」と呼ぶ者あり） 

 次、第４部について。山下議員。 

○12番（山下芳郎君） 

 第４部、こちらの資料からしますと60ページになりますかね、下水道についてであります。 

 これにつきましても指摘をいたしておりました。議会でまとめた分を指摘いたしておりま

す。 

 ちょっと文言を読んでみます。下水道について、「使用料金の適正な見直し」に「公

平・」を挿入したほうがいいのではないかということを指摘しております。適正はあります

けれども、公平ということが反映されていないわけですが、その理由を確認します。 

○議長（田中政司君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 

 この「適正な見直し」という部分の中には公平性も含まれているという解釈のもとで、こ

の分については修正をしておりません。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 次に、増田朝子議員。これは２ページ、４ページありますけれども、第１部ということで。

（「はい」と呼ぶ者あり）はい。 

○８番（増田朝子君） 

 議案第52号で質問させていただきます。 

 まず、２ページの「第１次総合計画に検証を加え、」とありますけれども、成果指標の検

証はなされましたでしょうかという質問が１点。 

 あと４ページですけれども、「成果を評価できる計画」の中で進行管理及び成果の検証と

ありますが、これは誰がどのようにされますでしょうかということと、行政評価を提言して

おりましたけれども、それを取り入れていただけなかった理由をお尋ねします。 
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○議長（田中政司君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 

 後期基本計画に掲げました目標値については、それぞれ担当課に確認をして取りまとめて

おります。これは全部で116項目がございました。達成できたものといたしましては全体の

２割超でございます。 

 達成できたものとして、具体的なところ、代表的なものを言うと、外国人の観光客数で

あったり、障がい者駐車場の設置数、こういうものが達成できたものでございます。 

 達成できなかったものといたしましては、農業振興の状況の市民満足度、それから、男女

の地位の平等意識、これらが率としては半分にも達成しなかったものでございます。 

 それから、２つ目の進行管理の面ですけれども、こちらにつきましては総合戦略と同様に

ＰＤＣＡサイクルを回していくことにしておりますので、この策定に携わりました嬉野市総

合計画審議会委員に担っていただくことにしております。これは依頼をしております。 

 それから２つ目、行政評価を入れなかったのはということでございますけれども、こちら

については行政評価とリンクをさせていくということで今作業を進めております。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 増田議員。 

○８番（増田朝子君） 

 では、最初の質問の成果指標の検証ということで御答弁いただきました。その中で、２割

程度が達成できたということでよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 そこで、116項目ということで、今回の計画書の中には、議会からの提案で最後のページ

に、ずっとこちらに評価指標の一覧を掲載していただいていますけれども、では、前回の分

を、第１次総合計画の検証として、議会とか市民に対しての検証結果の公表というか、それ

はなされないんでしょうかということ。 

 成果指標の検証の結果を議会とか市民に対して、第１次総合計画ではこれだけの検証をし

ましたという結果を、計画に対しての結果の公表というか、それはされなかったんでしょう

かということのお尋ねをいたします。 

○議長（田中政司君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 

 後期基本計画の検証結果については公表しておりません。今、全116項目と言いましたけ
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れども、これは29年度の達成目標数値でございましたが、中にはまだ数値が確定しないもの

も幾つかございます。そういうのもあって、今現在、公表をしておりません。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 増田議員。 

○８番（増田朝子君） 

 まだ結果が出ていない分もあるということですけれども、では、今後、その結果を公表す

る予定はございますでしょうかということと、今回の第２次ですが、これも今後、先ほど審

議会のほうで検証していただくということの御答弁だったんですけれども、これが終了後に

検証されて公表される予定はございますでしょうか。 

○議長（田中政司君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 

 今議会で総合計画（案）が議決をいただきましたら、この分についてはホームページで公

表をいたしますので、その分で見ていただければと思います。今後の分につきましても、当

然、公表を考えております。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 前回のやつについては公表するのか、しないのかということは。 

 暫時休憩します。 

午前11時31分 休憩 

午前11時31分 再開 

○議長（田中政司君） 

 再開します。 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 

 第１次の分で取りまとめが終了いたしましたら、この分についても公表いたします。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 次に、山口政人議員。 

○13番（山口政人君） 

 企画政策課長、今の答弁が第１次総合計画の進捗に重なりますかね。私の質問がそれだけ。 
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○議長（田中政司君） 

 それが１回目の質問でよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 今の答弁がここの山口政人議員のあれで。企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 

 先ほど増田議員に答弁いたしました内容が第１次総合計画の進捗という答弁でございます。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 山口政人議員。 

○13番（山口政人君） 

 そしたら、第１次総合計画の評価、あるいは課題をどのように第２次総合計画に反映され

たのか、お伺いをします。 

○議長（田中政司君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 今度の総合計画で、分野別の部分に現状と課題をそれぞれ掲載しております。こちらのほ

うで今の状況、課題を示しておりまして、一番上のところに目指すべき方向性を示して、こ

れを達成するためにどうするのかというところで成果指標を設けているというところでござ

います。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 山口政人議員。 

○13番（山口政人君） 

 それでは、今回の第２次総合計画、この特徴は何でしょうかね。 

 そしてまた、８年間が計画期間というふうになっておりますけど、この短い計画期間で市

長として目標を持って達成したいと思われる事業とか事案はありますか。 

○議長（田中政司君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 

 特徴といたしましては、まず一番大きなものは、やはり基本計画の中に「一人ひとりの役

割」、「地域・団体・企業の役割」、「行政の役割」を明記しているところでございまして、

市民の皆さんを初め、いろんな方々にその立場を生かしていただいて、ともに助け、ともに

動き、ともにつくるという考え方に基づき、今回、将来像に掲げております「歓声が響きあ
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う 嬉野市」を実現していこうというところが特徴的なところでございまして、もう一つ言

わせていただければ、総合計画の策定、一番大事なところは策定する過程だったと思ってお

ります。 

 そういう中で、うれしの未来カフェというものを開催いたしまして、地元の高校生と地元

市民の方々と大いにまちづくりについて語り合う場を設けました。参加した方々、御意見を

聞いたら、大人の方は初めて子どもたちとこうやってまちづくりについて語ることができた

と。逆に子どもたちも大人の方とこういう話をする機会はとてもよかったという声が聞こえ

ました。そういう場を初めて設けられたというところは非常に大きかったなと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。特徴についてのお尋ねでございます。 

 先ほど課長がほとんど答弁をしてしまったわけでございますけど、私も問題意識として、

お任せ自治ではなくて、やはり市民一人一人の役割、そして、企業の役割、それぞれが自分

の役割を認識しながら、ともに一つのものをつくり上げていくというまちにしていきたいと

いうふうに考えておりまして──何でしょうか。（「いやいや、市長としてですよ、市長の

目標として計画期間に達成を」と呼ぶ者あり）申し上げます。そういう中で、一緒にやはり

つくり上げていくというのを大事にしたいというふうに考えております。 

 そういう中で、私が挙げさせていただいているものの中に、１つ、クラウドファンディン

グを生かしたまちづくり、いわゆるインターネット上で志のコミュニティビジネスをやりた

いと。志ある人に対して、その志に共感した人が支援をするというような仕組みづくりにつ

いて、どうしてもということで盛り込ませていただきました。やはり志に共感し合う人をつ

くっていく、そのプラットホームづくりがこの計画の全てのことをなし遂げるのに必要だと

いうふうに考えておりますので、ある意味では企業誘致、いろんなことを一つ一つ、優先事

項というのはあるんですけれども、まずはその意識の醸成というのが大事ではないかという

ふうに考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 これで議案第52号の質疑を終わります。 

 次に、議案第53号 佐賀県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組

合規約の変更についての質疑を行います。 

 質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 
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 次に、議案第54号 平成30年度嬉野市一般会計補正予算（第１号）についての質疑を行い

ます。 

 まず初めに、６ページから14ページの歳入について質疑を行います。 

 11ページ、16款．財産収入、１項．財産運用収入、１目．財産貸付収入について質疑の通

告がありますので、順次発言を許可いたします。まず初めに……（「農業委員会」と呼ぶ者

あり）農業委員会は議案第59号ですから。議案の号数でいきますので。（「はい、わかりま

した」と呼ぶ者あり）議案の順番でいきます。（発言する者あり） 

 暫時休憩します。 

午前11時39分 休憩 

午前11時40分 再開 

○議長（田中政司君） 

 再開します。 

 それでは、議案第54号 平成30年度嬉野市一般会計補正予算（第１号）についての質疑を

行いたいと思います。 

 11ページ、16款．財産収入、１項．財産運用収入、１目．財産貸付収入について質疑の通

告がありますので、順次発言を許可いたします。まず初めに、諸上栄大議員。 

○２番（諸上栄大君） 

 それでは、質問します。 

 シーボルトの湯駐車場借り受け者48万6,000円の予算計上についてということでお尋ねを

いたします。 

 シーボルトの湯の駐車場が現在ありますが、その所有がちょっとわからなかったので、ま

ずどこなのかということと、今回、説明の中でプロポーザル方式、入札ということですけれ

ども、なぜ民間委託を予定されているのか、考えられているのか、そのところをまず１点目、

お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（田中政司君） 

 うれしの温泉観光課長。 

○うれしの温泉観光課長（井上元昭君） 

 お答えをいたします。 

 まず初めに、駐車場の所有者ということでございます。 

 土地の所有につきましては嬉野市が所有をしております。今回、駐車場用地として土地を

貸し付けるというふうなことで収入の計上を行っているところでございます。 

 それと、プロポーザル方式での業者選定がなぜなのか、なぜ民間委託にするのかというふ

うな御質問ですが、こちらにつきましては駐車場利用者の利便性の向上、また、駐車場運営

の効率化、そういったものをいろいろ勘案したところ、民間事業者でのノウハウを活用した
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駐車場運営がいいのではないかということで、今回こういった方式をとらせていただいてい

るところでございます。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 諸上議員。 

○２番（諸上栄大君） 

 市の公有財産であって、それでプロポーザルに関しては利便性の向上、効率化を図るため

にということで、土地を貸し付けて行うということで答弁いただきました。ありがとうござ

います。 

 私も勉強して、普通財産の貸し付けでできるということで条例のほうにも書いてありまし

たが、そうなった場合の貸し付けるのに関して、まずは48万6,000円の収入がありますが、

その算定根拠と申しますか、そこを教えていただきたいと思います。 

○議長（田中政司君） 

 うれしの温泉観光課長。 

○うれしの温泉観光課長（井上元昭君） 

 お答えをいたします。 

 この分の貸し付けについては７月以降ということで今のところ計画をしているところです

けれども、７月以降ですから９カ月分ということで、一月の貸付料が５万円の９カ月で45万

円の消費税というふうな算定の仕方になっているところでございます。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 諸上議員。 

○２番（諸上栄大君） 

 算定根拠のほうはありがとうございました。 

 貸し付けによる運用、民間委託による運用ということですけど、業務委託になるのか、そ

ういう方向性はいろいろあるんですけれども、最終的に、今、現状として市営駐車場が３カ

所条例化されて料金を取られておりますが、今後、シーボルトの湯の駐車場がそういうふう

にしてプロポーザルで民間委託になった場合に、現在の市営駐車場３カ所の条例の整合性と、

現在の市営駐車場が今後どういうふうな展開を考えられているのか、そこのお考えをお聞か

せ願いたいと思います。 

○議長（田中政司君） 

 うれしの温泉観光課長。 

○うれしの温泉観光課長（井上元昭君） 

 お答えをいたします。 
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 まず、条例の整合性から御説明をいたします。 

 まず、今回貸し付けを行って、運営を民間の業者にしていただくということで、市が直接

運営をしませんので、駐車場条例には該当しないという認識をしております。 

 あと、他の駐車場を今後どうするのかというふうな御質問だと思います。 

 所管がちょっと違うんですけれども、基本的に駐車場の場所によって駐車料金の設定の仕

方、あるいは駐車場のとめる目的の違いとか、それと、とめた台数による収益がまた違って

くると思います。その辺もありますので、全ての駐車場を今回のように民間に運営していた

だくというふうな方向性にはならないのではと思っているところですので、その辺について

はちょっと今の段階でどうのこうのというふうな御回答はできないような状況でございます。 

 以上です。（「ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中政司君） 

 次に、川内聖二議員。 

○７番（川内聖二君） 

 今の質問で理解できる分もございましたが、プロポーザル方式で、先ほどの答弁で民間の

ノウハウをということだったんですけど、あそこを今回入札で、プロポーザル方式で民間の

方を指名され、入札で決まった民間の方にどのようなノウハウを求めておられるか。どのよ

うな駐車場にしたいのかをちょっとお尋ねしたいです。 

○議長（田中政司君） 

 うれしの温泉観光課長。 

○うれしの温泉観光課長（井上元昭君） 

 まず、駐車場の貸し出しの基本的なものについては、合同常任委員会でもお話をしていま

したけれども、まず、利便性向上を図るために年中無休でやってくれと。それと、最初の90

分については無料でお願いしますと。それと、24時間の最大料金については500円程度で設

定をお願いしているところでございます。 

 民間さんに運営していただくに当たっては、例えば、駐車場の満車状況とか、駐車場の場

所とか、料金とか、民間さんであれば、例えば、ウエブサイトで検索ができたりとか、ス

マートフォンで検索ができたりとか、あと、カーナビとかも検索できる部分もあるかとは思

いますけれども、そういった利便性が飛躍的に向上するということですね。 

 あと、今現在あそこは街灯等が少ないんですけれども、駐車場を運営するためにはやはり

街灯等も必要になってくると思いますので、街灯がついたりとか、あとトラブルとかクレー

ム処理というのが24時間対応していただけるというふうなこともあって、今回、民間の方へ

の運営を検討したところでございます。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 
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 川内議員。 

○７番（川内聖二君） 

 大体わかりました。 

 そしたら、小学校跡地の駐車場ですけど、中央広場ですか、何ですかね。（「体育館の

前」と呼ぶ者あり）体育館の横です。（「第１」と呼ぶ者あり）インターのほうにもあるん

ですけど、あれはちょっとまちから離れているもので、そういうのをウエブサイトのほうで

公表してもちょっと距離がありますけど、あそこも今後はそのような形をとられますか。要

するに、市街地に近いということで、ちょっとすみません。 

○議長（田中政司君） 

 財政課長。 

○財政課長（三根竹久君） 

 お答えをいたします。 

 中央駐車場とインターの第１、第２の所管が財政課ということで、お答えをいたしたいと

思います。 

 今度の提案が民間事業者への貸し付けということでしておりますけれども、現在の市営駐

車場としましては直営で行っているところでございます。駐車場を経営するに当たっては、

どうしてもゲートが必要になってくるということで、今のゲートを設置はしておりますけれ

ども、あちらのほうが大体１セット1,000万円近くかかってくるということで、今回は貸し

出しに四十何万円の収入しかありませんが、直営ですれば200万円、300万円という収入がご

ざいますけれども、設置費、管理費等を含めたところで、トータルでそういったものを比較

した場合、今回は民間に貸し付けてするほうが有利だと。先ほど説明がありました、そう

いった宣伝、ナビで検索できるとか、民間の保有している駐車場で検索すれば出てくるとか、

そういったサービスの面でもそちらのほうが有利だということで、今回そういったことに決

定をされています。 

 うちのほうの駐車場については、今のところまだ何とか、耐用年数を過ぎてはおりますけ

れども、今、市が所有している機械で動いていると。これが入れかえ時期が来て、新しい機

械を入れるのにまた1,000万円、更新をするときに、そのときに今回のような比較検討を

行って、民間のほうに貸し付けを行って民間でしていただいたほうがサービス的にも有利だ

ということであれば、そういった方向になることもあるかと思います。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 川内聖二議員。 

○７番（川内聖二君） 

 わかりました。 
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 それだったら、今後のことですけど、耐用年数が過ぎて、また改めて見直しをされる際に

は、収入は現在のほうがあるということなんですけど、投資するのも大きいと思いますので、

大体理解できました。結構です。もういいです。 

○議長（田中政司君） 

 よかね。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 次に、辻浩一議員。 

○10番（辻 浩一君） 

 今、財政課長のお答えになったところを一番聞きたかったんですけれども、いわゆる今回、

シーボルトの湯のところの駐車場が一番多分駐車が多いので、あそこだったら民間が参入す

るだろうということでそういうことだったというふうに理解しておりました。 

 そういった意味では、一番おいしいところをなぜ民間にやるのかなというところが、今、

財政課長が言われたところだというふうに思いますけれども、ただ、今後、駐車場というの

は非常に大事になってくると思いますので、そういった意味では更新時期には十分考慮して

いただきたいと思います。 

 以上です。答えは要りません。 

○議長（田中政司君） 

 よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 これで６ページから14ページまでの歳入についての質疑を終わります。 

 議事の途中ですが、ただいまから13時まで休憩いたします。 

午前11時53分 休憩 

午後１時   再開 

○議長（田中政司君） 

 再開します。 

 午前中に引き続き平成30年度嬉野市一般会計補正予算（第１号）についての質疑を行いま

す。 

 次に、15ページから41ページまでの歳出についての質疑を行います。 

 初めに、歳出15ページから18ページまでの第２款．総務費について質疑を行います。 

 初めに、15ページの１項．総務管理費、１目．一般管理費について質疑の通告があります

ので、順次発言を許可いたします。初めに、諸上栄大議員。 

○２番（諸上栄大君） 

 それでは、一般管理費の工事請負費に関して質問を行います。 

 防犯灯整備事業の件です。実際、計上が上がっていますが、主要事業説明書の中に、1,817

基と残基数が残っているようですが、各地、これ割り振りで実施されていると思いますが、

その割り振りと実際計画を立てながら進められていらっしゃると思いますが、そういった計
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画内容に関しての説明をまずお聞きしたいと思います。 

○議長（田中政司君） 

 総務課長。 

○総務課長（永江松吾君） 

 防犯灯の整備状況ですけれども、これはまず、平成26年度から始めております。平成26年

度は国の交付金がありましたので、そこから始まっておりますが、26年度については各地区

２基ずつを整備しました。その後、27年度から29年度につきましては、大体各地区ごとに２

基から３基、４基ぐらいのところでやっております。これは毎年入札を行いますので、その

結果、入札残が出たところにおいては、整備基数も多うございますので、その分について、

また再度追加して、多く防犯灯を持っていらっしゃるようなところにつきましては、１本か

ら２本とか追加して今まではやってきております。今後も各地区に割り当てを行いながら

やっていきたいと思いますが、整備が終わってくる地区も出てきますので、そういった地区

がなくなった分については、ほかの地区に割り当てができてきますので、そういう方向で

やっていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 諸上栄大議員。 

○２番（諸上栄大君） 

 先ほど担当課長から説明がありました。一律での整備だったら、ひょっとしたら小さい行

政区なんかはもう終わっているんじゃないかというところで、大きい戸数を抱えている行政

区なんか多数整備要望が上がってくると思ってお聞きしたわけですけれども、先ほどの答弁

では、終わっているところは順次大きいところに振り分けるというようなところで設置をさ

れるというような解釈でよろしいかと私は理解したんですけれども、そうなった場合、実際

の設置計画の見直しは行われているというような理解でいいものか。 

 それと、あと具体的に完了していくまでに大体どれくらいの年数がかかるのだろうかとい

うところがちょっと気になるところで、お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（田中政司君） 

 総務課長。 

○総務課長（永江松吾君） 

 まず、計画ですね、一応、主要事業説明書の中の1,817基というのが残数が残っています

けれども、この分については商工会などで管理されている街路灯も含まれておりまして、実

際、各地区とか各地区の防犯協会で管理されている分というのは、そのうち1,660本程度に

なります。実際、29年度までで11地区を終わっております。先ほど答弁したように、完了し

ている分については、その分をほかの地区に回していきますので、各地区これから３本から
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４本ずつぐらいは完了していくということになりますし、その中でもまたずっと終わってく

る区が出てきますので、それを回していけるような計画でやっていけると思います。 

 このままのペースでいきますと、平成35年までには各地区の防犯灯は整備が完了する予定

となっております。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 諸上議員。 

○２番（諸上栄大君） 

 ありがとうございました。平成35年までには完了予定ということで答弁をいただきました。 

 では、最後になりますが、今後の財源確保に関しては、かなり厳しい状況にはなってくる

かと思いますし、せんだっての一般質問の答弁の中でも恐らくそういう話が出たんじゃな

かったかなとちょっと私も記憶しておりますが、そういう財源確保の見込みと申しますか、

そういった点に関してはどのようなお考えをお持ちか、お願いします。 

○議長（田中政司君） 

 総務課長。 

○総務課長（永江松吾君） 

 この事業の財源につきましては、先ほど言いましたように、初年度が国の交付金でした。

27年度からは合併特例債を活用して財源としてやっております。先般、国のほうでも合併特

例債の期間が５年間再延長になりました。32年度から37年度までに延長になりましたので、

今後も合併特例債が活用できれば合併特例債を財源としながらやっていきたいと考えており

ます。 

 以上です。（「ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中政司君） 

 続きまして、一般管理費、19節について。山口政人議員。（発言する者あり） 

 いやいや、目で行きますので、一般管理費で19節の山口政人議員。 

○13番（山口政人君） 

 15ページのふるさと後援活動、これは少額の補助金なんですが、この補助金に対して、何

を求めて、どういった成果があっているのか、お尋ねをしたい。 

○議長（田中政司君） 

 総務課長。 

○総務課長（永江松吾君） 

 ふるさと後援活動の目的と事業ですけれども、この補助金に関しましては、各地区のふる

さと会に交付をしているところですけれども、このふるさと会のほうで年に１回の総会とか

を開催されて親睦を図られたり、嬉野市の宣伝広報活動などを行っていただいておりますの
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で、それに対する補助金を支出していることになっております。 

○議長（田中政司君） 

 山口政人議員。 

○13番（山口政人君） 

 いわゆる情報を流してくれるとか、それから、情報の発信をしてくれるというようなこと、

それから、交流会が目的ではないかと思いますけれども、実際、具体的にそういった成果が

上がっているんでしょうか。 

○議長（田中政司君） 

 総務課長。 

○総務課長（永江松吾君） 

 活動内容につきましてですけれども、例えば、嬉野のマークが入ったりした個人的なそれ

ぞれの名刺とかをつくられてそれを配ったりとか、それから、ＳＮＳなんかで情報を発信さ

れて、こういう情報があっているよということを会員同士であったり、外部に向けてもそう

いった発信は行われていると思っております。 

○議長（田中政司君） 

 山口政人議員。 

○13番（山口政人君） 

 やはり補助金を支出しなければ、そういったことはできないんでしょうかね。 

○議長（田中政司君） 

 総務課長。 

○総務課長（永江松吾君） 

 お答えします。 

 それぞれの地区の会員の集まりですけれども、せっかく嬉野市のＰＲ等も行ってもらって

おりますし、ふるさと嬉野に関して愛着を持っていただきたいということで、本当に少額で

はございますけれども、お助けしたいという気持ちで補助金を交付しております。 

○議長（田中政司君） 

 続きまして、同じく一般管理費、15節．工事請負費について。川内聖二議員。 

○７番（川内聖二君） 

 それでは、防犯灯についてお尋ねをいたします。 

 先ほどもちょっとお聞きしましたけど、各行政区によって防犯灯の数が違うと思いますね。

それで、先ほど等しく二、三本、多くて４本ほど変えられるということでしたが、その公平

性を考えてみれば、今後、地区によっては早いところは終わると思うんですけど、たくさん

持っていらっしゃるところは残り５年かかると思うんですよね。それで、本数の見直しはで

きないんですかね、お伺いします。 
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○議長（田中政司君） 

 総務課長。 

○総務課長（永江松吾君） 

 本数の見直しということですけれども、前倒しでということですか。（「要するに行政区

で数が60基あるところもあれば、10基しかなかところもあるわけですよ。そこを１基ずつと

か２基ずつとかと同じ数だけ交換をすれば、年数が長くかかるんじゃないですかということ

で、そしたら、地区によってもちろん、自分のところ、平均したら片方は５年で終われば、

片方はもっと、10年以上かかるというところもあるでしょう。そこんたい、本数の見直しで

す」と呼ぶ者あり） 

 お答えします。 

 確かに本数においては、少ないところ、10本台から100本台までぐらい幅は広うございま

す。ただし、今までは公平性ということを考えまして平等に行っておりました。これにつき

ましては、行政嘱託員会等で説明をいたしまして、そういったところの御理解は得ていると

思っております。 

 今後につきましては、やはり終わっているところもありますし、財源が許せば、できるだ

け早目に完了するようにということを考えていきたいと思います。 

○議長（田中政司君） 

 川内議員。 

○７番（川内聖二君） 

 ＬＥＤに変えれば、これまでの電灯と違って、電気代がかなり違うと話は聞いているんで

すよね。そしたら、やっぱり長くかかるところはそれだけＬＥＤ化にならないと、電気代を

当初のままでずっとお支払いせんといかんというところがあったもので、数が少ないところ

は早く完了して、早目に電気代も払わんでよかわけですたいね。けど、いっぱいあるところ

は、長年かけて、もとのままの電気代を払うていきしゃれんぎいかんし、数も多かしという

ことで、そこんたいの公平性を言うたとですよ。そういうことですけど。 

○議長（田中政司君） 

 総務課長。 

○総務課長（永江松吾君） 

 お答えします。 

 確かに多いところは長くかかられるということは承知をしておりますけれども、どうして

もやっぱりこれを一遍にということも難しい状況でございますので、そこは御理解いただい

て、できれば早目にという考えを持っておりますので、御理解のほうをいただきたいと思い

ます。 

○議長（田中政司君） 
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 もうよか。（「よかです」と呼ぶ者あり） 

 それでは続きまして、宮﨑良平議員。 

○６番（宮﨑良平君） 

 取り下げます。（「議長、暫時休憩を」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中政司君） 

 暫時休憩します。 

午後１時13分 休憩 

午後１時14分 再開 

○議長（田中政司君） 

 再開します。 

 次に、同じく15ページの１項．総務管理費の５目．財産管理費について質疑の通告があり

ますので、順次発言を許可いたします。初めに、諸上栄大議員。 

 ちなみに委託料と工事請負費の２つですね。それぞれに３回ずつでよかですよ。 

○２番（諸上栄大君） 

 それでは、質問を行いたいと思います。 

 委託料に関して、機構改革に伴う移転業務についてなんですけれども、合同常任委員会で

の説明で、所管の部長のほうより説明がありましたが、その中で、資料もそのときにちょっ

といただいたんですけれども、広報・広聴戦略課を説明されましたが、具体的にどのような

業務を行われるのかという、もう少し詳細の説明と、私がイメージがつかめなかったもので、

そういうふうなところをちょっとお聞きしたいとは思います。 

○議長（田中政司君） 

 総務企画部長。 

○総務企画部長（辻 明弘君） 

 お答えいたします。 

 先日、合同常任委員会の際に資料をお渡しいたしております。この中にもありますとおり、

広報力の強化と、それと、今まで市民ニーズの把握を随時行ってきているわけですけど、こ

れを早く行って政策に結びつけていくということで、それによって市民サービスの向上とい

うことで計画をしているところです。市長は、一緒にされたときからスピード感を持ってと

いうふうなことでありますので、今回の10月１日付をもって、この広報・広聴戦略課という

ことで仮称でございますけど、これで先ほど申し上げた、より迅速化を図っていくというこ

とになっております。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 諸上議員。 
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○２番（諸上栄大君） 

 ありがとうございます。そしたら、先ほど説明があったんですけれども、大体職員の体制

というか、規模的な数とか、そういうのが決まっていたらなと思いますが、その辺のお考え

をお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（田中政司君） 

 総務企画部長。 

○総務企画部長（辻 明弘君） 

 お答えいたします。 

 この資料にも掲載をいたしておりますけど、まだ検討中ということでしております。今、

検討している内容としては、総務課に今、秘書調整グループがございます。それとあと、企

画政策課に情報戦略グループがございますけど、この両グループを統合したいなということ

で今考えているところでございます。 

 人員の配置等については、今の２グループの現状プラスアルファというようなところで考

えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 諸上議員。 

○２番（諸上栄大君） 

 ありがとうございました。 

 最後に、さっきの市長の答弁においても、この分野に関しては、地域協力隊の活動に関し

ておっしゃられていましたが、その辺の導入に関して、あるいは、もっと市長が具体的にど

ういうイメージをお持ちになられているのかというところをちょっとお聞かせ願いたいと思

います。 

○議長（田中政司君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 新しい課のイメージとしては、まずは情報発信ですね、ＳＮＳとか新しいメディアも使っ

た効果的な情報発信をする専門的な部署、それは市報と連動した形にはなろうかと思います

けれども、その情報発信に特化した分野が一つで、秘書調整グループもそこに入りますし、

総合的なシティプロモーションというのも今後重要になってくると思っています。観光だけ

にとどまらず、移住、企業誘致、いろんな形で、このまちの特性を生かしたセールス戦略が

必要になってきますので、そういったところをトータルコーディネートする、そこは各課横

断の中でやるべきところを一つの核となってやるようなことを想定しておりますし、広聴と
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いうことでございますので、市民の要望であったり、この議会が終わった後に行います広聴

の事業についても、直接それを担当すると同時に、それがあったことを各課組み合わせてや

るべきことというのを調整、指示、連絡、そういったことをするのもいわゆる広聴・広報の

分野の業務ではないかなというふうに考えておるところでございます。 

 以上でございます。（「ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中政司君） 

 引き続き、同じく財産管理費で、15節．工事請負費で、諸上栄大議員。 

○２番（諸上栄大君） 

 続いて質問させていただきます。工事請負費、皿屋保育所跡地のり面の崩壊防止工事につ

いてお聞きします。 

 この件に関して、現在、保育園の敷地があるんですけれども、この敷地の有効活用に関し

てはどのようなお考えをお持ちか、担当所管のほうにお聞きしたいと思います。 

○議長（田中政司君） 

 財政課長。 

○財政課長（三根竹久君） 

 お答えをいたします。 

 現在の皿屋保育所跡地につきましては、今のところ具体的な活用は定まっておりません。 

 以上です。（「以上です」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中政司君） 

 では引き続き、財産管理費、13節．委託料について。諸井義人議員。 

○３番（諸井義人君） 

 機構改革に伴う移転業務、先ほど諸上議員からも質問があっておりましたけれども、私が

考えるところによると、新しいニーズにより、課を増設するということを言われていました

けれども、現在、22から２ふえて24になるかとは思いますけれども、確かに時代に即した課

を創設するのはいいかと思うけれども、逆にそれをまとめて、もっとスクラップして、ス

マートな市役所体制にしようとは考えられなかったかどうか、検討されなかったかどうかを

お尋ねしたいと思います。 

○議長（田中政司君） 

 総務企画部長。 

○総務企画部長（辻 明弘君） 

 お答えいたします。 

 議員御発言のとおり、２課増加となりますと、実際に働く職員数も限りがあるという中で

厳しい状況というのはわかっておりますので、これにつきましても、今、組織機構の改革検

討委員会ということで部内でしております。この分で、いろんな発言等もあって、ここは２
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課合わせようかというふうな、そういった内容も実際あっております。今、ここであらわし

ておる中では、まだそういったところは出てきておりませんけど、そういった内容も今の段

階ではまだ検討中ということでお知らせしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 諸井議員。 

○３番（諸井義人君） 

 嬉野市の人口を見ると、合併当時は３万人を超えていたわけなんだけれども、今現在、２

万6,000人ちょっとというぐらいの人口になっているかと思います。２万6,000人程度の市町

役場等、他市等を見ても、部課制を敷かなくてもいいように私個人的には思っているんです

けれども、そう思っているのに、ますます課がふえていくということであれば、先ほど部長

が言われたように、190名近くの職員を24に割っていくと、一つの課の人員がますます少な

くなるわけですね。それでもって、今までされていた仕事の濃密度と言ったらいかんけれど

も、濃い仕事をされていたのが、人材が減ることによって薄い業務になるんじゃないかなと

危惧をするので、そこら辺についてお答えをお願いいたします。 

○議長（田中政司君） 

 総務企画部長。 

○総務企画部長（辻 明弘君） 

 お答えいたします。 

 この部制につきましては、その時々の行政のあり方とか、ニーズとか、それにいち早く応

えていくというためにも部の設置条例を設けて行っているところであります。というのは、

課をそれぞれの対応時点で創設したり、あるいは統合したり、廃止したりということで、市

民ニーズに応えていくというところで行っております。 

 それで、今、ここに24課になるというふうにしております。ただ、その中にも職員数が多

い課もあったりとか、そういうところもありますので、近い将来はそういったところの見直

しも必要であろうと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 諸井議員。 

○３番（諸井義人君） 

 課がふえることに対して反対というか、大きくふえるのは僕は余り好きではないんですけ

れども、市民が何課に相談に行こうとかなんとか言ったときに、わかりやすい課の体制を

とってもらいたいということで、答えはいいですので、要望として出しておきます。 

 以上です。 
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○議長（田中政司君） 

 次に、15節．工事請負費について。梶原睦也議員。 

○15番（梶原睦也君） 

 まず最初に、ため池等環境保全事業について質問をさせていただきます。 

 新堤ということでありますけど、以前からかなり繁茂していたということで、今回こうい

う措置をとられるということでありますけれども、このようなため池はほかにも何カ所かあ

るのかどうか、お伺いしたいと思います。 

○議長（田中政司君） 

 財政課長。 

○財政課長（三根竹久君） 

 お答えをいたします。 

 ちょっと確認ですけど、このようなため池というのは、そういった藻が繁殖しているため

池。（「そうです、浮き草があるという」と呼ぶ者あり）申しわけありません。市が直接管

理しているため池については、この新堤と観音堤だけでございます。そのほかの堤につきま

しては、農業用水の堤として地元が管理をいたしておりますので、ちょっとその状況につい

ては把握いたしておりません。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 梶原議員。 

○15番（梶原睦也君） 

 わかりました。そしたら、観音堤と新堤が市の所有ということですね。以前から新堤に関

しては、この浮き草の課題はあったと思うんですけれども、この原因とか、そこら辺につい

て追求されているのかどうか。 

 それと、今回、一部を除去するというふうにありましたけれども、全体的に除去するとい

うことではないのか。この110万円が多いか少ないかわかりませんけれども、そういった原

因を追求して、ふだんから、こんなになる前から何かの対応というのをすることはできな

かったのか、この点についてお伺いしたいと思います。 

○議長（田中政司君） 

 財政課長。 

○財政課長（三根竹久君） 

 お答えをいたします。 

 医療センターの前の観音堤のほうには、今、スイレンなんですけど、何も浮いていないと。

下のほうの新堤にスイレンがびっしり詰まっている状態ということですけど、もともとは誰

かがそこに１株、スイレンを置いたんじゃないか。最初は少数の１株とか２株浮いていたも
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のが、時を経て、あそこの水面いっぱいになっていったという状況のようです。その対策と

しては、なかなかあそこは面積が広いもので、できずにおりましたので、昨年、あそこの温

泉の泉源の所有者の方の了解を得まして、あそこを一回干して、根っこから全部一回枯らし

てしまおうということで取り組むように泉源の所有者の御理解をいただいて、ただ、あと水

を抜くばかりにして、あと、あそこの旅館の嬉野館と元湯さんのほうに、こういったことを

しますということで行きましたけれども、水を抜いたらどぶが表面に出てきてにおいが上

がってくるので、それはやめてくれということで実現はできておりませんでした。水を抜く

ことができないということで、去年から一部、陸から届くところについては手で取ったりし

ていますけど、なかなかあそこは面積が広いもので一遍にはいかないということで、今回の

110万円の予算については、大体全体の３分の１程度をいろいろ方法を試しながら、今のと

ころ岸のほうからユンボの爪が届く範囲で除去を行おうかというふうな案もありますけれど

も、いろんな方法を試しながら、主要な事業のほうでは３年計画で行っていきたいというこ

とで計画をしているところです。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 梶原議員。 

○15番（梶原睦也君） 

 わかりました。そしたら、最終的には除去をしていくという方向で考えていると。全国的

に外来種が入ってきたりとかということで、水草の問題がほかのため池でもあっていますの

で、観音堤のほうはそういうふうになっていないということでありますので、そういうふう

にほかの堤もならないように、ふだんから対応して、あそこまでいけば、やっぱり相当大変

な状況になるので、そういうのが見つかり次第、対応するような形でお願いしたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 続けて、皿屋保育所。 

○15番（梶原睦也君） 

 続いて、先ほど答弁がありましたけれども、活用は考えていないということでありました

けど、過去に上からの土砂の流れ込み等々はなかったのかどうか、この点について、まずお

伺いしたいと思います。 

○議長（田中政司君） 

 財政課長。 

○財政課長（三根竹久君） 

 お答えをいたします。 
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 皿屋保育園がもともとあったところの敷地については、２段にはなっていますけれども、

整地はされていると。そこの用地が１筆になって、その裏に山があるんですけど、山も含め

たところで１筆の皿屋保育園の用地ということになっておりまして、今回崩れているのが、

もともとの用地の裏手のほうの山の部分が崩れているということで、その下には民家の敷地

があって、住宅地のほうに若干土砂が崩れてきているということで、今回の予算化をしてお

ります。もともとの保育所のほうでは、そういった土砂が崩れ落ちるということは今まで

あっておりません。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 梶原議員。 

○15番（梶原睦也君） 

 そしたら、今後の活用については考えていないということでありますけど、ここについて

は、かなりこの状況が続いているので、整備をきちっとして売却とかも考えられないのかど

うか、お伺いしたいと思います。 

○議長（田中政司君） 

 財政課長。 

○財政課長（三根竹久君） 

 売却についても検討はいたしました。あそこは先ほど言いましたように、山まで含めたと

ころでの１筆でしたので、山まで売れれば一番いいのですけれども、そこの山の部分は

ちょっと売れない、売るのはちょっと難しいだろうということで、元の跡地の整地している

部分は、１筆で全体で2,420坪あるんですけど、保育所の跡地としては約500坪ぐらいになっ

ております。これを分筆した上で競売にかけるとか公売にかける手続をしないといけません

けれども、その分筆の見積もりをとったところ、250万円ほどかかるということでしたので、

ちょっとその費用がネックとなって、今のところ売買の話のほうも進んでいない状況でござ

います。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 梶原議員。 

○15番（梶原睦也君） 

 ここに限らずでしょうけれども、売却できる分は売却していく必要もあるのかなと思いま

す。これについて市長はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（田中政司君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 
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 お答えをしたいと思います。 

 遊休財産に関しては、可能な限り売却する方向に努力をしなくてはいけないという認識は

持っております。 

 課長も先ほど申し上げたように、売却する環境が整うまでにまた費用がかかるということ

でございますので、少しその辺は検討しなくてはいけないということでありますが、大まか

な方向性としては売却をするべきだろうというふうに考えています。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 次に、同じく15節．工事請負費について。川内聖二議員。 

○７番（川内聖二君） 

 今の説明で大体理解できましたが、１つだけ、すみません、先ほど山を抜いて平地のとこ

ろが500坪あるとお伺いいたしました。今回、それの売却を考えた場合、分筆して売却する

ということで、250万円かかりますけど、要するに坪当たり5,000円ですかね、かかると思い

ますが、このまま荒れ地にするより、もしこの土地を望む方があったら、赤字にまでならな

くてはいいと思いますけど、先ほど梶原議員が申されましたように、あと用途を考えていな

いようであれば、また個人さんのほうが欲しいという方があれば、そのときに妥当な金額で

売却したらどうかなと私は思います。市長、一言、どうでしょうか。 

○議長（田中政司君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 繰り返して大変恐縮なんですけれども、やはり一般論としても遊休財産というのはどうし

てもそのまま眠らせておくと、どうにもならない部分もありますので、有効活用を図る方向

で考えていかなくてはいけないというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 川内議員。 

○７番（川内聖二君） 

 そのような考え方を持っていただいて、欲しい方があれば譲って、また固定資産税等でも

歳入のほうにも入ってくると思いますので、今後御検討をよろしくお願いいたします。もう

答弁は結構です。 

○議長（田中政司君） 

 次に、13節．委託料について。辻浩一議員。 

○10番（辻 浩一君） 
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 機構改革、今回出ているのが新しく広報・広聴戦略課。建設・新幹線課のほうのまちづく

り推進室との分離というのもイメージでわかるんですけれども、先ほど広報については、い

わゆるシティプロモーションを含めた部分での課だというふうに理解しました。 

 広聴課について、市民ニーズの取り入れというふうなことを説明されたわけなんですけれ

ども、どういった方向でされるイメージを持っておられるのか、そこをまずお尋ねいたしま

す。 

○議長（田中政司君） 

 総務企画部長。 

○総務企画部長（辻 明弘君） 

 お答えいたします。 

 先ほど市長も一部申されておりますけど、今回、市長とふれあいトークということで６月

末から実施をする予定にしております。それがまず最初の広聴の事業であろうと思っており

ます。そのほかにもあらゆる方法で行っていくと。今、どういう形ということは、詳細は申

し上げられませんけど、まずはふれあいトークで市民の方の声を聞いていくというのが広聴

の最初の事業であろうと思っております。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 辻議員。 

○10番（辻 浩一君） 

 それは今までもあっていたことなので、あえてこういったことをされる、何か違ったこと

をされるのかなというふうに非常に期待しておったわけなんですけど、市民との座談会、懇

談会というのは今まであっていたことなので、それ以外のことも、はっきり今、こういった

事業ですよと言えないのであれば言わなくても結構ですけれども、そういった意気込みがあ

るかどうか、そこら辺をお尋ねいたします。 

○議長（田中政司君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 名称としては広報課でもよかったわけなんですけれども、やはり広報をするにはいろんな

ものを聞いて回る必要があるということで、広聴をするという意味では、市民との直接対話

が、取り仕切りももちろんなんですけれども、ある意味では職員への意識づけとして、市に

上がってくる情報を外に流すではなくて、みずから情報を取りに行くという姿勢をしっかり

打ち出した上で広報戦略を考えてほしいというのが私のあえて広聴をつけたという理由の一

つでもあります。 
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 例えば、コミュニティであったり、公民館、そういった行事事も上がってくることは多い

んですけれども、じゃ、もう一つ突っ込んで、そこのコミュニティの中で、構成員の方はこ

んな活動をしているとか、こんなことを計画しているとかいうのをいち早く察知して、じゃ、

一緒になっていい方向になって考えられるアイデアを考えたり、場合によっては民間、そし

て、公的な補助金等も活用できないかといって親身な相談に乗るというようなこともしっか

り考えていく。業務改革の一環としての広聴だというふうに理解をしていただければ結構か

と思います。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 辻議員。 

○10番（辻 浩一君） 

 そういった市民の皆様の福祉のためにするということも大事なんですが、もう一つ、いわ

ゆる総合戦略課じゃないですけれども、例えば、今、刻々と変わる国の情勢とかなんとか、

そういったものを日々察知しながら、嬉野市の方向性を決めて、そっちに向かって各課横断

的な総合プロデュースみたいな、そういった課が必要じゃないかなと私は思っていたんです

けれども、企画政策とかぶるところもあるかと思いますが、言ってみれば企画と政策を分け

て、企画の部分をもっと肥大させたような、そういった総合戦略、そういった課も必要じゃ

ないかなというふうに思っておりました。 

 そのことが１つと、もう一つ、市民ニーズの把握という意味が、隣の東彼杵町さんが何か

おもしろいことをやっておられるので、ちょっとお尋ねになってみればと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

○議長（田中政司君） 

 答弁は。（「総合戦略のこと」と呼ぶ者あり）市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 議員御提案のその辺の総合戦略的な部署というふうに、私自身、名称の違いだというふう

に思っております。そういった部分も情報収集の中で、当然、市民とも向き合う、そして、

国の動向も見きわめながら、そこら辺をトータルコーディネートするのが広報・広聴戦略課

の役目であろうと。 

 私も企画政策課としては、まだそれを名称としては残すというのは、そこは総合計画の策

定とか、そういう実働部隊としては、やはり企画政策課が担うべきものだろうというふうに

思っておりますので、その辺の連動をうまくとりながら、議員御提案の、実質的にはそう

いった動きになろうかというふうに私も考えておるところでございます。 

 以上でございます。 
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○議長（田中政司君） 

 次に、15節．工事請負費について。山口虎太郎議員。 

○４番（山口虎太郎君） 

 ため池の環境保全ですね、つけていただいております。この事業は、嬉野の環境を守るた

めにも必ず継続的にやってほしいということで、いろいろ問題ではなく、資金の手当を継続

的にやって事業を進めてほしいということでの提案です。市長、お願いします。 

○議長（田中政司君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 恐らく今回予算に上げた市管理のものとしては、今回の予算のものであります。あとは区

の管理のもののほうが多いとは思いますが、その辺はまた、この予算の審議とは別のところ

で、やはり議員のおっしゃるとおり、その辺の環境保全、防災の面でも、いろんな面でもさ

まざまな角度から検討が必要だというふうな認識は持っております。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 山口虎太郎議員。 

○４番（山口虎太郎君） 

 一回きりの環境保全の事業ということだったので、ぜひ継続ということで私のほうからの

お願いで、質問を終わります。 

○議長（田中政司君） 

 答弁はよろしいですか。（「答弁はいいです」と呼ぶ者あり） 

 次に、15節．工事請負費について。宮﨑良平議員。 

○６番（宮﨑良平君） 

 これも理解しましたので、大丈夫です。取り下げます。 

○議長（田中政司君） 

 次に、同じく15ページから16ページの１項．総務管理費、６目．企画費について質疑の通

告がありますので、順次発言を許可いたします。初めに、諸上栄大議員。 

○２番（諸上栄大君） 

 それでは、企画費の旅費に関してお尋ねします。 

 主要事業説明書の８ページに関して、普通旅費の本年度の事業費内訳のところに、普通旅

費の京都、滋賀、奈良視察旅費２名ということで予算が計上されてありますが、具体的な研

修先の地区と研修の目的、内容、いつごろを予定されているのかをまずお聞かせ願いたいと

思います。 
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○議長（田中政司君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 

 この研修地につきましては、経済産業省が地方公共団体における買い物弱者支援関連制度

一覧というものを出しております。これは全国で今いろんな取り組みが始まっております。

この一覧から、うちのほうでどこかいいのがないかというところで選定をしております。そ

の中で、京都府城陽市、滋賀県高島市、奈良県王寺町を選んでおります。 

 京都府城陽市につきましては、高齢者外出支援事業として取り組みをされております。こ

ちらにつきましては、嬉野市が公共交通を生かした事業として参考にできるんじゃないかと

思っております。 

 それから、滋賀県高島市、これは支え合いの社会づくりのための移動販売事業として取り

組みをされております。こちらにつきましては、第２次総合計画に盛り込んでおります農福

連携の参考にできるんじゃないかと考えております。 

 それと、奈良県王寺町につきましては、奈良大学と共同で高齢者買い物困難者実態調査に

当たられております。まずは地元住民の意見を把握することはもちろんなんですけれども、

地元大学との連携、この分で参考にできるんじゃないかと考えております。 

 あと、時期としては、相手さんがおりますので、調整をして８月ぐらいまでには視察を終

えたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 諸上議員。 

○２番（諸上栄大君） 

 ありがとうございました。今、所管の課長の説明、答弁をお伺いしていると、福祉に関す

る福祉色が強いと。確かに市長の政策にも上げられていたように、農福連携とか買い物弱者

の交通対策とか、いろいろそういったところでの研究だと思いますけれども、すみません、

これは２名というのは、具体的に例えば、企画政策課から１名なのか、もう一人は担当の福

祉課から行って合同で２名なのか。それとも今回は企画政策課だけで行くよというような、

具体的な考え方がどうなのかはちょっと聞きたかったところがありますので、その点に関し

て聞かせていただけたらと思っております。 

○議長（田中政司君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 
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 職員２名は、企画政策課職員の２名です。公共交通を担当している職員、それと、総合計

画を担当している職員、こちらの２名が視察に行く予定にしております。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 諸上議員。 

○２番（諸上栄大君） 

 ありがとうございます。企画政策課のほうでこういう研究に行かれるということで、今後、

研究に行かれたことを施策に展開していくということで、例えば、研修報告会があったり研

究報告会があったりするんですけれども、そういう報告会などは考えられていないのかとい

うことと、あと、研究に行った報告というのはどうされて、それをどういうふうに施策展開

していこうとお考えになられているのか、それを所管のほうと市長のほうとお願いしたいと

思います。 

○議長（田中政司君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 

 報告会というものは視察内容によりけりなのかなと思っております。ただし、この分につ

きましては、先ほど諸上議員がおっしゃられたように福祉関係にもかかわってきます。福祉

担当のほうにも恐らくうちのほうの仕入れてきた情報、取り組みとか、参考になる部分は当

然伝えていくと。これが全庁的にも非常に参考になる取り組みじゃないかということで判断

すれば、これは報告という形で考えていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 報告については、実はこの予算をお願いするに当たりましても、私が直接この買い物支援

に対する研究の調査の予算を組んでくださいということでお願いした性質のものでございま

す。 

 ３月議会においても、山口虎太郎議員から買い物支援対策整備についての御提案もいただ

きましたし、もちろん私自身も、やはりこれから高齢者が住みなれた地域で暮らしていくに

は、諸上議員も今回、生活支援体制についても質問をいただきましたけれども、やはり地域

の足として、日常生活を、食事とか、そういう買い物というものをしっかり支援していくこ

とが住みなれた地域で住み続ける大事な要素だろうというふうに判断をいたしました。 
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 そういう中でございますので、当然、出張の復命書に目を通すことはもちろんですけれど

も、やはり私もその調査の結果については、直接興味関心を持って担当課長並びに職員に対

して結果を聞いてみたいというふうに考えておるところでございます。 

 以上でございます。（「わかりました」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中政司君） 

 続きまして、19節．負担金補助及び交付金について。諸上栄大議員。 

○２番（諸上栄大君） 

 空き家バンクリフォーム等助成事業についてです。 

 せんだってからの一般質問で、空き家バンクに登録されている件数は４件ほどとお聞きし

ておりますが、今回、リフォーム等の助成について非常にいい取り組みだと思います。 

 そこで、多くの方に知ってもらいたいという私の意向がありますけれども、その広報や周

知の方法に関しては、具体的にどのように考えられているのかをお聞きしたいと思います。 

○議長（田中政司君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 

 市報、市のホームページ、それと、現在、空き家バンクの登録者、それから、空き家調査

で改修が必要とされる物件の所有者、こちらあたりに通知を予定しておりますし、これはま

だ税務収納課とは協議をしていないんですけれども、新規の空き家、この部分もふやしてい

くことはできませんので、このあたりは相続人代表への通知とか、そういうところに織り込

むことも考えていきたいと思っておりますけれども、こちらについては税務収納課と協議を

この後していきたいと思っております。 

 以上でございます。（「以上です」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中政司君） 

 次に、増田朝子議員。まず、旅費ね。 

○８番（増田朝子君） 

 買い物弱者等対策研究事業、普通旅費の分でまず質問をさせていただきます。 

 こちらは先ほど諸上議員の質問の中で大体理解できましたけれども、説明書では８ページ

なんですが、京都、滋賀、奈良と３カ所行かれるわけです。２名ということで計上されてい

ますけど、何日間、何泊の予定で行かれるかということ。各視察先にどれくらいの時間をか

けて行かれるのか、３カ所ですね。そのことをお尋ねします。 

 あと、今後の取り組みというのは、先ほど視察後の内容の報告はどういうふうにされるか

ということで、特別にはということで、市長は関心を持っておられるので、報告をしていた

だくというか、そういうふうにはあるんですけれども、例えば、今回３カ所行かれて、どう
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いうふうに今後の事業展開をされるか、すみません、もう一度お聞きしたいんですけれども、

今後、例えば、３カ所行かれたと。じゃ、次回はほかの課の人とも、担当課とも行きたいと

なった場合に、今回は15万円で１回だけの計上なんですけれども、今後のそういう視察とい

うのは計画されるものなんでしょうか、それをお尋ねします。 

○議長（田中政司君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 

 視察につきましては、２泊３日を考えております。近畿地方といえども、移動の時間等が

結構かかります。 

 それと、時間なんですけれども、相手さん、これは自治体以外の団体さんにも御意見あた

りを聞くようにしておりますので、時間は相手さんの御都合もありますので、はっきりした

ことはお答えできません。 

 それから、事業展開なんですけれども、先ほど言いましたように、公共交通に生かしたい

とか、そういうことを言いましたので、そちらの事業展開を考えております。 

 それから、次の研修なんですけれども、今回、まず近畿地方のほうに行ってもらって、ど

ういうものかをしっかり報告を受けて判断していくことになりますけれども、先ほどちょっ

とお見せしましたように、全国自治体の中でいろんなものを取り組みされています。ここで

まだまだ参考にできる分野があろうかと思いますので、このあたりをもう少し見て、その結

果あたりを照らし合わせて、必要とあれば次の視察も、うちだけじゃなくて、ほかの課の者

と一緒に行くのも考えていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 増田議員。 

○８番（増田朝子君） 

 訪問先での団体の方の意見とかもお伺いできるということで、本当に今回の視察というの

は、全国的な課題であります移動手段とか、買い物難民の方とかありますので、ぜひこうい

うことは積極的に取り組んでいっていただいて、施策につなげていただきたいと思います。

この質問は終わります。 

 次に、19節の地方創生推進交付金（デザインウィーク事業）ですけれども、説明書では９

ページになります。 

 この事業も今年度で３年目ですね、５年事業とお聞きしていますけれども、これまでのデ

ザインウィークの成果と今年度の事業の内容をお伺いします。これが１点です。 

 それと、５年継続事業ということですけれども、絶対５年事業継続しなければいけない事
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業なのか。例えば、途中でやめるということはないわけですよね、ずっと。そこのお尋ねで

す。 

○議長（田中政司君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えいたします。 

 まず、成果でございますけれども、第１回目が昨年２月、うれしのあったかまつりと連携

した形で実施をしております。第２回は、和をテーマにした事業を昨年11月に開催をいたし

ております。第１回、第２回とも市内外から多くの方々に来ていただきまして、嬉野市の魅

力発見ができたものじゃないかと思っております。 

 それと、今回、この事業につきましては、青森県の弘前市、田舎館村、それから大鰐町、

この地域連携事業として、それぞれの地域資源でありますリンゴですね、それから、嬉野市

の紅茶、これを生かしたアップルティーの商品開発も行っておりますので、嬉野市の新たな

商品が誕生することを期待しております。 

 それから、今年度につきましては、今、デザインウィーク側と協議をしている段階でござ

います。まだはっきりした事業内容は固まっておりません。時期についてもまだはっきり決

まっておりません。 

 それから、本事業につきましては、５年間、地方創生推進交付金事業として国で採択をさ

れておりまして、事業としては５年間認められております。これは毎年度申請をして、実績

報告とかも出しておるんですけれども、場合によっては、これは効果がないんじゃないかと

いうものを国のほうが判断をしたら、５年間の事業認可は受けておりますけれども、途中で

切られるという可能性も秘めております。 

 ただし、この事業につきましては、先ほど言いました地域連携事業として青森県の３市町

と連携しておりますので、５年間継続してまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 増田議員。 

○８番（増田朝子君） 

 このデザインウィークは本当に、負担金ということで1,000万円ですけれども、嬉野市へ

の郷土愛を育み、ともに未来を担う人材の育成ということが目的なんですけれども、それを

本当に盛り込んで毎年事業としてしていただいていると思います。 

 負担金の支出先として嬉野デザインウィークコンソーシアムと。いろんな事業の内容、ま

だことしの分は決定していないということですけれども、嬉野市の意向として細かくこうい

うことをお願いしたいとかというのはあられますでしょうか。こういうふうに事業を進めて
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ほしいとか、希望とかですね、今年度のはないんでしょうか。 

○議長（田中政司君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 

 現在、今年度の事業につきましては、実は先月も東京のほうに行って打ち合わせをして、

こちらのほうの希望を出しております。これまで３回ほど協議をしているんですけれども、

ちょっとここではっきりこういうものをしたいというのが出せないというのは、関係団体さ

んの協力がないと実施できないというものがございまして、相手さんへ打診がまだ完全にで

きておりませんので、申しわけないんですけれども、今の時点ではまだ未定ということの答

弁しかできません。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 増田議員。 

○８番（増田朝子君） 

 では、このデザインウィークについては質問を終わります。 

 次、空き家バンクリフォーム等助成事業についてお伺いします。説明書では11ページにな

ります。 

 こちらも先ほど諸上議員が質問されましたけれども、現在の空き家バンク登録数と、過去

の空き家バンクの活用状況をお伺いします。 

○議長（田中政司君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 

 現在、空き家バンク登録件数４件でございます。こちらにつきましては、平成24年度の制

度施行以来、登録件数15件、そのうち成約件数は９件でございます。 

 内訳を言いますと、売買３件、賃貸６件でございますけれども、こちらの活用というのは

大体住宅形態でございます。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 増田議員。 

○８番（増田朝子君） 

 今回のリフォーム等の助成金というのは、この空き家バンク登録の物件に限るわけですよ

ね。だから、まずはやっぱり登録数をふやすことが先決じゃないかなと思いますけれども、
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先ほど諸上議員への答弁に対して、ちょっと聞き取りにくかったんですけれども、調査の結

果で働きかけるということですかね、空き家登録数をふやすためにというのは、どういう計

画がございますか。 

○議長（田中政司君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 

 空き家バンク登録数、うちは４件と今お答えをいたしました。これは他自治体と比べて非

常に少ない数です。原因を探る中で、まず考えられるのが、やはり古い、改修が必要だとい

う物件が余りにも多いということがございます。こういうのを今回の予算で活用していただ

くことで、空き家バンク登録数がふえていくんじゃないかと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 よろしいですか。（「結構です」と呼ぶ者あり） 

 次に、25節．積立金について。山口政人議員。 

○13番（山口政人君） 

 １点だけ。これは果実運用ではないですよね。 

○議長（田中政司君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えいたします。 

 果実運用ではございません。 

○議長（田中政司君） 

 次、25節．積立金について。諸井義人議員。 

○３番（諸井義人君） 

 午前中もかなり質問があっておりましたけれども、私は支出のほうで出しておりました。 

 応援基金、午前中の話では、定率はちょっとしないということで説明があっておりました

けれども、私が考えるところ、せっかく市長の重要施策の一つ、子育てですね、それから、

企画政策課の強力な意見、計画ということで言われていましたので、その事業が早期に実現

するためには、700万円の積み立てぐらいでは何年かかるかわからないような事業になって

しまいますので、規模的に１割程度、今年度でいうと5,000万円ぐらいはどんとつぎ込んで、

早目の完結をして、納税者に見える化を、スピード感を持って見える化をしたほうがいいん

じゃないかなという提案をいたしますけど、いかがでしょうか。 

○議長（田中政司君） 
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 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 

 午前中にも答弁をしておりましたけれども、定額定率での積み立てを考えていないと。理

由といたしましては、繰り返しになりますけれども、寄附額がちょっと見込めないというこ

とと、翌年度事業のほうにもふるさと応援寄附金を充当していく必要があります。この分と、

子育ての部分と、この事業をきっちり見きわめていきながら金額を決めていきたいと考えて

おります。極端に言うと、今年度は17億円か予算を組んでおりますけれども、積立金じゃな

くて寄附額なんですけれども、かなりうちのほうに金額が来たよと、寄附額が、申し込みが

あってですね。そうした場合は、当然、多くの額を積み立てることができるんじゃないかと

思うんですけれども、逆に積立額がそこまでちょっとふえてこなかったということからいく

と、ほかの事業も先ほど言いましたように、進めていく必要がございますので、この子育て

夢基金にばかり充当できないという部分もございますので、このあたりはうまくその年度年

度の寄附額と次の年度の事業、このあたりを十分に見きわめながら充当、積立額を決めてい

きたいと思っております。 

 以上でございます。（「同じ質問で市長」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中政司君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えを申し上げたいと思います。 

 もう議員の御発言のとおり、思い切った積み立てをすれば、それだけメッセージとしても

伝わりやすいというのは私も認識をしておるところでございます。なので、見通せる段階に

なってから、やはり少し考えなくてはいけないのかなというふうには思っておりますので、

その辺の税収がどのぐらい入るのか。ちょっと今が特に不安定な時期でもございますので、

少し時間をいただきたいというふうに考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 諸井議員。 

○３番（諸井義人君） 

 午前中もありましたけれども、今、あとどれくらい積み立ててればいいかということはな

かなかまだ見えていないと、計画していないということでしたけれども、そこら辺を早く計

画をしていただいて、早期完結を私は望みますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。

市民にも見える形でのふるさと納税の使い道とか、納税者に対しても見える形がいいんじゃ

ないかなと思いますので、そういうふうに提案いたします。何かあれば。 
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○議長（田中政司君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えを申し上げたいと思います。 

 当然、その辺のふるさと納税は貴重な財源でございます。森田議員から今回の一般質問の

中でも関係人口というようなお話をいただきました。今後、嬉野に対して愛着を持ってかか

わり続けていただくためにも、そういったメッセージ性のある使途を情報発信もしていけれ

ばというふうに考えておるところでございます。 

 以上でございます。（「ありがとうございました。以上です」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中政司君） 

 次、梶原睦也議員。 

○15番（梶原睦也君） 

 買い物弱者等対策でありますけれども、今説明を受けましたので、大体中身については理

解したところでございます。議会としても買い物弱者等についての対応は早急にとっていた

だきたいということで以前からも要望していたところなんですけれども、今回初めてこうい

う形で具体的に動いていただけるということで、先進地の視察ということでありますけれど

も、現在、既に買い物弱者等対策は早急に進めなければならないような、周辺部においては

そういう状況になっていると思います。 

 そういった意味で、今回出ているんですけれども、対応としては非常に遅いんじゃないか

なと思っております。今回、こういう形で先進地を視察して、具体的には嬉野の施策として、

どこらあたりでそういう具体的な施策として実現しようと考えておられるのか。逆算してい

けばそんなに時間もないんだと思いますけれども、そういったことはどのように考えておら

れるのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（田中政司君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 

 ３つの地域それぞれどういう目的で、こういうのに生かしていければということでお話を

させていただきましたけれども、内容によっては、すぐ取り組まれるもの、少し時間がかか

るもの、そういうのが出てくるかと思いますけれども、先ほど来お見せしておりますように、

買い物弱者等対策は全国ほとんど取り組みが始まっている。そういう中で、ようやくうちが

腰を上げたという段階ですので、梶原議員が今おっしゃられたとおり、非常に嬉野市がおく

れていると。そういうところもございますので、できるだけ早く事業取り組みができるよう

に進めてまいりたいと思っております。 
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 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 梶原議員。 

○15番（梶原睦也君） 

 中身的にはいろいろ対策というか、やり方というのはあると思うんですけれども、当然、

先ほど課長が言いましたように、市長、早急に進めていただくということでお約束していた

だきたいと思います。 

○議長（田中政司君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 もう議員のおっしゃるとおり、やはり早期に取り組むべき性質のものであろうというふう

に考えておりますので、課長もなるべく早期にということで言っておりますので、私もその

つもりで今回、本当にばたばたの中でお願いをしたわけでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 次、梶原睦也議員。 

○15番（梶原睦也君） 

 続きまして、地方創生推進交付金（デザインウィーク事業）ですね。先ほどよく聞いてな

かった部分があったもので、再度質問させていただきます。 

 平成28年度からのこの事業でありますけれども、ことしで３年目ということで、これまで

続けてきた具体的な効果はこういうところがありましたという部分があれば、お知らせ願い

たいと思います。 

 それと２点目ですけど、デザインウィークコンソーシアム、嬉野市、嬉野市商工会、観光

協会、佐銀、佐賀新聞社と、こういったところで連携しながらやっていくということで理解

していますけれども、それでよろしいのかどうか。 

 あと３点目は結構でございます。 

 以上、この２点について質問いたします。 

○議長（田中政司君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 

 第１回目は、うれしのあったかまつりと連携した形で開催をいたしました。こちらにつき

ましては、あったかまつりとの相乗効果といいますか、非常に多くのお客さんに両方来てい



- 419 - 

ただいたということで、嬉野市の新しい魅力発見、魅力の情報発信ができたんじゃないかと

思っております。第２回は昨年、和をテーマにしたデザインウィークでございましたけれど

も、こちらにつきましても嬉野市ならではの和ですね、こちらのほうの情報発信ができたん

じゃないかと思っております。 

 それと、地域連携事業として、青森のほうのリンゴと嬉野の紅茶を組み合わせたアップル

ティーの開発ですね、これが最終的には商品化して流通に乗せたいと思っておりますので、

このあたりが５年間の間でぜひ実現をさせていければと思っております。 

 それから、コンソーシアムなんですけれども、コンソーシアム自体の意味といたしまして

は、共同事業体、互いに力を合わせていきましょうよという組織でございます。組織といた

しましては、嬉野市、それから嬉野市商工会、嬉野市観光協会、佐賀銀行、佐賀新聞社で構

成をしております。青森県弘前市も同じくコンソーシアム、青森はこれに地元の大学も入っ

ております。今、５つの構成となっておりますけれども、とりあえずしばらくはこの団体で

いきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 梶原議員。 

○15番（梶原睦也君） 

 そしたら、コンソーシアム、この連携というのは、定期的に話し合いの場を持ったりとか、

具体的な活動内容についてお伺いしたいと思います。 

○議長（田中政司君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 コンソーシアムの役割といたしまして、事業計画、予定、決定ですね、それと進行管理、

これを業務内容としております。昨年10月に設立をいたしまして、昨年は事業がほぼ固まっ

た時点でこの会を開かせていただいたんですけれども、今年度も事業が固まれば、この会議

にも諮っていきたいと、そこで決定をしていただきたいと思っております。（「ちょっと

さっきの質問。具体的に、定期的に集まったりとかというのはしているのかという部分を」

と呼ぶ者あり） 

 お答えをいたします。 

 こちらの会議につきましては、定期的に集まっておるものではございません。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 次、続けて。積立金。梶原議員。 

○15番（梶原睦也君） 
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 積立金については、取り下げます。 

○議長（田中政司君） 

 取り下げですね。 

 続いて、19節．負担金、補助及び交付金について。辻浩一議員。 

○10番（辻 浩一君） 

 通告の部分につきましては理解できましたが、当初がデザインウィークというふうな事業

ですよね。ふわっとして、なかなかつかみどころがないなとずっと思っていたんですけれど

も、いわゆるシティプロモーションでもありながら新商品を開発したり、あるいはクリエー

ターの人材育成、いろんな部分を含んでいるとは思うんですけれども、実際問題、先ほどか

ら答弁の中でコンソーシアムという言葉が出てきておりますけれども、事業が毎年違ってき

ているわけですよね。じゃ、どこを人材育成しようとしているのかなというのが１つ。 

 もう一つは、新商品で全面的にアップルティーの開発というふうなことを言われておりま

すけれども、現時点の状況はどうなっているのか、お尋ねします。 

○議長（田中政司君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 

 デザインウィーク事業そのものが非常にわかりにくいと、いろいろ御指摘がありましたけ

ど、今、人口減少社会において、クリエーティブによるまちづくり、これが必要なんだよと

いうところから、新しいデザイン、アイデア等を生かして、地域資源を生かしながらまちづ

くりを進めましょうよというところでのデザインウィークでございます。 

 その中の目的といたしまして人材育成がございますけれども、今まで第１回に関しまして

は、先ほど答弁いたしましたように、あったかまつりと連携した形で、子どもたちはあった

かまつりの中で自分たちで物をつくっていただきました。そういうのが行く行くは人材の育

成につながっていくんじゃなかろうかと思っております。 

 それから、アップルティーの開発状況ですけれども、こちらにつきましては、物はほぼ完

成して、ネーミングも決定をいたしております。ただ、問題は、これをいかに流通に乗せる

か。今ここのところを専門の業者に当たって検討をしている最中でございます。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 辻議員。 

○10番（辻 浩一君） 

 そのアップルティーの開発段階で、ちょっと聞いたんですけど、現実、弘前市でやってい

るのか、うちでリンゴを持ってきてやっているのか、お茶を送ってやっているのか、どっち
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かわかりませんけど、ちょっと聞いた話では、弘前から数個のリンゴを送ってきて、紅茶研

究会のほうで開発してくださいよというような投げかけがあったと聞いたので、この力の入

れようにしてはちょっとおかしいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そこら

辺どうなんですか。 

○議長（田中政司君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 

 今現在は青森の方からドライフルーツを送っていただきまして、紅茶振興協議会のほうで

調合、どのくらいの割合でつくったほうが味が一番おいしく出るのかと。そういうのを何回

も重ねられて完成をしたところでございます。 

 以上です。（「はい、いいです」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中政司君） 

 次、山口虎太郎議員。 

○４番（山口虎太郎君） 

 説明がありましたので、取り下げます。 

○議長（田中政司君） 

 次に、同じく16ページの総務管理費、７目．企業誘致費について質疑の通告がありますの

で、順次発言を許可いたします。初めに、増田朝子議員。 

○８番（増田朝子君） 

 企業誘致ビル整備事業についてお尋ねします。説明書の13ページになります。 

 こちらは今回、公有財産購入になっておりますけれども、今後のスケジュール等をお伺い

します。 

 あと、今後建設になるかと思いますけれども、建設費の見積もりはできていますでしょう

か。 

○議長（田中政司君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 

 ビルの完成は来年秋以降を考えております。これに合わせたスケジュールを今のところ組

んでおります。 

 あと建設費なんですけれども、これは将来負担がどのくらいなるのか、整備手法を今検討

している最中でございますので、維持管理費等も出てきます。嬉野市の財政負担を伴います

ので、このあたりを今精査している段階でございます。というところから、整備費について
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は現在のところ幾らというところでは決まっておりません。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 増田議員。 

○８番（増田朝子君） 

 完成の予定は来年秋以降ということで、建設費としては、今のところまだ数字としてはあ

らわれていないということですけれども、合同常任委員会のときには駐車場が70台というこ

とでお話をお伺いしています。今のところ、大体計画としては３階建てということだったん

ですけれども、１社は今、企業誘致されているペッツベストさんが入られるということです

けれども、あと、今後、企業誘致として、ＩＴ関係の融資的なお話はまだその後ないでしょ

うか。 

○議長（田中政司君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 

 整備ビルに入居、ペッツベストさんは１社決まっておりますけど、残り二、三社、２社程

度、何とか入っていただきたいというものがございます。ＩＴ企業を含めて、事務系のオ

フィスに働きかけをしているところでございます。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 増田議員。 

○８番（増田朝子君） 

 今、働きかけをしているところということは、まだ具体的にそういう問い合わせがあった

りとかはないということでしょうかという確認と、あと、以前に、これは佐賀県の補助も含

めて、伊万里市さんとか佐賀市さんとかですね、企業ビルがあっているけど、なかなか入っ

ている企業が厳しい状況であるということをちょっと新聞でも見たんですけれども、そのこ

とに対しての今後の企業誘致のあり方とその取り組みをお伺いします。 

○議長（田中政司君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 

 この事務系の誘致企業に関しましては、佐賀県も今、工場団地のほかに、こちらのほうの

事務系の誘致に力を入れております。佐賀県の情報あたりを得ながら、今、可能性のあると

ころは、すぐ何とかうちのほうにもということで声をかけております。ただ、こちらのほう
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に企業さんのほうがなかなか顔を向いてもらえないというのが実情ではあります。ただし、

今後も少しでも可能性があれば食いついていきたいと思っております。 

 あと、伊万里市さん、佐賀市さんのことをおっしゃられました。佐賀市さんは、新聞報道

で御存じかと思いますけれども、好調だということで報道がなされております。伊万里市さ

んが企業誘致ビルを整備したものの、企業さんが最初全く入らなかったと。その後、１社入

居されましたという報道がありました。実際に見に行きました。建物も立派なものが位置的

にもいいところにはできておりました。その中で伊万里市さんとも話をしたんですけど、伊

万里市さんも戦略的な自分たちの誘致活動ですね、戦略を立てて誘致活動をしているものの、

なかなか埋まらないということをおっしゃられておりました。長崎市にも実は誘致企業ビル

ができておりますけれども、そこもなかなか苦戦をしているというところでございます。 

 何とか嬉野市も、せっかく新幹線の駅前という一等地にビルを整備しますので、この優位

性を首都圏の企業さんのほうにＰＲして、何とか２社ぐらい入っていただければと思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 次に、同じく公有財産購入費で、山口政人議員。 

○13番（山口政人君） 

 これは土地購入費なんですけど、ビルの概要についてお尋ねしていいでしょうか。 

○議長（田中政司君） 

 土地購入費やもんね。 

○13番（山口政人君）続 

 もうこれ以降は賃借料のみですよね、議会に上がるのは。 

○議長（田中政司君） 

 ビルの建設費用の…… 

○13番（山口政人君）続 

 ビルの建設の概要。 

○議長（田中政司君） 

 また上がってこんかな。 

○13番（山口政人君）続 

 いやいや、上がってこんでしょう。 

○議長（田中政司君） 

 暫時休憩します。 

午後２時30分 休憩 

午後２時32分 再開 
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○議長（田中政司君） 

 再開します。 

 山口政人議員。 

○13番（山口政人君） 

 そしたら１点だけ。 

 この購入費は、土地開発公社の購入した単価なのか。 

○議長（田中政司君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 

 こちらにつきましては、土地開発公社が所有の土地、こちらのほうを今回買い戻しという

形で購入をするわけですけれども、この価格については、この土地区画整理事業内の買収単

価によるものでございます。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 続きまして、山口虎太郎議員。 

○４番（山口虎太郎君） 

 新幹線前の企業誘致ビル整備事業ですね。その中で路線価格というのが当然あると思いま

す。そういう中で、路線価格より高いのか低いのか、これが第１点。 

 第２点目に、もし場所選定がもう決まってあるのであれば、どこなのか。私としては、一

応駅舎前がよかったのではないかという観点でお尋ねします。 

 ３点目に、財源として、ほぼふるさと応援寄附金を使われております。この点について説

明をお願いします。 

○議長（田中政司君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（池田幸一君） 

 お答えをいたします。 

 １点目の路線価の件なんですけれども、こちらにつきましては、ビルの建設予定地の場所

が現在道路も入っていないところでございまして、路線価自体まだ設定をされておりません。 

 それから、場所なんですけれども、これはもう決定をしております。参考資料といたしま

して、この地図を議員の方にはお配りをしておりますけれども、この赤い部分、こちらのほ

うに決定をしております。こちらは駅の東側というところでございますけれども、駅の西側、

駅前というところなんですけれども、こちらにつきましては、もう既に構想がございますの

で、こちら駅の東側で今回建設をいたします。 
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 それから、ふるさと納税の財源を使っているということですけれども、このふるさと応援

寄附金の使い道については、寄附者の希望に沿って事業に充当しております。その中で、夢

ひろがるまちづくりというのがございます。こういうのに企業誘致ビルの整備が値するの

じゃないかというところから、このふるさと応援寄附金を充当しております。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 山口虎太郎議員。 

○４番（山口虎太郎君） 

 ふるさと応援寄附金は、やはりいろんな使い道があるというのは当然私たちも一応勉強し

ましたけど、そういう中で、今回、子どものためのそういう基金をつくるとか、いろんな形

で言われておりますので、私としてはもう一考して、そういう子どもたちのために別にふる

さと応援寄附金を増額しておってもよかったんじゃないかなと思ったもので、今度、課長の

ほうにお尋ねをしました。その点市長いかがでしょうか。 

○議長（田中政司君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 当然、子どもに重点的な投資をするというのがメッセージ性としても非常に高いというの

は繰り返しているところではございますけれども、今回、ふるさと納税以外を充当するとな

れば、どこかから持ってくるということにはなりますので、そこは出どころは一緒なので、

今後、その辺の子育てへの重点投資というのは考えてはおりますので、提案として受けとめ

たいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 山口虎太郎議員。 

○４番（山口虎太郎君） 

 来年度もこういうふるさと納税が順調に続くなら、今の形でも構わんと思うんですけど、

できれば議員の皆さんも言われるように、子どもたちのためのそういう資金というものはや

はりきっちりと確保して、そしてまた、そういう状況がなくなったときには、そういう形で

またいろいろ考えていけばいいと私は思うんです。ベースに使うのは、やはり子どもたちの

ためのそういうふうな基金として、もっと増額した形での使い方というものを研究していた

だきたいということで私の質問を終わります。 

○議長（田中政司君） 

 次に、同じく16ページの第１項．総務管理費、９目．地域振興事業費について質疑の通告
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がありますので、順次発言を許可いたします。まず、諸上栄大議員。 

○２番（諸上栄大君） 

 地域振興事業費の旅費に関してなんですけれども…… 

○議長（田中政司君） 

 これは結婚支援推進について、旅費、委託料、使用料という形、一遍に行くと。この事業

全体でよかとですか、それとも、一つ一つ質問ですか。（「全部一緒によかです」と呼ぶ者

あり）はい。よかです、どうぞ。 

○２番（諸上栄大君）続 

 まず、この旅費に関して教えていただきたかとですけど、普通旅費が計上されてあります

が、どうしても私わからなかったので、お聞きします。 

 事業説明書の中では、事業内訳の説明で普通旅費、職員２名、1,700円掛ける1.3、２人掛

ける１回というような記載がありますけど、この1.3というのが私わからなくて、そこだけ。

申しわけございません。 

○議長（田中政司君） 

 市民協働推進課長。 

○市民協働推進課長（筒井八重美君） 

 この旅費のところの1.3というのが、政令指定都市に行く場合というのが基本の1,700円掛

けるの1.3ということで率を掛けることになっております。これは市の旅費規程のほうで決

まっておりまして、その分を適用させていただいているところです。 

○議長（田中政司君） 

 諸上議員。 

○２番（諸上栄大君） 

 ありがとうございました。わかりました。 

 それでは次、委託料に関してお尋ねします。 

 委託先と事業内容の詳細がわかればと思いますので、具体的な事業内容の詳細を教えてい

ただきたいと思います。 

 それと、使用料及び賃借料の説明の中で、施設使用料800円掛ける33人、この33人の算定

根拠がわからなかったので、そこを教えていただけたらと思っております。 

○議長（田中政司君） 

 市民協働推進課長。 

○市民協働推進課長（筒井八重美君） 

 お答えいたします。 

 委託先にということですけれども、今回の補正予算の提案をさせていただいておりますの

で、議決をいただいた後に委託先と契約を結ばさせていただくということになります。委託
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先については、コミュニケーション能力向上講座や結婚支援サポーターに対する効果的な結

婚支援の仕方の研修など、総合的に支援ができて、成婚率の高い実績をお持ちの事業者をと

いうふうに考えているところです。 

 事業内容の詳細ということですけれども、事業内容の詳細については、平成29年度の事業

を継続したいというふうに考えております。サポーターさん、相談員さんの研修、バス旅行、

ディナーパーティー、心理学のワークショップ、心理学セミナー等を予定しております。ま

た、昨年度から県の事業で、さが出会いサポートの事業を今年度も嬉野市で月に１回、木曜

日にお願いできることになっておりまして、その分もそのまま継続したいというふうに考え

ております。 

 あと、今年度は特に近隣他市との連携も考えているところです。 

 あともう一点の施設の利用料、これは800円掛ける33人の、この33人の部分かと思うんで

すけれども、この33人というのはバス旅行の人数を計画している人数を挙げております。こ

の人数についてはもちろん、参加の人数等によって変動する場合もあるかと思いますけれど

も、予定としてはこの人数を挙げさせていただいております。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 諸上議員。 

○２番（諸上栄大君） 

 ありがとうございました。 

 まず、33人、バス旅行の人数ということで教えていただきました。これはもし募集して、

多くなった場合は改めてまた予算ばかけんしゃっとですかというのともう一点、このバス旅

行は、何の目的があってバス旅行に行かれるのかというところをもう一回確認させていただ

きたいと思います。 

○議長（田中政司君） 

 市民協働推進課長。 

○市民協働推進課長（筒井八重美君） 

 この33人のうちの３人というのが、職員の２名と相談員１名の３人も含まれていまして、

30人というのが募集をかける男の人15人、女性15人の30人ということで計画を立てていると

ころです。もしも、これよりも応募者のほうが多くなった場合ということですけれども、そ

の場合は抽せんを行うことになるかと思います。 

 それと、このバス旅行は何のためにということですけれども、結婚支援事業の分ですので、

結婚支援に関するということで、出会いの場の創設と、この中で研修というか、一人でも多

くの方を婚姻に結びつける場の提供ということで予定をしております。 

 以上です。 
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○議長（田中政司君） 

 引き続き、ＵＤおもてなし体制整備事業について、諸上栄大議員。 

○２番（諸上栄大君） 

 委託料、ユニバーサルデザインおもてなし体制整備事業に関してお聞きします。 

 今回、説明書の中の事業の内容を見ておりましたところ、旅館内避難点図作成に３旅館分

の予算計上があったと思いますが、その３旅館というのをどのように選定されたのか、選定

理由が１点。 

 また、今後この避難点図作成というのは、私も非常に大事なことかとは思いますけれども、

今後の計画はどのように考えているのかということをお聞きしたい、それが１点。 

 もう一つは、ほじょ犬ウェルカム事業、これに関してのマップ作成というのが記載されて

いたようですけれども、このマップを作成してどのような活用をされるのか、その考えをお

聞きしたいと思います。 

○議長（田中政司君） 

 市民協働推進課長。 

○市民協働推進課長（筒井八重美君） 

 まず、旅館内避難点図作成についてお答えをしたいと思います。 

 この避難点図作成というのが、平成28年度に３旅館、この分の点図作成をしております。

高砂、清流、千湯樓となっております。29年度が、これも３旅館、この分は和楽園、山水、

初音荘さんのほうで点図作成をしております。30年度は予算の議決をいただきましたら、こ

れまでもこの事業をお願いしておりましたバリアフリーツアーセンターと委託契約を結びま

して、旅館に打診して決定をすることになるかと思います。理想としては、全旅館を今後網

羅できればというふうに考えているところです。 

 次に、ほじょ犬ウェルカム事業のマップ作成ということですけれども、マップ作成という

ことで一応ここに持ってきてはいるんですけれども、（資料を示す）こういうマップを、こ

れともう一つ持ってきていまして、（資料を示す）こういうのをセットにして、料飲店組合

さんのほうに実際置くようにしております。あと、この分で今、31料飲店組合さんの分を今

つくってはいるんですけれども、またさらにどんどんふえておりますので、この分の作成を

したいというふうに考えているところです。このマップについては、料飲店の新規店舗と商

店、シーボルトの湯などへも呼びかけて拡大版として予定をしておりまして、マップの配布

等についても、バリアフリーツアーセンターはもちろん、協力店にも配備しつつ、ほかに九

州盲導犬協会や佐賀県視覚障害者団体連合会などにお配りしていきたいなというふうに考え

ているところです。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 
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 諸上議員。 

○２番（諸上栄大君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、次に移りたいと思います。 

 また、てくてくラジオメンテナンスについてということで書かれていましたが、このてく

てくラジオに関して、現在の保有台数と稼働率の状況、また、今回、言語変更の吹き込みと

いうことで記載されていますが、何カ国語の対応であって、またそれがふえるのか、減るの

か、そういうふうな状況を聞きたいということと、もう一つ、現在、貸し出し、返却、この

取り扱いに関してはどのようにされているのかということをお尋ねしたいと思います。 

○議長（田中政司君） 

 市民協働推進課長。 

○市民協働推進課長（筒井八重美君） 

 てくてくラジオの保有台数については、発信機が平成29年度末で63台、受信機は平成27年

度に100台購入をしております。設置場所は、商店から公的な施設等に設置をしているとこ

ろです。受信機については設置箇所100台分を旅館、ホテル、特にＵＤルームを保有されて

いる旅館を中心に、交流センター１件も合わせたところで35台。塩田津町並み保存会に10台、

バリアフリーツアーセンターに55台を配置しているところです。 

 稼働率についてのお尋ねですけれども、稼働率は平成29年度で113件利用がありました。 

 あと、このてくてくラジオの吹き込みの外国語については、英語、中国語、韓国語となっ

ているんですけれども、内容の変更の必要性によっては、英語、中国語、韓国語の全て、ま

たはその中から選ぶことになってくるかというふうに考えております。 

 以上です。（「もう一点、貸し出しに関して。貸し出しと返却の取り扱い」と呼ぶ者あ

り） 

 貸し出しについては、先ほど受信機を設置しているところで貸し出しをするんですけれど

も、そのときにお金を500円預かりまして、戻されたときにその分を返却するような形を

とっております。それを持っていかれて、いろんなところを回られてそれを返されるという

ようなシステムをとっております。 

 それと、平成28年度までは全てがそういうふうにしていたんですけれども、29年度につい

ては一部をその場所で借りれるようなところもつくろうということで、そのままそこで持っ

ていかれないような形で、鎖じゃないですけど、そういうのをつくって、そこで聞けるよう

なものも一部計画をしていたところです。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 諸上議員。 
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○２番（諸上栄大君） 

 ありがとうございます。 

 そしたら、今、貸し出し、返却に関しては、１カ所のところで全てしなければならない、

500円の貸し出し料というか、そういうふうな状況でしなければならないと理解したんです

が、私は……（発言する者あり）すみません、もう３回目なので、私としては何が言いた

かったかと申しますと、これを貸し出したときに利用した人がいろんなところを回られます

よね。それで、もし貸し出したところと返すところが１カ所だったら、また戻ってこないと

いけないというようなのが一番懸念するところであって、それを、どこでも登録されている

ところが市内各所にあるんだったら、そこへ返せて、後で全部回収できるようなシステムが

構築されれば、これを利用される方の利便性というのはかなり高くなってくるんじゃないか

なと思って、そう考えているんですけれども、現状としてはそれをやっていらっしゃるのか

どうかという、さっきの答弁で僕はわからなかったので、もう一度そこを踏まえての考え方

をお尋ねします。 

○議長（田中政司君） 

 それを聞いて、それで最後には。よかと。 

○２番（諸上栄大君）続 

 それと、もしそれができていなかったら、そういうシステムを構築していただけるような

工夫と申しますか、配慮と申しますか、そういうところを踏まえてのお考えを聞きたいと思

います。担当課及び市長のほうにお願いします。 

○議長（田中政司君） 

 市民協働推進課長。 

○市民協働推進課長（筒井八重美君） 

 お答えいたします。 

 今、１カ所だけというわけではなくて、受信機の設置箇所が旅館とかホテルとか、そうい

うところにございますので、そこの借りられたところに返していただくというようなことに

なるんですけれども、旅館、ホテル、交流センター、塩田津町並み保存会、バリアフリーツ

アーセンターですので、そこの場所というのは何カ所かございます。旅館も数カ所、保有旅

館が12件ございますので、そういうのを考えると、１カ所だけに全部戻ってくるわけではあ

りません。それで、先ほどおっしゃられたように、旅館とかだったら荷物をそのまま預けて

ということもあるかもしれないんですけれども、バリアフリーツアーセンターとか、例えば、

塩田津町並み保存会で借りて、ほかのところもそれを利用したいということで持っていかれ

た場合ということがあったものですから、29年度、一部そういうのを考えながら、次の30年

度に向けて、その受信機自体をそこの場所に置いておけば、そのまま使えるじゃないかとい

うことを考えておりまして、そこら辺の整備を進めていきたいなということで、バリアフ
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リーツアーセンターのほうとは考えて、その場で使えるように、その行った場所で、施設で

使えるような方向性を考えているところです。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えを申し上げます。 

 すみません、私としてはどのような答弁を差し上げればいいのかなというのが、すごく困

るところではあるんですが、利便性を高めるためにいろいろ担当課と勉強してまいりたいと

いうふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 次に、委託料で増田朝子議員。 

○８番（増田朝子君） 

 私は、９目．地域振興事業費、13節．委託料で同じくＵＤおもてなし体制整備でお尋ねし

たいと思います。 

 説明書では21ページになります。合同説明会のときには、なかなか事業の見直しも含めて

ということで説明があったんですけれども、この予算がずっと27年度も前からあっているん

ですけれども、前年度の29年度の主要説明書を見ておりますと、最初に27年度が760万円、

28年が600万円、29年が400万円と。今年度、30年が232万2,000円ということですけれども、

予算がずっと減っておりますけれども、この30年度の説明書の中では、人件費と事業費の予

算額が示されておりますけれども、これまで28年、29年度の、先ほど申しました600万円と

400万円の事業費と人件費の割合をまずお尋ねしたいことが１点と、昨年度の事業の内容と

今年度の事業の内容が若干変わっておりますけれども、その違いとか、継続されているのも

ありますけれども、昨年度実行されたものが、事業化されたものがどうだったのかというそ

の効果ですね、それも含めてお尋ねしたいと思います。 

○議長（田中政司君） 

 市民協働推進課長。 

○市民協働推進課長（筒井八重美君） 

 お答えしたいと思いますけれども、先ほどの諸上議員に対する答弁の中で、申しわけあり

ません、金額を間違っておりましたので、金額は1,000円の預かりでした。500円ではありま

せんでした。すみません、申しわけありません。 

 あと、旅館さんからの貸し出しのときは、宿帳で身元等が確認できますので、もし持って

帰られた場合は追えますので、その場合は1,000円の預かりはしていないということです。
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すみません、間違っておりました。 

 先ほどの増田議員に対する答弁に移らせていただきたいと思います。 

 28年度と29年度の人件費の割合ということですけれども、今、手持ち資料として人件費の

割合というところを持っておりませんので、人件費の割合が必要ということであれば、また

後で資料のほうを提出させていただきたいと思っております。 

 あと、昨年度と今年度の事業内容の違いということですけれども、このＵＤおもてなし体

制整備事業というのは、ここにも書いていますとおり、27年度からの事業となっております。

この中で、継続してしていく部分もありますし、もう既にある程度成果が達成できているよ

うなものもあります。その中で、先ほども答弁をしましたが、旅館内の避難点図等に関して

は今後も続けていくようなものということで、この分の予算とかを上げさせていただいてい

るんですけれども、その主なものの違いというのは、ガイドさんの育成というのが、今回の

分の予算では厳しく減額になっておりますので、ガイドの育成の部分が外れております。あ

と、新規にまた計画をされていた分があったんですけれども、その分の事業についても今回

の予算では不足をしますので、上げることはできないでおります。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 増田議員。 

○８番（増田朝子君） 

 私は28年、29年度の人件費といったのは、事業費自体はそう変わらないんでしょうかとい

うことを思ってお尋ねした分です。あとの分が人件費で、例えば、今年度が１人だったら２

人とか、３人分の人件費の減額がこうなったのかというお尋ねだったんですけれども。 

 それと、先ほど言われました前年度の観光ガイドというのがありましたけれども、私もこ

れは気になっていて、この事業は成果とか取り組みがされたのかなと、今回も継続等はな

かったので、先ほど言われましたように事業の見直しというのがそういうことなのかという

ことの確認と、そして今回、ほじょ犬ウェルカム事業とあるんですけれども、セミナー開催

５万円の２回ですね。この内容をお尋ねしたいと思います。 

○議長（田中政司君） 

 市民協働推進課長。 

○市民協働推進課長（筒井八重美君） 

 お答えいたします。 

 先ほどの人件費と事業費の分の割合というのは、ついでですけれども、人件費については

今年度もほぼ確保したいと思っておりまして、この分確保を……（「１人分ですか」と呼ぶ

者あり）いいえ。１人分ということではなくて、バリアフリーツアーセンターのほうに事業

を委託しておりますので、そのバリアフリーツアーセンターの中で、ＵＤおもてなし体制事
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業にかかわる分の人件費ということになりますので、バリアフリーツアーセンターはほかに

もいろんな事業をされていらっしゃいますので、その人１人だけということではないです。

今回主に減ったものは事業費ということになっております。事業費の部分が減ってきており

ます。 

 あとガイドについてですけれども、事業を行われたのかということですが、ガイドのほう

は昨年度、ガイドの育成ということで、実際、嬉野地区のガイドさんとの、嬉野地区という

か、バリアフリーツアーセンターのほうで募集をされたガイドさんのほうと、あと塩田津の

ほうで町並みのほうのガイドをされる方との連携をされて、英語の通訳とかができる方がい

らっしゃいましたので、佐賀大学の外国から来られている方とかをお呼びして、そういう連

携をとってというような育成をされて、今後もそういう連携をとりながら、外国人が来られ

たときに、そのガイドで育成をされた人が行って、そういうのの通訳をしながら、１人は日

本語で言って、１人が英語で通訳をしながらというような連携を今後もしていこうねという

ようなことで、そういう話等も去年の実績としてはできたところです。 

 ほじょ犬ウェルカム事業のセミナー開催の内容についてということですけれども、この分

については、ほじょ犬ウェルカム事業ということですので、補助犬を、昨年度、議員も御存

じだと思いますけれども、市のほうと料飲店組合さんのほうとウェルカム宣言ということで

同時宣言をしたところです。今後、このほじょ犬ウェルカムという事業に賛同していただく

ようなところを拡大していきたいということで、料飲店組合さんだけじゃなくて、ほかの組

織の方たちにも拡大をしていきたいということで、こういうセミナーとかを開催しながらし

ていきたいということで予定をしているところです。 

 以上です。（「セミナーの内容」と呼ぶ者あり） 

 セミナーの内容についてですけれども、この予算がきちんと通った後に具体的にしていこ

うとは思っているんですけれども、この補助犬に対するような、補助犬を迎え入れるに関し

ての講座に関連したような講座等を含めてしたいというふうに考えているところです。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 ３回目。増田議員。 

○８番（増田朝子君） 

 ありがとうございます。 

 先ほど、昨年の事業で観光ガイドの育成とかとあったんですけれども、この事業自体は本

当に観光も含めて必要な事業じゃなかったんじゃないかなと思ったときに、今年度は事業の

中には入っていないんですけれども、例えば、今、観光課で行われているカフェこくさいじ

んというのがあると思うんですけれども、そういった方たちの中には、外国人の方が嬉野市

に定住された方たちが自分たちで会をつくって、お互い英語を学んだりとか外国語を学んだ
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りされているので、そういった連携も声かけとかされて、この事業はぜひ必要な事業じゃな

いかなと思っていて見ていたんですけれども、昨年はなかなか事業としてはできなかった、

少しはできても先に進めなかったというのもあって、今回事業化されていないのかなと思っ

たんですけど、そういったこともいろんな事業と事業の連携ということも必要じゃないかな

と思いますけれども、今後の、例えば、以前の事業も、やっぱりいいところは残していって

いただきたいなと思いますけど、いかがでしょうか。 

○議長（田中政司君） 

 それは一般質問やもんね、もろに。要は。事業と事業て、これは一般質問になっですもん

ね。（「はい、わかりました」と呼ぶ者あり） 

 引き続き、コミュニティセンターの受付について、増田議員。 

○８番（増田朝子君） 

 16ページ、地域コミュニティセンターの受付で19万5,000円計上されておりますけれども、

こちらの内容の説明をお願いいたします。 

○議長（田中政司君） 

 市民協働推進課長。 

○市民協働推進課長（筒井八重美君） 

 地域コミュニティセンターの受付の内容の説明ということですね。この分は、久間地区と

轟・大野原地区がことしの４月から開設されているんですけれども、この分で、受け付け業

務を市とコミュニティと連携して行う方法を４月から行っていましたけれども、やはりコ

ミュニティの負担の業務が多いということも勘案して、ほかの施設との受け付け業務と同様

に委託料を支払うということで、７月以降の分を、７、８、９、10、11、12、１、２、３、

９カ月分、１万円掛けるの９カ月分掛けるの消費税ということで２カ所分というのを上げて

いる分がこの金額になります。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 増田議員。 

○８番（増田朝子君） 

 久間のコミュニティは以前は別のところであっていたんですけれども、そのときには発生

していたわけなんでしょうかという確認と、受け付けという、どういったことの受け付けな

のか、その内容をお尋ねします。 

○議長（田中政司君） 

 市民協働推進課長。 

○市民協働推進課長（筒井八重美君） 

 久間の地域コミュニティのほうですけれども、もともと入ってあった久間の研修センター
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のほうで受け付け業務をされていたとき、うちの予算ではなかったんですけれども、ほかの

農林課のほうの予算でその分の受け付け業務についての予算がついておりました。実際、ど

のようなことをされるかというのは、その施設に対する、今度、うちのほうでできています

久間地区の地域コミュニティセンターの施設の中の研修室とかがありますけれども、調理室

等の施設、そういったものの申請の受け付けと、あと、その分の料金等を払っていただくた

めのお金自体は納付書を渡してもらう部分、受け渡しですね、そういった部分と、あと鍵の

貸し借りの管理、そういったことをしていただいているところです。あとダブらないように

とか、いろいろな面が受け付けであるかと思いますので、申請書の受け付け等をしていただ

いているところです。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 増田議員。 

○８番（増田朝子君） 

 では、確認なんですけれども、今回、新しく久間と轟・大野原のコミュニティセンターで

はそれが新しくなったわけなんですけれども、ほかのコミュニティに関してはそのままコ

ミュニティセンターじゃないということで、そういうのが発生していないということで理解

していいんですかね。ほかのところはもうセンターの借用とかはないわけですかね、そこら

辺の区別が。 

○議長（田中政司君） 

 市民協働推進課長。 

○市民協働推進課長（筒井八重美君） 

 お答えいたします。 

 ほかの研修センターとか、ふれあいセンター……（発言する者あり）ほかのコミュニティ

が入っているところは塩田のコミュニティがふれあいセンターに入られていて、五町田のコ

ミュニティが五町田の研修センターとか、大草野が大草野の研修センターとかに入られてい

るんですけれども、そういったところでは別の課になるんですけれども、そちらのほうで受

け付け業務というのを行っていただいていますので、その分について発生していて、支払わ

れていらっしゃいます。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 同じく委託料について、山口政人議員。 

○13番（山口政人君） 

 同じく久間地区、轟・大野原地区のコミュニティセンター、これは清掃業務が入っていな

いんですけど、これはどうしたんでしょうか。これは半年に１回ぐらいは全体の清掃が必要
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だというふうに思いますけど。 

○議長（田中政司君） 

 市民協働推進課長。 

○市民協働推進課長（筒井八重美君） 

 お答えいたします。 

 地域コミュニティセンターは、もちろん清掃が必要だというのは理解してはいるんですけ

れども、この地域コミュニティセンターというのが、ほかの研修センターの施設と目的のほ

うで、地域づくりの活動の拠点として地域コミュニティの利用料等も免除にするなど考えて

つくられた施設となっております。そのような点も踏まえて、今年度は特に新築をされたば

かりの施設ですので、日々の清掃は原則使用後に利用者がもとの状態にするというのが原則

だと思っております。そして、ほかの共同で使うトイレとかの清掃は、地域コミュニティの

ほうでお願いをしていきたいというふうに考えているんですけれども、ただし、年度末とか

に外側の、家でも大掃除をするかと思いますけれども、そういった部分については、市民協

働推進課の職員も一緒になって、今年度はまだ新しいので、外周りも含めて共同で行いたい

というふうに考えております。 

 ただ、次年度以降は、担当課としては専門の業者にお願いするなりして、年に一、二回、

コミュニティセンターの全体的なワックスを含めた清掃を行うような予算をお願いしていき

たいなと思ってはいるんですけれども、これはあくまでも次年度以降の予算とかになります

ので、確約ではなくて所管課の願望になってくるかと思いますが。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 山口政人議員。 

○13番（山口政人君） 

 ぜひお願いします。 

 それともう一点は、１カ月１万円の受付、こういった変な予算を組むよりも、管理委託と

いうのは今ありませんので、いわゆる全庁的にして、その運営の形態によって指定管理とか

いろんな業務であるとか、そういった方向に早く切りかえたら、こういった予算は組まなく

ていいんですよ。市長その辺どうでしょうか。 

○議長（田中政司君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをいたしたいと思います。 

 当然、公共施設の管理においては効率的な運用を図るべきだろうというふうに思っており

ますので、当然コミュニティセンターもその一つになります。ですので、今後、担当課、そ
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れぞれ施設の持っている全ての課が今後いろいろと検討する機会というのはありますので、

利用料の件も含めて鋭意検討してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 同じく13節．委託料について、梶原睦也議員。 

○15番（梶原睦也君） 

 先ほど説明がありましたので、このＵＤに関しては、嬉野市にとっては非常に大事な施策

ではないかなと私は思っております。ここに書いてありますように、27年度に国の地域住民

生活等緊急支援交付金事業ということで、そのときは大きな金額が国から来たということで

スタートしていると思いますけれども、これから４年たちまして、今そういった交付金もな

い中で一般財源でやっていると。しかし、先ほど話がありましたように、バリアフリーツ

アーセンターのほうに委託でやっているんですけれども、本当に一生懸命していただいてい

るんですよね。そういう中で、この事業そのものがそういった利益を生むような事業じゃな

くて、書いてありますように、障がい者、そういった方に嬉野の温泉を快く楽しんでいただ

くと、そういったこともこれは嬉野市にとっては大きな事業ではないかなと思っております。 

 ここに、最初に通告書に書いていますけれども、先細りになっているんじゃないかと、減

額になっているということですね。これについて今後、この事業をどういうふうに進めてい

くかと、継続していく上で市長としてはどのように考えられているのか、お伺いしたいと思

います。 

○議長（田中政司君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 私自身も、この佐賀嬉野バリアフリーツアーセンターのこれまでの嬉野の温泉地としての

イメージ向上にも貢献していただいたということも重々承知をしておるところでございます。

しかしながら、国の交付金等、そういったところの財政的な基盤が今、若干揺らいでいる状

況でございますので、ただ、私どもとしてはやはり人に優しいまちづくりというものを基本

コンセプトにこれまでまちづくりをしてきたことも踏まえながら、やはり同様のサービス、

よりよいサービスというのを提供していくのが私としても責務だろうというふうに考えてお

ります。 

 ある意味では、この事業自体、なかなか収益を生み出すということは難しいわけではござ

いますけれども、ただ本当にとうとい志に支えられた、ある意味では皆さんの共感を得るこ

とが可能である事業でもあるというふうに思っておりますので、今後、クラウドファンディ

ングであったり、民間の財団の資金調達、あるいは私どもとしても、国、県の交付金事業も
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しっかり調達をしていって、ますます活動の強化につなげていけたらというふうに考えてお

るところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 梶原議員。 

○15番（梶原睦也君） 

 そしたら、とにかく継続して充実したこの事業が進んでいくように要望しておきます。答

弁はいいです。 

○議長（田中政司君） 

 引き続き、委託料について、山口卓也議員。 

○１番（山口卓也君） 

 取り下げます。 

○議長（田中政司君） 

 取り下げ。 

 議事の途中ですが、ここで15時35分まで休憩いたします。 

午後３時21分 休憩 

午後３時35分 再開 

○議長（田中政司君） 

 再開します。 

 議事を続けます。 

 次に、17ページの１項．総務管理費、15目．コミュニティセンター費について質疑の通告

がありますので、順次発言を許可いたします。初めに、諸上栄大議員。 

○２番（諸上栄大君） 

 トレーニング機器について主要事業の説明が23ページに書いてあります。この件に関して、

まず楠風館に設置予定と説明でありましたが、現在、トレーニング室と申しますか、利用で

きる開館日、開館時間、利用人員の状況等を聞かせていただきたいと思います。 

○議長（田中政司君） 

 市民協働推進課長。 

○市民協働推進課長（筒井八重美君） 

 楠風館のほうになるんですけれども、開館日については毎週火曜日、火曜日が祝日に当た

る場合は翌日が休みとなります。年末年始、12月29日から１月３日がお休みとなっておりま

すので、それ以外が開館予定ということになっております。 

 時間が本館のほうが午前９時から午後10時までとなっています。お風呂等については午前

１時から午後８時半までとなっており、週４日、水、木、土、日が入浴可能となっています。
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あとトレーニング室についての利用状況ですけれども、29年度……（「午後１時やろう」と

呼ぶ者あり）午前──間違えました。午後１時です。お風呂については午後１時から午後８

時30分までとなっております。 

 平成29年度の利用状況は、トレーニング室は延べ1,172人となっております。全体の入館

者数は延べ２万3,414人です。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 諸上栄大議員。 

○２番（諸上栄大君） 

 それと、合同常任委員会の説明の中で、今回のトレーニング機器、トレッドミルの購入に

関してはアンケートをとったということで、報告をいただいております。その中で、アン

ケート実施、平成29年度トレーニングジム機器利用者状況調査結果というのをとられていた

と思いますが、このアンケートの対象人数は具体的に何人で回答の結果というのが大体どれ

ぐらい上がってきたのか、また、今回はトレッドミルの購入、これに関して絞って予算計上

されていますが、ほかに何か要望等がなかったのかどうか、その辺もお願いしたいと思いま

す。 

○議長（田中政司君） 

 市民協働推進課長。 

○市民協働推進課長（筒井八重美君） 

 アンケートについてということですけれども、トレーニング室でのアンケートをいたしま

した。８月に、利用頻度調査等を11月から12月にアンケート調査として行っております。８

月の調査は延べ101人、そのうち回答者が68人でした。重複もあると思いますが、一番多

かったのがエルゴメーター──これはバイク型のこぐタイプのものです。トレッドミル、こ

れが今回、購入したいランニングマシンになっているんですけれども、これが同数。次に、

チェストプレス、ウエイトトレーニングの順番となっておりました。アンケート調査結果と

いうのを11月から12月に行っているんですけれども、延べ46枚の回答のうち、トレッドミル

ランニングマシンの記述が一番多かったという結果となっております。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 諸上議員。 

○２番（諸上栄大君） 

 最後ですが、今現在、設置トレーニングマシン、この資料をいただきました。その中で、

見ていたら、自主トレガイドシステム、これが現在、故障中というような状況であっていま

すが、これに関して、いつから故障していたのか。それに対しての市民からのこれをかえて
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くれという要望等が現に上がっていないかというところの確認で終わりたいと思います。 

○議長（田中政司君） 

 市民協働推進課長。 

○市民協働推進課長（筒井八重美君） 

 ガイドの分の機械が故障していたのは、もう数年前からになっておりまして、その分につ

いては今、表のほうにも出しておりません。その分を欲しいというような要望はこの前のア

ンケート調査では上がってはいなかったんですけれども、そのかわりといっては何なんです

けれども、平成29年度にそういう機械ではなくて、理学療法士の先生の監修によるトレーニ

ングメニューというのをうちのほうでつくっておりまして、初級編、おしり編、おなか編、

下半身強化編という４種類の運動ができるようなものの資料を手に取って見ながら自分で運

動ができるような方法を昨年の８月から行っております。８月、実際始めたときは市民の皆

さんにも周知をして、こういうストレッチをするんですというのを一緒に運動をしたりとか

しながらしたところです。 

 いろんなトレーニング機器の充実等の要望もあるかとは思うんですけれども、今回、その

分については特になかったということで回答とさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 次に、山口政人議員。 

○13番（山口政人君） 

 取り下げです。 

○議長（田中政司君） 

 次に、同じく17ページの１項．総務管理費、市史編纂費について質疑の通告がありますの

で、順次発言を許可いたします。初めに、増田朝子議員。 

○８番（増田朝子君） 

 市史編纂事業についてお尋ねします。 

 説明書では24ページになります。こちらですね。 

 今後５カ年間の計画でありますけれども、総事業費は１億3,237万8,000円となりますけれ

ども、まず今回は620万円ほどですけれども、５カ年間で１億3,000万円ということですけれ

ども、今後の財源はどのように考えていらっしゃいますでしょうかということと、今回は市

民協働推進課なんですけれども、今後、この事業を開始されるに当たり、所管はどこになる

んでしょうかということのお尋ねです。 

○議長（田中政司君） 

 市民協働推進課長。 

○市民協働推進課長（筒井八重美君） 
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 お答えいたします。 

 本年度の補正予算の計上は622万4,000円のうち、500万円を合併振興基金からの繰り出し

を予定しております。そのほかの部分については一般財源ということで、残額については一

般財源を予定としております。次年度以降の事業につきましても、合併振興基金を活用した

いというふうに考えております。あと、もう一点の事業の所管ということですけれども、市

史編纂事業に係る所管は現在、市民協働推進課でありますので、今後の所管については機構

改革等で検討されるのかどうかということになってくるかと思いますけれども、現在のとこ

ろ、市民協働推進課ということです。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 増田議員。 

○８番（増田朝子君） 

 まず、財源なんですけれども、今後の総額の１億3,200万円も、総額全部──合併振興費

ということですけれども、それだけのまだ合併振興基金というのは残高どれくらいあるんで

しょうか。 

○議長（田中政司君） 

 財政課長。 

○財政課長（三根竹久君） 

 合併振興基金の残高ということですけれども、現在、積み立てのほうが、平成24年、平成

25年、２カ年で13億1,000万円の積み立てを行っております。これについては合併のソフト

事業について充てるということになっておりますので、今回、初めて取り崩して充当を行っ

ておりますので、13億1,000万円から今回500万円充当しますので、13億500万円。今年度、

500万円差し引いたところになるかということになります。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 増田議員、３回目。 

○８番（増田朝子君） 

 13億円、合併振興基金ということで始めて、取り崩しをされるということなんですけれど

も、2022年度に２巻刊行、2023年に２巻刊行ということですけれども、今回の市史編さんで、

旧塩田町、旧嬉野町のこれまでの町史は、過去の分でいつ編さんされたものなんでしょうか。 

○議長（田中政司君） 

 市民協働推進課長。 

○市民協働推進課長（筒井八重美君） 

 塩田町史と嬉野町史の刊行の日にちということですけれども、塩田町史が昭和56年の７月



- 442 - 

で、刊行は上巻が昭和58年10月発行で下巻が昭和59年12月発行。嬉野町史のほうは上巻が昭

和54年３月、下巻が昭和54年11月の刊行ということになっております。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 よろしいですか。もう３回終わりました。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 続いて、山口卓也議員。 

○１番（山口卓也君） 

 私も最初にこの主要な事業説明書を見たときに、総事業費１億3,000万円という金額を見

て、驚きと心配する気持ちがあったので、今回質問させていただきます。 

 まず１つ目の質問として、この市史編さん、既に塩田町史と嬉野町史があると思いますけ

れども、そこから刊行後40年を経過したということで示されております。今後、今からつく

られる嬉野市史は何年分の市史を編さんされるのか。刊行後40年分なのか、それとも今まで

の町史もあわせてトータルで市史編さんをされるのか、そこをまずお伺いいたします。 

○議長（田中政司君） 

 市民協働推進課長。 

○市民協働推進課長（筒井八重美君） 

 お答えいたします。 

 これは何年分の市史なのかということですけれども、古代から現代までを通した通史をと

いうことで考えております。旧塩田町、嬉野町を融合した新たな市史として全般にわたる編

さんをしたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 山口卓也議員。 

○１番（山口卓也君） 

 ありがとうございます。そしたら、印刷費がとてもかかると思っています。主要な事業説

明書にも2022年と2023年度で２巻刊行ということで記載されており、それぞれの金額が4,400

万円と2023年が3,300万円と莫大な金額がかかっていますけれども、これは大体印刷に係る

経費が多くを占めているというふうに推測をしているんですけれども、実態上、そういった

形で計画をされていますか。 

○議長（田中政司君） 

 市民協働推進課長。 

○市民協働推進課長（筒井八重美君） 

 議員おっしゃるとおりで、その分の金額が高くかかっている要因となっております。 

 以上です。 
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○議長（田中政司君） 

 山口卓也議員。 

○１番（山口卓也君） 

 ありがとうございます。質問に入る前に、ちょっと私なりに考えたんですけれども、印刷

にかかるんだろうなという推測のもと、今議会でもスマホを使ったアプリとかスマホで何か

データを見ることができる機能をとかいう話がありました。ここ何十年もの間に情報化が進

展しておりまして、印刷だけで全てを賄うのではなくて、データで無償で安く提供できる方

法もあるかと思います。そういった将来的な検討もできると思っているんですけれども、今

年度、プロポーザルで契約を予定されていますけれども、その契約で６年後の事業が確定し

てしまうのか、５年後のそういった印刷に係る経費を軽減できるような効率性を高めるよう

な検討する余地が、その契約後もあるのかどうか、お伺いいたします。 

○議長（田中政司君） 

 市民協働推進課長。 

○市民協働推進課長（筒井八重美君） 

 先ほどの分は電子書籍というか、そういったところも含めたところでということだと思う

んですけれども、その点に関しましては市史の編さん計画を考える上で、実際のそういうこ

とも含めて考えたところです。そういうところも含めた上でのプロポーザルによる業者選考

とかをしたいというふうには考えています。今、メディアのほうとかも物すごく進んでおり

ますので、最終的に５年後とか６年後にどういった形になるのかというのも、今の時点では

もしかしたら見えない部分もあるかと思いますので、そういった場合はまた変更の委託にな

るのかというのは、その時点でないとわかりませんけれども、電子書籍化については検討し

た部分ですので、その部分の文言については、今回のプロポーザルの中にも入れたいという

ふうには考えているところです。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 次に、18ページの２項．徴税費、１目．税務総務費について質疑の通告がありますので、

順次発言を許可いたします。初めに、増田朝子議員。 

○８番（増田朝子君） 

 納税相談業務についてお尋ねします。 

 説明書では18ページになります。 

 こちらは10万8,000円の計上になっております。合同常任委員会の説明会の中では、回数

が６回から２回になったということでありますけれども、まず、これはどうして減額になっ

たんでしょうかということのお尋ねをします。 

○議長（田中政司君） 
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 税務収納課長。 

○税務収納課長（小池和彦君） 

 お答えをいたします。 

 納税相談業務は１日１回で、大体10人程度の相談を受け入れることが可能です。最近の受

け入れの件数は29年度で18件、28年度で８件、27年度で16件となっています。よって、30年

度においては、同じような数であれば２回で十分受け入れることは可能だということで２

回──１回５万円ですので、２回10万円、それに消費税を掛けた分というふうなことで予算

計上をしております。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 増田議員。 

○８番（増田朝子君） 

 29年度が32万4,000円ということは、回数６回だったんじゃないですか。ということで、

ちょっと確認なんですけど、６回が２回になったということの合同常任委員会での説明だと

思っていたので、回数がまず減ったのかなと、どうして減ったのかなということがちょっと

単純な質問です。 

○議長（田中政司君） 

 税務収納課長。 

○税務収納課長（小池和彦君） 

 お答えをいたします。 

 確かに、29年度、６回の18件です。１日に直せば３人、３件なんですね。１日に10件受け

入れるところが３件ということで非常に効率が悪いということです。議員御存じと思います

けれども、財政支出は最少の支出で最大の効果を上げることが求められております。ちょっ

と今回効率が悪いということで、年間を通してみても、去年が18件なんですよね。実際10件

受け入れられるところが、平均で１回につき３件ということで、非常に効率が悪いので、１

回10件までは受け入れられるので、この件数であったら２回で十分というふうなことで、予

定としては６カ月ぐらい──半年に１回というふうなことで、相談を受けた後も再度、相談

に見えられて、今後の経過とか今後の課題とかを相談していただくことができると思います。

新規に見えられるのが３件から４件ぐらいのところだと思って、あとは継続した相談という

ふうなことで見込んでおります。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 よろしいですか。（「もう一回」と呼ぶ者あり）増田議員。 

○８番（増田朝子君） 
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 そしたら、効率化を期すために、ちょっと今まで６回されたけど２回にしてやっていきた

いということなんですけど、相談者としては回数が減ること対して、ちょっと年に２回とい

うことなんですけれども、相談する側としたら回数として年４回ぐらいはあったほうがいい

じゃないかなと思いますけど、いかがでしょうか。 

○議長（田中政司君） 

 税務収納課長。 

○税務収納課長（小池和彦君） 

 お答えをいたします。 

 確かに議員おっしゃるとおり、回数が多いに越したことはありません。ですけれども、先

ほども言いましたように、非常に効率性が悪いということで、年に２回ということもありま

して、早目にこの日にしますということをお知らせして、仕事をされている方はその日は

ちょっと休むか、何時間か休んでもらうというふうな対応をとっていただくようなことで対

応をしていきたいなというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 次に、梶原睦也議員。 

○15番（梶原睦也君） 

 今、このことについて質疑ありましたけれども、私も出していますけれども、引き続いて、

さっきの流れの中で質問させていただきます。 

 この相談業務については、私もこれは過去に提案させていただいた分でありますので、

ちょっと思い入れがありますので、先ほど効率が悪いということでおっしゃいましたけれど

も、趣旨そのものをお聞きしたいんですけれども、相談することによって、その人の生活再

建まで、ここに説明ありますように、生活再建のところまでいくということが、通常の税務

相談とは違って、生活相談までいって自立まで持っていけるというような意味合いの相談業

務であると私は思っております。 

 そういう中で、全体説明会の中でありましたように、過払い請求について、過払い金が

戻って、それを納税できたということ、そういった報告がありましたけれども、根本的な考

え方、単なる納税相談というふうに考えられているのか、本当に真摯になってそういう取り

組みで市民の方を自立させていくような納税相談という取り組みとして考えられているのか、

まず、この点についてお聞きしたいと思います。 

○議長（田中政司君） 

 税務収納課長。 

○税務収納課長（小池和彦君） 

 お答えをいたします。 
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 これは税金を未納にされている方、税金をなかなか払うことができないという生活弱者の

ための相談内容ということでは間違いありません。そのとおりです。しかしながら、こうい

うふうな方はさっきも申しましたけれども、新規で数件上がってくるというふうなところで

す。それ以外の方については、市のほうでも消費生活相談とかいうことで、相談を受け付け

ておりますので、税までどうしても払えないような方については、ちょっと日にちを決めて、

この日に来てくださいというふうなことでの指導でもいいのではないかなと私は思いますけ

れども。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 梶原議員。 

○15番（梶原睦也君） 

 この相談については、税務課だけ──これはファナンシャルプランナーに丸投げじゃなく

て、委託してあるということでありますけど、そういったことで税務課、また、ほかの課と

の連携みたいな部分というのはあるのかどうか。 

 それと、過払い金の中で数百万円戻ってきたとおっしゃいましたけれども、その数百万円

が納税にどれぐらいされたのか、その点についてと、あといろいろな相談業務もあるという

ふうにおっしゃいましたけれども、先ほど言いましたこのことについては市民の方の生活再

建という部分もあるということでありました。本当に単に滞納部分を取るだけのための何か

納税相談というふうにしか──ちょっとこれは費用がかかるとかおっしゃったんで、そうい

うふうにしかとれないんですけれども、今の点について再度質問したいと思います。 

○議長（田中政司君） 

 税務収納課長。 

○税務収納課長（小池和彦君） 

 お答えをいたします。 

 この相談は当然、税務課のほうとしては納税につながるものというふうに思っております

し、未納者の方には生活再建の手助けになるということで、双方の利益になるというふうな

ことで、今、取り組みを始めております。これは平成27年の４月からの取り組みだったかと

思いますけれども、そういうことでやっております。 

 過払い金の請求の話ですけれども、その後どうなったかということですけれども、まだ弁

護士との協議中ということになりますので、せっかく相談で上がってきた事案でかなりの高

額な金額が入る予定ですので、これはもう税のほうに優先的に充てていただくように交渉を

持っていきたいというふうに思います。 

 それと、先ほども言いましたけれども、当然、生活再建のほうで未納者の方にはそういう

ふうなことで相談を受け付けますので、単純に金がないからしないというふうなことではあ
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りませんけれども、１日おって１人しか来ないというのも、ちょっとあんまりだと。例えば、

平成28年は８回やって８件というふうな結果も出ておりますので、余りにもこれだったら無

駄遣いというか、市民の方から逆に、どうしているのかとおしかりを受けるようなことにも

なりかねないので、今回、効率性と相談、両方いいところをとったというふうなところで考

えております。 

 以上です。（「最後ですね」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中政司君） 

 梶原議員。 

○15番（梶原睦也君） 

 今、答弁ありましたけれども、本当に市民の方のことを考えた相談ということであれば、

少ないということでありましたけど、お知らせ等をしっかりされているのかどうか。こうい

う中身について、こういう意味合いの納税相談ですよということをしっかりと市民に──そ

ういう広報ばかりじゃありませんけれども、周知徹底できているのかどうか、ここら辺が大

事じゃないかなと思います。 

 ただ、こういうのはつくっても、本当に困っていても、全然そういうことを知らない人が

いっぱいいれば当然来ないわけですよね。だから、そういったことで、本当にこっちから積

極的にこういういい制度であれば、もっと発信もしていただきたいと思います。 

 この相談のことに関しては、本当に納税もできないような困った市民の方がいろいろな方

法で納税できるように導いてやるという一つの方法だと思います。そういう方が自立できれ

ば、次に納税に結びつくわけですよね。今滞納している分も、本当に逆に自立していけば納

税側になってくるわけですよ。そういう意味で非常に大事な取り組みだと思っております。 

 市長、ここら辺についてはしっかり取り組んでいただきたいと思いますけど、いかがで

しょうか。 

○議長（田中政司君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 議員御発言のとおり、本当に困窮されている方へのそういう相談、経済的な部分で指導す

ることで納税につながる。私どもも嬉野市の徴収率が低いという中でございますので、非

常に重要な事業という位置づけで、少ない回数ではありますけれども、効率を高めるため

にＰＲを徹底していかなければいけないだろうというふうに思っております。 

 また、社会福祉協議会であったり、県のそういった困窮者対策事業というのもございます

ので、そういった場面でもこういった相談窓口を利用していただくようにお願いをしてまい

りたいというふうに考えております。 
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 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 税務収納課長。 

○税務収納課長（小池和彦君） 

 お答えをいたします。 

 周知徹底ができているのかというふうなことでしたけれども、納税相談の折に内容をよく

お聞きしまして、多重債務とか結構いろいろ人それぞれ悩みがあられます。その中でもこの

人は相談を受けてもらった方がいいというふうなことで担当のほうが紹介をしております。

それで受けてみようかなという気になられたら、この日にしますので、どうぞおいでくださ

いというふうな指導をしております。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 これで歳出15ページから18ページまでの第２款．総務費について質疑を終わります。 

 次に、歳出19ページから21ページまでの第３款．民生費について質疑を行います。 

 19ページの１項．社会福祉費、１目．社会福祉総務費について質疑の通告がありますので、

順次発言を許可いたします。初めに、山下芳郎議員。 

○12番（山下芳郎君） 

 それでは、19ページの社会福祉総務費補助金であります。 

 さきの議会で要望があっていましたシルバー人材センターへのこともあってかしらん、今

回50万円の追加予算が計上されております。その増額を提案した要因と、また同規模自治体

等との比較をしてみてどうだったか、先に確認いたします。 

○議長（田中政司君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（諸井和広君） 

 お答えいたします。 

 合同常任委員会でもお話ししたと思いますけれども、平成29年12月にシルバー人材セン

ターのほうから要望書が提出されております。その中で、まず運営面ですけれども、事務局

職員の処遇の改善が上げられております。事務局職員は全員で６名です。全員パート従業

員ということで雇用されております。時給は800円ということで低レベルで、超過勤務手

当──時間外勤務手当も、定時で帰っていただくようにお願いされるということで、なかな

か制限をされているということで聞いております。 

 次に、会員数を増加させるための施策に要する経費がいるということで載っております。

急激に高齢化が進展する中、年々、嬉野市のシルバー人材センターの会員数は、徐々に減少

しております。平成29年度に136人の登録であったものが、現在では109名の登録人員になっ



- 449 - 

ております。シルバー人材センターに依頼される仕事の件数については、農作業を初めとし

て病院からの仕事の依頼もふえておりまして、年々増加傾向にあります。需要はあるけれど

も供給が追いついていないというふうな状況でございます。 

 よって、早急に会員数を伸ばさにゃいかん、伸ばしていこうという意向でございまして、

そのためにはその事務を行う、広報活動とか募集活動とか行う人を雇いたいということで、

人員増も要求されております。また、人員増ができなければ、その分の手当も現在の職員さ

んにやることはできないかという御相談もあっております。そのために経費がかかりますの

で、その分の一部として50万円の増額を今回お願いすることとなっております。 

 こちらからも、高齢の生活困窮者や生活保護者等の相談に訪れた方へ、シルバー人材セン

ターの活用もお願いすることになりますので、就業いただけることができるように連携を

図っていきたいというふうに思っております。 

 続いてですけれども、同規模自治体との比較はどうかというお尋ねでございます。 

 県内で国庫補助を受けてシルバー人材センターを運営されている団体は、全部で12団体ご

ざいます。ただ、そのほかに補助を受けなくて組織されている団体もあろうかと思いますけ

れども、ちょっとこの把握はできておりませんけれども、その12団体の中での格付はＣラン

ク、会員数が100名から149名というところに当てはまります。同ランクとして位置づけられ

ているのが、玄海町と白石町でございます。それぞれ29年度の補助金の金額を申しますと、

玄海町は329万円、白石町は149万円でございます。白石町は若干少なくなっているなという

ことが言えるかと思いますけれども、それをお尋ねしたところ、ほかにもともと運営資金が

あって、補助金増額申請は最近行っていないと、うまく回っているということなのかなとい

うふうに判断できます。 

 近隣の市町でいえば、武雄市や鹿島市がＢランク、会員数が150名以上というランクに

なっておりますけれども、ランクは違いますけど、それぞれの補助金は武雄市649万円、鹿

島市1,167万9,000円というふうに格違いに補助金が多うございます。 

 以上で終わります。 

○議長（田中政司君） 

 山下議員。 

○12番（山下芳郎君） 

 詳しく説明をいただきました。今回、50万円の補助でありますけれども、これは市の補助

であって、実際、シルバー人材センターそのものが市の補助とほかに補助があっているのか、

全体の運営費が幾らであっているのか確認をしたいと思います。 

 もう一つは、今現在、会員さんが年々減っているという傾向と、逆に需要が多いという状

況の中で、団塊の世代を含めて定年ということですね。元気で健康な高齢者がふえているわ

けですけれども、それが会員数には逆に結びついていないと、私なりに思うんですが、そこ
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ら辺の状況というのはどうなのか。それと全体的に課題がありましたら、お示しをいただき

たいと思っています。 

○議長（田中政司君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（諸井和広君） 

 お答えします。 

 シルバー人材センターの補助の内容ということでございますけれども、先ほど申しました

とおり、嬉野市から今のところ170万円プラス50万円となるわけですね。同額を国からの補

助もいただいておられます。結局170万円を国からも同額、今回、50万円増額されますと、

国からも50万円の増額というのが期待できるということでございます。ですから、100万円

増ということになります。 

 運営のほうですけれども、収支をいただいていますけど、ちょっと今、資料がございませ

んので、はっきりしたことは言えません。申しわけございません。 

 次の会員が減っている状況、課題というところでございますけれども、仕事内容が農作業

とか草刈りとかいうところが多いんですが、農業の関係が多うございまして、最近は高齢者

も農業関係の方も疲労じゃなかばってんが、少し農業になれていない方がふえてきていると

いうのもありまして、重い作業がちょっときついということが一つは言えるかと思います。 

 ただ、もう一つは、委託料というか、賃金のほうなんですけれども、嬉野市のシルバー人

材センターの作業をされる方の賃金もやや低いということで、そのことも影響して会員減に

つながっているものではないかというふうに推測されます。 

 以上でございます。（「結構です」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中政司君） 

 次に、辻浩一議員。 

○10番（辻 浩一君） 

 今ので大体わかりましたけど、合同説明会のとき、経営が苦しくなったのでというような

ことを言われました。これが非常に気になったものですから、当初からしたらもう余り期間

がないわけですので、そこら辺でどうだったのかなということで、ちょっと質問を上げたん

ですけれども、いわゆる市と国からので運営していると。そのほかの収入としては、働いて

いただいた中で幾らかは手数料というか、運営費として人材センターに納めておられるんだ

ろうというふうに理解しますけど、それでいいんですかね。 

○議長（田中政司君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（諸井和広君） 

 お答えします。 
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 議員がおっしゃるとおりに、そういうふうな手数料とかの収入で賄えていると思います。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 辻議員。 

○10番（辻 浩一君） 

 であるならば、今後、先ほど、課長答弁されたように、会員が少なくなっていくというこ

とになれば、どんどん仕事量が減るわけですので──仕事量はあるんだけれども、実際こな

せる人材がいなくなって、総収入は減少するという中において、現体制のままだったら、要

するに今回のような補正でずっと追加していかないと、現在の事務所は回っていかないとい

うふうに理解していいんですか。 

○議長（田中政司君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（諸井和広君） 

 お答え申し上げます。 

 確かにその状況が来れば、補助金の増額もふえてくるかと思いますので、経営自体も成り

立っていかないのかなというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 辻議員、３回目。 

○10番（辻 浩一君） 

 経営自体が成り立っていかなかったらどうなるんですかね。 

○議長（田中政司君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（諸井和広君） 

 そのようなことがないように、人員確保をしていかなきゃいけないというふうに思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えを申し上げたいと思います。 

 私がこの人材センターの補助金については増額の決断をしたわけでございますけれども、

その背景としては、あらゆる業種で今、人手不足が起きている。一方で、高齢者のほうであ

れば高齢者の貧困問題もございますし、やはり生きがいづくりというのも欠かせない視点で
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ございます。 

 今回、増額分で若干作業報酬的にも低い水準だというようなそういった声もありましたの

で、その辺の人員の増であったり、現場で働く職員さんの待遇改善というところで使ってい

ただいて、経営のいいサイクルができる呼び水になるように今回の予算を考えたところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 次に、同じく19ページの１項．社会福祉費、６目．老人福祉センター費について質疑の通

告がありますので、順次発言を許可いたします。初めに、森田明彦議員。 

○９番（森田明彦君） 

 では、質問をいたします。 

 まず、19ページのこちらにも記入をいたしております。今回、特に施設内のトイレの改修

について、改修内容をまずお伺いします。 

○議長（田中政司君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（諸井和広君） 

 お答えいたします。 

 改修内容についてでございますけれども、主に女子トイレの和式から洋式への変更と、障

がい者トイレの便座の交換等でございます。これまで女子トイレは４基ございました。その

うち３基が和式のままでございます。洋式に利用者が集中しておりましたので、和式３基を

洋式２基に変更するものでございます。最終的に洋式３基ということになります。 

 これに追加して、障がい者トイレが旧式で使い勝手が悪かったものですから、便座の交換

ということですね。高さが低かったものですから、高さ調整のために厚みのある便座にかえ

るということになります。 

 もう一つは水洗スイッチの変更でございます。障がい者トイレですので、今までは足踏み

方式のスイッチでございました。ただ、足踏み方式のスイッチがうまく作動しないという不

便さがございまして、足踏み方式から手押し方式へ変更いたします。 

 そういうことで、以上が大体の改修内容です。ちなみに今回改修する２基は温便座となっ

ておりますけれども、ウォシュレット機能はついておりません。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 森田議員。 

○９番（森田明彦君） 

 ありがとうございます。今回の目的と効果、それから事業内容を見てみましても、今、説
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明がございましたように、高齢者、それから女子トイレのほう、そしてさらに障がい者の方

の分の改修が相当行われたということでございますけれども、いわゆるまだ残り１基はその

ままということですね。せっかく今回もすごくいい配慮をしていただいたなと思って見る中

で、やっぱりこれが50台あるうちの半分しかできませんでしたということでなくて、今回、

結果的に４基のうち３基ということで、残り１基を残されたということが、ちょっともった

いなかったなというか、少し残念だなと思います。特に高齢者の社会参加という面は、今後、

嬉野も非常に重要な問題になってまいります。ですから、お湯に入りに行くということを非

常に楽しみにここのセンターは捉えられて、たくさんの方が御利用されていることをよくお

聞きしております。 

 さらに、ここは避難所にもなっていますね。昨年も避難の勧告が出た翌日に、私もちょっ

と様子をうかがいにまいりました。昨年は避難をされていなかった。２年前には、市内の某

旅館から避難をされていましたね。そのときにもトイレのあり方について、若干利用をされ

た方が不便を感じられたということをお聞きしておりまして、その記憶もございました。そ

ういった使い方をする場所でありますので、今回、これで完了しましたという結果が欲し

かったなと思ったんですけど、今回ちょっとまだ１基残しているというところの、そこら辺

のあくまでも予算上ということで語られたら、それまでなんですけれども、ちょっとそのこ

とに関して一応お伺いをしたいと思います。 

○議長（田中政司君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（諸井和広君） 

 お答え申し上げます。 

 ちょっと私の説明がまずかったのかわかりませんけれども、これまで女子トイレには４基

ございまして、１基が洋式で３基が和式でございました。その３基の和式をスペースの関係

がございまして、２基の洋式にかえるという今回の改修でございます。最終的には洋式３基

になるということですので、洋式だけになるということになります。和式が残らないという

状態になります。そういうことですので、全部洋式３基になるということで御理解いただき

たいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 森田議員、３回目ね。 

○９番（森田明彦君） 

 最後になります。わかりました。じゃ、まず全部洋式の形式には変わりましたということ

でいいですね。 

 じゃ、納得いたしましたので、了解しました。 
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○議長（田中政司君） 

 続いて、宮﨑一德議員。 

○５番（宮﨑一德君） 

 取り下げます。 

○議長（田中政司君） 

 はい。（「議長、答弁」と呼ぶ者あり）福祉課長。 

○福祉課長（諸井和広君） 

 男子トイレのことをまだ言っていなかったと思いますけれども、男子トイレが大便器２基

あるわけなんですけれども、これについては、１基は洋式で１基は和式になっています。で

すから、全部洋式になっているとは言い切れないかもわかりません。 

 大便器については、男性は女性に比べて利用頻度が少ないということで、今回の改修は行

わないということで御理解いただきたいと思います。小便器は４基ございます。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 宮﨑良平議員。 

○６番（宮﨑良平君） 

 結構です。わかりました。 

○議長（田中政司君） 

 取り下げますか。（「取り下げます」と呼ぶ者あり） 

 次に、20ページの２項．児童福祉費、１目．児童福祉総務費について質疑の通告がありま

すので、順次発言を許可いたします。初めに、山下芳郎議員。 

○12番（山下芳郎君） 

 児童福祉総務費につきまして、事業ごとに報告をいただきたいと思います。 

○議長（田中政司君） 

 報告、ちょっと待ってください。ここで子育てファミリー・サポート事業、放課後児童健

全育成事業、こどもセンター整備事業……（「さようですね」と呼ぶ者あり）この３つの質

問ということですね。（「さようです。各事業ごとで結構です」と呼ぶ者あり）はい。 

○12番（山下芳郎君）続 

 じゃ、先に子育てファミリー・サポート事業57万円の報酬費について質問いたします。 

 当初予算で説明いただいたのかな。一応出生時に無料のチケットを20名分ということで聞

いたわけでありますけれども、この分につきましては、要請なりは保護者もしくはファミ

リー・サポートからの要望であったのか、そのことも含めて説明をお願いします。 

○議長（田中政司君） 

 子育て支援課長。 
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○子育て支援課長（大久保敏郎君） 

 お答えします。 

 今回、この補正の内容、無料券の導入をした理由ですね。これについては保護者等からの

要望があったということではなくて、６月補正に今回計上しております理由としては、当初

予算の編成後に、国から県を通じて通知があったわけですけど、その通知の内容というのが、

就学前の子どもの医療費助成に係る国保の減額調整措置の見直し、いわゆる国保ペナルティ

の分の廃止によって生じた財源について、少子化対策の拡充に充てるようにとの国からの指

示があったことで、嬉野市としてはファミリー・サポート事業にその財源を充てたいという

ことで今回この分の予算を計上しております。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 山下議員。 

○12番（山下芳郎君） 

 それでは、国からの通達があった分を受けて、今回はファミリー・サポート事業に無料券

として配布をするということの提案ということで理解してよろしいんですかね。 

 それじゃ、一応20名ということを聞いておりますけれども、20名で充足するのか、足らな

いのか、いかがでしょうか。 

○議長（田中政司君） 

 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（大久保敏郎君） 

 お答えします。 

 １回２時間の券は20名の方に配るということですけれども、20名の根拠としては今の出生

の数が一月20名ぐらいの届け出が出ているということで20名の数を計上しております。 

 以上です。 

○12番（山下芳郎君） 

 最後ですが、ちょっと確認。それでは20名ぐらいという形で、今、実態が動いている。そ

れで20名に適応すると、チケットを配布するとしますと、現実的に少ない場合は補うからい

いんでしょうけど、足らない場合はまた追加してできるんですか。 

○議長（田中政司君） 

 今のとは３回目ですからね。（「これで３回目ね」と呼ぶ者あり）今のとでね。 

 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（大久保敏郎君） 

 お答えします。 

 月当たり20名ということで組んでおりまして、９カ月分組んでおります。恐らくですけど、
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９カ月分というのは今回補正が成立して、７月からの９カ月分ということで組んでおります

けれども、20の９カ月分あれば、恐らくこれで足らないことはないかなと思っております。 

 以上です。（「ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中政司君） 

 よろしいですか。山下議員。 

○12番（山下芳郎君） 

 それじゃ、次の同じ目ですけれども、放課後児童健全育成事業、一応主要説明の30ページ

にございます。その分と関連でありますので、今の分は30ページが運営費ですか、31ページ

が施設設備費ということで当初予算で聞いておりましたんですが、その分を関連としてお聞

きします。 

 前回の３月議会でも一般質問をさせていただいたんですけれども、今回で早目に対応して

いただいたんですが、待機児童の解消はできるのか、充足率はどのくらいあるのか。もう一

つは、新設の２校が対応されるんですけれども、若干地域によってはでこぼこというか、そ

れができてくることもあるんですけれども、そういったときに校区外からのこの施設に運用

が可能なのか、２点お尋ねします。 

○議長（田中政司君） 

 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（大久保敏郎君） 

 お答えします。 

 まず、１番目の待機児童の解消はできるかということですけれども、まず主要事業でいう

と30ページのほうで、吉田小学校について今回１クラブ増設をするということで、これにつ

いては30年度についての待機児童は解消をされております。 

 あと、今回、嬉野小学校と久間小学校について新しくつくるわけですけれども、これにつ

いては30年度の申し込みの人数から見ますと、今回の施設整備によりまして、平成31年度の

待機児童については解消につながるものと思っております。 

 それとあと、２番目の新設の２校区以外の児童の利用は可能かということですが、校区外

の児童の利用については、児童を学校から学校へ移す移送、そういったことの問題もありま

すので、ちょっと難しいのではないかと思っております。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 山下議員。 

○12番（山下芳郎君） 

 最後の質問の校区外のことですけれども、移送が難しいということで、距離等々含めてあ

るでしょうけれども、保護者の方がその校区外の学校に送り迎えされるとするならば可能な
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のか、原則的にだめなのか、どうなんでしょうか。 

○議長（田中政司君） 

 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（大久保敏郎君） 

 お答えします。 

 学童の利用の趣旨が、保護者の方が自分で保育できないということでの利用ですので、迎

えに来られることができれば、当然学童のほうは利用できませんので、そういうことでござ

います。（「以上です」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中政司君） 

 よろしいですか。次、こどもセンター。 

○12番（山下芳郎君） 

 次の事業のこどもセンター整備事業──主要事業説明があります。32ページですね。今回

414万3,000円計上されておりますが、この分につきましても質問を出しておりますが、まず

利用者の人数は何名まで可能なのか。 

 今現在、前の中央公民館を該当ということで充てておられますけれども、場所によっては

機能訓練室ですか、そこがかかるんじゃないかと思いますけれども、その棟というのは、そ

こを利用されている方はどういった形で対応されるのか。これにつきましても利用者の地区

の制限はあるのか。それと、いつから利用できるのかということで質問いたしております。 

○議長（田中政司君） 

 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（大久保敏郎君） 

 お答えします。 

 まず、１番目の御質問の利用者は何名まで可能かということですが、利用者の数について

特に上限は定めているわけではございませんので、何名までというふうな制限はないという

ことで、実際に利用者の方はずっと１人の方が一日中おられるわけでもありませんので、随

時入れかわるということが考えられますので、ある程度の受け入れは可能かと思っておりま

す。 

 それと、２番目の今まで利用してきた機能訓練室は移動するのかということですが、機能

訓練室自体は移動をしません。健康づくり課のほうで、がん検診のときとか、あと時々、作

業スペースとして使用されていますが、がん検診のときにはこどもセンターは閉館をすると

いうふうに考えております。ですので、機能訓練室自体は移動せずに、こどもセンターと併

用して使用するということで予定をしております。 

 利用者の地区の制限ということですが、地区の制限は特に考えておりません。塩田地区と

か嬉野地区のほか、市外からの利用も受け入れる予定でおります。 
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 いつからの利用かということですけれども、これまでの議会での答弁とかで、こどもセン

ターについては平成31年度の開設を目指して準備を進めているというふうに答弁をしてきて

いるところでございますが、子育て世代包括支援センターと連携をして運営をしていくとい

う計画でありますので、所管の健康づくり課と今後協議を行って、開設時期については調整

をしていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 山下議員。 

○12番（山下芳郎君） 

 じゃ、前の事業と私も勘違いしていまして、放課後児童健全育成の分の校区外の分と今の

こどもセンターと勘違いしていましたので、今、こどもセンターさんについての利用制限は

ないということで承知をいたしました。前の分は校区ごとということですね。 

 以上でこの分について質問終わります。 

○議長（田中政司君） 

 次、宮﨑良平議員。 

○６番（宮﨑良平君） 

 私は今回、学童保育室の建設における詳細と今後の市の方向性、計画を伺うということで、

今まで建設に当たって、教室を潰したりとか、変えたりしてやってきたところが今まであっ

たじゃないですか。そういうところとの整合性というか、今回8,170万9,000円で、前回のと

きに国庫支出金とか県の支出金とか、こういったものがあったのか、なかったのか、そこを

ちょっとお伺いします。 

○議長（田中政司君） 

 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（大久保敏郎君） 

 お答えします。 

 施設整備に関する国と県の補助については、前から国が３分の１、県が３分の１の補助は

あっておりましたけれども、今回、28年度からだったからか29年度だったか、ちょっと定か

でありませんが、補助率のかさ上げがあっておりまして、国が３分の２、県が６分の１とい

うことで、市町が６分の１ということで、全体６分の５の補助があるということになります

が、この補助については平成31年度まで、つまり今のところの予定ですけど、来年度までは

このかさ上げの補助率が適用されるということで県のほうからは聞いております。 

 以上です。（「整合性だけいいですか。前のところとの整合性というのが何となく見えな

いというところがあって。いいです」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中政司君） 
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 よかですか。（「はい」と呼ぶ者あり）宮﨑良平議員。 

○６番（宮﨑良平君） 

 多分、市長も子育て支援ということに力を入れているということで、その影響もすごく大

きいのかなと思いながら考えていました。 

 そういうところも含めて、市長、ちょっと、今後、学童保育建設ということにおける市の

方向性とか計画というものを市長なりにまた考えていることがあればお伺いいたします。 

○議長（田中政司君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 今、今後の予定ということでお尋ねでございました。待機の状況があれば、解消するため

に空き教室がなければ、こうした制度を利用しての増設ということになるだろうとは思いま

す。私も就任してすぐだったと思いますけど、非常に待機に悩まれるお母さんからのお手紙

といいますか、非常に厳しいお言葉をいただいた経緯もございます。そういう意味でも、や

はり共働き世代で活躍をしていく、全員が活躍していただくためにも、こういった整備で待

機がないように最大限の努力を払うのは当然のことでございますし、待機にならないように

いろんなスポーツクラブへの所属、そういったところも総合的に考えながら、全体として施

設整備がありきではないですけれども、いろんな形で待機の方が出ないようにしたいという

ふうに思います。 

 全国市長会においても、31年までのかさ上げについてを延長するように連名で要望をした

ところでございますので、今後、国の制度の継続も期待をしておきたいというふうに考えて

おるところでございます。 

 以上でございます。（「結構です」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中政司君） 

 次、山口忠孝議員。 

○11番（山口忠孝君） 

 大体お二人の質問で理解したところなんですけど、放課後児童クラブの児童室ですよね。

今回、嬉野と久間小のほうですよね。あと、教室は今、使用しているところの残りのところ

も、今後、31年度までのあれで、全小学校そういう児童館を設立するという予定なんでしょ

うか。 

○議長（田中政司君） 

 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（大久保敏郎君） 

 お答えします。 
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 今後の計画については、今のところ、現時点ではまだ未定でございますが、今、待機児童

とかが発生していないクラブが吉田小学校と大野原小学校だけでございますので、担当課と

しましては、先ほど言った31年度までのかさ上げがある補助金を活用して、できるだけ整備

はしたいというふうには思っておりますけれども、実際クラブをふやすことで支援員の確保

とかそういった問題もいろいろございますので、このことについてはさっき市長も答弁しま

したけれども、市長を初め執行部とか財政課とかも早急に協議をして検討をしていく必要が

あると思っております。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 山口忠孝議員。 

○11番（山口忠孝君） 

 今の答弁をお聞きしても、これから後のところは検討していくということですね。わかり

ました。 

○議長（田中政司君） 

 よろしいですか。（「はい。じゃ、次ね。こどもセンターを」と呼ぶ者あり） 

 次、こどもセンターは別ということですね。こどもセンター、はい。 

○11番（山口忠孝君）続 

 簡単にお聞きします。 

 今回の改修工事の具体的な内容、ちょっとこの前、地図いただいたんですけど──地図と

いうか、もうちょっと説明していただけますかね。どんな感じか少し。 

○議長（田中政司君） 

 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（大久保敏郎君） 

 お答えします。 

 まず、機能訓練室のほうの工事の内容からですけれども、資料のほうにも書いてあったと

おりでございますけれども、壁については室内を明るくするために壁紙を張りかえるという

ことと、あと、床のほうは機能訓練室の奥のほうの半分の部分ですが、子どものスペースと

いうことになりますけれども、そこにエアークッションマットとかを置くようなことで考え

ております。 

 あと、窓については防音対策とか結露の対策を行うために、内窓の取りつけを行う予定で

おります。 

 あと、照明ですが、室内を明るくするためにＬＥＤなどの電球に変更するというものです。 

 あと、トイレが身障者用のトイレが今ございますけれども、そこにベビーシート、おむつ

交換台とか、そういったものの取りつけで、身障者用のトイレで幼児も使用できるように改
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修ということで、補助の便座をつけたり踏み台を置いたりとか、そういったことを計画して

おります。 

 以上です。（「わかりました」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中政司君） 

 よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 これで歳出19ページから21ページまで、第３款．民生費についての質疑を終わります。 

 次に、歳出22ページから23ページの第４款．衛生費について質疑を行います。 

 初めに、22ページの１項．保健衛生費、１目．保健衛生総務費について質疑の通告があり

ますので、順次発言を許可いたします。初めに、山下芳郎議員。 

○12番（山下芳郎君） 

 じゃ、22ページの保健衛生総務費の補助金であります。 

 こころにやさしいＡＥＤ購入費に46万5,000円計上されております。この分につきまして、

今回、３施設が上がっております。内容をお聞きしますと宿泊施設ということで聞いており

ます。通告より順番逆ですけど、まず、３施設の選定基準なりありましたらお示しをいただ

きたいということと、差し支えなかったらこの３施設を明示いただきたいと思います。 

○議長（田中政司君） 

 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（山口貴行君） 

 お答えをいたします。 

 選定につきましてですけれども、ＰＲについては既に市のホームページに掲載をしており

ます。しかし、ホームページ掲載でなかなか申し込みがないという状況で、その際、以前

行った調査に基づき、未設置の施設に連絡するなどして設置を促しています。いわゆる手挙

げ方式をとっております。 

 以上です。（「施設名は紹介できるかな」と呼ぶ者あり）申しわけありません。３施設の

設置場所につきましてですけれども、今回、嬉野町内の旅館の３施設を予定しております。

ただし、現時点では、ちょっと相談の段階でございます。本予算が通らない限り、ちょっと

まだ裏づけができませんので、その施設名はこの場では控えさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 山下議員。 

○12番（山下芳郎君） 

 今、課長のほうから、なかなか申し込みがないので手挙げ方式をとっているということで

聞いております。ちょっと通告でも手挙げ方式は考えられないかということで上げています

けれども、基本的にはそれでなさっておられるということですね。 
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 あと、過去にずっと年度ごとにありますので、27年度から続いておりますけれども、この

設置されたところにつきまして、非常時を想定しながら訓練は随時なさっておられると思い

ますけれども、こういったことの確認というのは、消防署あたりを含めて、一つの情報共有

でできているのか。 

 あと、先般、下吉田地区におきまして、ああいった防災訓練をしたんですけれども、各自

治公民館──市の公民館じゃありませんが、自治公民館あたりを集会所として手挙げ方式の

中で、そのやり方を区長さんというかな、行政嘱託員さんの認識があられるのかどうかわか

りませんけれども、積極的にそういったところを手挙げ方式をとっておられるならば、通知

をしていただきたいと思っています。 

 それともう一つは、ここにも書いていますけれども、お寺等々の高齢者の集会施設と申し

ましょうか、そういったところについても手挙げを待つんじゃなしに、逆に声かけをしてい

ただきたいと、促しをしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（田中政司君） 

 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（山口貴行君） 

 お答えを申します。 

 まず、導入されているところの訓練についてですけれども、こちらのほうで以前に設置し

た施設について、一部のところでは活用の訓練をされていると報告を受けているところはあ

ります。これは消防関係とおっしゃられましたけれども、このＡＥＤが消防法とかの規定で

設置をしているわけではございませんので、そこの消防署とかそういったものとの連携とい

うのはちょっと義務ではありませんので、やっておりません。 

 続きまして、自治公民館についてですけれども、先ほどの手挙げ方式の中で未設置の施設

とかも一応ある程度把握はしておりますので、そういった形で聞いたりしておりますけれど

も、ちょっと申し込みのほうはなかなかあってない状況です。今後、広報等とか含めて普及

活動をより一層図っていきたいと考えております。 

 最後に、お寺等への設置についてのことでございますけれども、嬉野市こころにやさしい

ＡＥＤ購入費補助金交付要綱がございます。ここによりますと、第３条第１項で定めがある

施設というのが、第１号、宿泊施設、第２号、自治公民館、第３号、福祉施設、第４号、幼

稚園というふうに規定されております。したがいまして、ちょっとお寺などの民間施設は非

該当になると考えております。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 山下議員。 

○12番（山下芳郎君） 
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 この予算はずっと４年間続いていまして、その中でですけれども、２分の１を市から補助

をいただいておるわけですが、いろんな面で防災上、今後ますます高齢化と同時にこういっ

た部分が必要になってくると思いますので、国とか上部団体からの補助が受けられないのか、

もしくは地元の負担金というか、その２分の１を少しでも軽減できる方法はないのか、確認

いたします。 

○議長（田中政司君） 

 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（山口貴行君） 

 この制度導入のときにも、そこらあたりの補助とかないかというのは調べたんですけれど

も、そういうのはないということで、市の単独でやっております。今後もそういった有利な

補助金等、制度等あれば、そういったのを利用しながら嬉野市の安心・安全のために推進を

していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 次に、山口忠孝議員。 

○11番（山口忠孝君） 

 取り下げます。 

○議長（田中政司君） 

 はい。同じく22ページの１項．保健衛生費、８目．環境衛生費について質疑の通告があり

ますので、発言を許可いたします。諸井義人議員。 

○３番（諸井義人君） 

 主要説明書の59ページになるかと思いますけれども、合併処理浄化槽設置補助が530万円

から340万円と、約200万円減額になっていると思いますけれども、肉づけで500万円ぐらい

になるかなと思っておりましたけれども、ふえていないということは浄化槽の設置者が減っ

たのかどうかを説明お願いします。 

○議長（田中政司君） 

 環境下水道課長。 

○環境下水道課長（太田長寿君） 

 お答えいたします。 

 結論から申しますと、設置対象者の予定は減少しております。その背景といたしましては、

現在、浄化槽の設置区域となります対象区域が公共下水道の計画区域、全体で494ヘクター

ルございますけれども、このうち許可の取得をしていない区域ということになります。です

から、公共下水道の計画地域なんですけれども、工事の予定をしていない区域で、なおかつ

市営浄化槽じゃない区域ですね。こちらが現在の戸別設置型と申しますけれども、浄化槽設
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置整備事業の対象区域となります。こちらが187ヘクタールございまして、これが対象区域

なんですけれども、この区域に関しまして、今年度秋ごろ、公共下水道の計画区域から除外

する計画をしております。 

 そうなりますと、市営浄化槽の設置区域となるわけなんですけれども、実際、年度の当初

におきましては戸別設置型の補助金もらって自分で浄化槽設置するのよりも、秋まで待って

いただければ市営浄化槽が設置できて、市営浄化槽の方が利用者の負担が低いということで

すので、市営浄化槽を設置していただくことができると思いまして、ちなみに件数でいいま

すと、昨年度の当初が15基で予定をしていたのに対して、今年度の当初は５基で予算の計上

をしておりました。秋まで待っていただいて市営浄化槽を設置していただくという前提なん

ですけれども、年度に入りまして、秋まで待たずに補助金をもらって工事をして設置をした

いというようなお問い合わせがあっておりますので、今回の補正におきましては一応３基分

の追加をいたしまして、増額をしております。それでも前年度の当初と比較しますと減って

いるという形になっております。 

 以上でございます。 

○議長（田中政司君） 

 諸井議員。 

○３番（諸井義人君） 

 すみません、私のちょっと思い違いかもわかりませんけれども、秋まで待てば市営浄化槽

が設置できるという説明ですね。今、つけておったら戸別合併処理浄化槽になりますけれど

も、それを秋になったら市営浄化槽に移譲するという形になられるということですかね。 

○議長（田中政司君） 

 環境下水道課長。 

○環境下水道課長（太田長寿君） 

 はい、そのとおりでございまして、今はまだ公共下水道の計画区域内に入っているもので

すから、市営浄化槽が設置できないんですけれども、187ヘクタールにつきましてはそれを

除外する手続を今進めているというところでございます。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 諸井議員。 

○３番（諸井義人君） 

 すみません、ついでにといったらあれなんですけれども、戸別で今もつけておられる家庭

はかなりおられると思いますけれども、市営浄化槽に移譲したという家庭は、戸別処理槽の

方の約何％、何割ぐらいが市営浄化槽に移譲されているかをちょっと知りたいんですけど、

よろしいでしょうか。質問上げていなくて、すみません。 
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○議長（田中政司君） 

 環境下水道課長。 

○環境下水道課長（太田長寿君） 

 申しわけございません。実際どの程度の方がお移りになられているかというのは、ちょっ

と今、私の手元ではわからないんですけど、基本的には戸別型の設置浄化槽を今設置してい

ただいていた方に関し、以前に御自分でつけられていた方も含めて、市営浄化槽が事業のエ

リアとなったら、その後は市に帰属という形で今後は管理をさせていただくことも可能とい

うことになっております。 

 以上です。 

○議長（田中政司君） 

 ありがとうございました。 

 お諮りします。議案質疑の途中ですが、本日の会議はこれにて延会いたしたいと思います。

御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。本日はこれで延会することに決定いたしました。 

 本日はこれで延会いたします。 

午後４時58分 延会 

 


